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1.14－1 

1.14 電源の確保に関する手順等 

 

＜目次＞ 

1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電 

(b) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備 

(a) 燃料補給設備による給油 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｆ．手順等 

 

1.14.2 重大事故等時の手順 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

ｄ．直流給電車による直流盤への給電 
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1.14－2 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受

電 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコ

ントロールセンタ受電 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク等からタンクローリへの補給 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

1.14.2.7 その他の手順項目について考慮する手順 

1.14.2.8 重大事故等時の対応手段の選択 
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1.14－3 

添付資料1.14.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.14.2 重大事故対策の成立性 

(1) ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(2) 号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

(3) 高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(4) 号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

(5) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

(6) 所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

(7) 可搬型直流電源設備による給電 

(8) 直流給電車による直流盤への給電 

(9) ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

(10) 非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

(11) 号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤

受電 

(12) ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡ

コントロールセンタ受電 

(13) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

(14) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク等からタンクローリへの補給 

(15) タンクローリから各機器等への給油 

(16) 不要直流負荷（Ａ系）の切離し 

添付資料1.14.3 不要直流負荷切離しリスト 

添付資料1.14.4 動的負荷自動起動防止措置 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置 

(2) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置 

添付資料1.14.5 受電前準備操作対象リスト 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系）への給

電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(2) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｄ系）への給

電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(3) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系）への

給電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(4) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｄ系）への

給電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

5



1.14－4 

添付資料1.14.6 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からＳＡ電

源切替盤にて電源給電可能な設計基準事故対処設備の電動弁リス

ト 

添付資料1.14.7 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

添付資料1.14.8 解釈一覧 

(1) 判断基準の解釈一覧 

(2) 操作手順の解釈一覧 

(3) 操作の成立性の解釈一覧 

添付資料1.14.9 所内常設直流電源設備（３系統目）を直流電源に追加する場合

の有効性評価の変更の必要性について 

 

 

 

 

下線は，今回の提出資料を示す。 
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1.14 電源の確保に関する手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中

原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保す

るために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保 

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替電源 

により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著 

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必 

要な電力を確保するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕を持って 

可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できること。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにし 

ておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備の 

ケーブル等を用意すること。 

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C) 

及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、 

少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する対処設備

を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

外部電源が喪失した場合において，非常用高圧母線及び直流設備へ給電する

ための設計基準事故対処設備として，非常用交流電源設備及び非常用直流電源

設備を設置している。 

また，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備から供給された電力を各

負荷へ分配するための設計基準事故対処設備として，非常用所内電気設備を設

置している。 

これらの設計基準事故対処設備のうち，非常用交流電源設備並びに非常用直

流電源設備が健全であれば，これらを重大事故等対処設備及び重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として位置付け重大事故等の対処に用いるが，設計基準

事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，各設計基準事故

対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」

という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段並びに重大事故等対処設

備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）を選定する（第 1.14－1図）。 

重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）のほかに，柔

軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）によ

り，「技術的能力審査基準」（以下「審査基準」という。）だけでなく，「設置許

可基準規則」第五十七条及び「技術基準規則」第七十二条（以下「基準規則」

という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するととも

に，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）である非常用

交流電源設備又は非常用直流電源設備が健全であれば重大事故等の対処に用

いる。 

非常用交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・非常用ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 
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・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

 

非常用直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・Ａ－115V系蓄電池 

・Ｂ－115V系蓄電池 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－115V系充電器 

・Ｂ－115V系充電器 

・高圧炉心スプレイ系充電器 

・Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

・Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路 

 

機能喪失原因対策分析の結果，設計基準事故対処設備の故障として，非常用

高圧母線への交流電源による給電及び直流設備への直流電源による給電に使

用する設備並びに非常用所内電気設備の故障を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段

及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に使

用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事故

等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.14－1 表

に整理する。 
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1.14－8 

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により非常用

高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」という。），Ｄ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｄ

系」という。）及び高圧炉心スプレイ系（以下「Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系」と

いう。）への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電にて炉

心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

へ給電する手段がある。 

また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱を実施

するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系に接続し，給

電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－2図に示す。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。 

 

 

 

10
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ⅱ 号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から当該号

炉の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他号炉からの給

電により，当該号炉の非常用高圧母線を受電する手段がある。 

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－3図に示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧

母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧

母線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路 

なお，号炉間電力融通ケーブル（常設）は他号炉の常用高圧母線と当

該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷設し， 号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）は屋内に配備する。 

 

ⅲ 可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

に接続し，給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－2図に示す。 

・高圧発電機車 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ
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２コントロールセンタ電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタービン

発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁，ガスタービン

発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コント

ロールセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コン

トロールセンタ電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）～原子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車

接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスタービン発電

機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機

車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電

路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線

Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロール

センタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，

ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 
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以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で交流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母

線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母

線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電

路 

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル発電機

の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

 

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により充電器

を経由した直流設備への給電ができない場合は，代替直流電源設備による

給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

非常用交流電源設備の故障により充電器を経由した直流設備への給電

ができない場合は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

による給電を開始するまでの間，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設

代替直流電源設備により24時間にわたり直流設備へ給電する手段がある。 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第1.14－5図に示す。 

・Ｂ－115V 系蓄電池 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・ＳＡ用 115V系蓄電池 

・Ｂ－115V 系充電器 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

・230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

・ＳＡ用 115V系充電器 

・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 
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・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路 

・ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

また，共通要因によって非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ系の安

全機能と同時に機能が喪失することがないよう物理的に分離を図った常

設代替直流電源設備があり，その常設代替直流電源設備により重大事故

等時の対応に必要な直流設備へ給電する手段がある。 

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－5図に示す。 

・ＳＡ用 115V系蓄電池 

・ＳＡ用 115V系充電器 

・ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

 

ⅱ 所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

全交流動力電源喪失時に可搬型直流電源設備等の準備が完了するまで

に，直流母線電圧が常設代替直流電源設備の枯渇等により許容最低電圧

値以上を維持できない場合，所内常設直流電源設備（３系統目）により

24時間にわたり直流設備へ給電する手段がある。 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電に使用する設備は以下

のとおり。単線結線図を第1.14－5図に示す。 

・115V 系蓄電池（３系統目） 

・115V 系蓄電池（３系統目）～直流母線電路 

 

ⅲ 可搬型直流電源設備による給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替

直流電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）の蓄電池の枯渇に

より直流設備への給電ができない場合は，高圧発電機車，代替所内電気

設備及び充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V

系充電器（常用））を組み合わせた可搬型直流電源設備により直流設備へ

給電する手段がある。 

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線

結線図を第 1.14－2図及び第 1.14－5図に示す。 

・高圧発電機車 

・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

・ＳＡ用 115V系充電器 

・230V 系充電器（常用） 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）
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電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

ⅳ 直流給電車による給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替

直流電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）の蓄電池の枯渇に

より直流設備への給電ができない場合は，直流給電車及び高圧発電機車

の組合せにより直流設備へ給電する手段がある。 

直流給電車による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を

第 1.14－5図に示す。 

・高圧発電機車 

・直流給電車 115V 

・直流給電車 230V 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物

処理建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電

路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

(b) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

交流電源及び直流電源の喪失により設計基準事故対処設備である非常

用ディーゼル発電機が起動できない場合は，他号炉の非常用低圧母線から

当該号炉の非常用低圧母線へ給電することにより非常用ディーゼル発電
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機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する手段がある。 

号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保で使用する設備は以下の

とおり。 

・号炉間連絡ケーブル 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備のうち，Ｂ－

115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），

ＳＡ用115V系蓄電池，Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），

230V系充電器（ＲＣＩＣ），ＳＡ用115V系充電器，Ｂ－115V系蓄電池及び

充電器～直流母線電路，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路，ＳＡ用115V

系蓄電池及び充電器～直流母線電路は重大事故等対処設備として位置付

ける。 

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備のうち，ＳＡ用115V系

蓄電池，ＳＡ用115V系充電器，ＳＡ用115V系蓄電池及び充電器～直流母線

電路は重大事故等対処設備として位置付ける。 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電で使用する設備のうち，

115V系蓄電池（３系統目）及び115V系蓄電池（３系統目）～直流母線電路

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機車，

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V系充電器（常用），

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路，

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路，高圧

発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧

発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路，高圧発電

機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～

直流母線電路，ガスタービン発電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用

軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは

重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で直流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ
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るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・直流給電車 115V 

・直流給電車 230V 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建

物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処

理建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電路 

全交流動力電源喪失時には代替交流電源設備による給電を優先して実

施しているため，高圧発電機車は配備されており，可搬型直流電源設備と

しては，電路構成等により対応することが可能である。その状態に追加し

て直流給電車２台（直流給電車115V及び直流給電車230V）の配備が必要と

なり時間を要するが，重大事故等の対処に必要となる直流電源を確保する

ための手段として有効である。 

・号炉間連絡ケーブル 

号炉間融通によって確保できる電源の容量は小さく，使用用途及び使用

条件が限定されるが，直流電源の喪失が原因で非常用ディーゼル発電機を

起動することができない場合において，非常用ディーゼル発電機の起動の

ために必要な直流電源（制御電源）を確保するための手段として有効であ

る。 

 

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失し，必要

な設備へ給電できない場合又は代替所内電気設備に接続する重大事故等

対処設備が必要な場合は，代替所内電気設備にて電路を確保し，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電する手段がある。 

なお，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は，重大事故等が発生

した場合において，共通要因で同時に機能を喪失することなく，少なくと

も一系統は機能の維持及び人の接近性を確保する設計とする。 

代替所内電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線

図を第1.14－2図に示す。 

・緊急用メタクラ 

・メタクラ切替盤 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱 

・ＳＡロードセンタ 

・ＳＡ１コントロールセンタ 
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・ＳＡ２コントロールセンタ 

・充電器電源切替盤 

・ＳＡ電源切替盤 

・非常用コントロールセンタ切替盤 

・重大事故操作盤 

・非常用高圧母線Ｃ系 

・非常用高圧母線Ｄ系 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替所内電気設備による給電で使用する設備のうち，緊急用メタクラ，

メタクラ切替盤，緊急用メタクラ接続プラグ盤，高圧発電機車接続プラグ

収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロ

ールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，重大事故操作盤，非常

用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である非常用

所内電気設備が機能喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止

するために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・非常用コントロールセンタ切替盤 

非常用コントロールセンタの一次側に接続するものの，非常用コントロ

ールセンタに接続される全ての負荷に対して給電することができないた

め，非常用コントロールセンタ負荷の負荷抑制に時間を要するが，電路の

健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保

するための手段として有効である。 

 

ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機の故障により 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＤ系への給電ができない場合は，代替交流電源設備によ

る給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

へ給電する手段がある。 
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また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱を実施

するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系に接続し，給

電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－2図に示す。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。 

 

ⅱ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系へ給電する手段がある。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系への給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－4

図に示す。 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系

～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系

～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 
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・高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

 

ⅲ 号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から当該号

炉の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他号炉からの給

電により，当該号炉の非常用高圧母線を受電する手段がある。 

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－3図に示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧

母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧

母線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路 

なお，号炉間電力融通ケーブル（常設）は他号炉の常用高圧母線と当

該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷設し， 号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）は屋内に配備する。 

 

ⅳ 可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

に接続し，給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－2図に示す。 

・高圧発電機車 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
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・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ

２コントロールセンタ電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタービン

発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁，ガスタービン

発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コント

ロールセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コン

トロールセンタ電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）～原子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車

接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスタービン発電

機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機

車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電

路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線

Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロール

センタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電
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機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，

ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電で使用する設備のう

ち，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは重大事故等対

処設備として位置付け，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ補機冷却

系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。），高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送系配管・弁は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け

る。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で交流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～

常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～

常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

耐震性は確保されていないが，常用高圧母線Ａ系（及びＢ系）を経由す

る電路の健全性が確認でき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全

であり，かつ高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合において，事

故対応時に必要な電源を確保するための手段として有効である。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母

線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母

線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電

路 

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル発電機

の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備 
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(a) 燃料補給設備による給油 

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して運転させるた

め，燃料補給設備により給油する手段がある。 

燃料補給設備による給油で使用する設備は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料補給設備による給油で使用する設備のうち，ガスタービン発電機用

軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処で使用する設備の

燃料を確保し，必要な期間運転を継続することができる。 

 

ｆ．手順等 

上記「ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備」，「ｂ．代替電源（直

流）による対応手段及び設備」，「ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び

設備」，「ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段

及び設備」及び「ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備」により選定した

対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として「事故時操作要

領書（徴候ベース）」（以下「ＥＯＰ」という。），「原子力災害対策手順書」，

「ＡＭ設備別操作要領書」に定める（第 1.14－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整理する（第 1.14

－2 表）。 

さらに，他の条文にて選定した重大事故等対処設備と本条文にて選定した

給電手段との関連性についても整理する。 

（添付資料1.14.7） 
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1.14.2 重大事故等時の手順 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が発

生した場合，並びに外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機による給電が見込めない場合に，発電用原子炉及び燃

料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となるＭ／Ｃ Ｃ

系及びＭ／Ｃ Ｄ系の電源を復旧する。なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，

その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＤ系受電操作完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系

充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V

系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電の優先

順位は以下のとおり。 

なお，原子炉建物西側又は原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱の選択は，操作内容及び想定時間は同一であるものの，原子炉建物南側エ

リアは，他の可搬型車両が優先的に配置されるため，他の可搬型車両との干

渉及びケーブル敷設の作業性を考慮し，原子炉建物西側の高圧発電機車接続

プラグ収納箱を優先して使用する。 

１．ガスタービン発電機 

２．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

なお，優先２の手順については「ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先３，優先４及び優

先５の手順については「ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電」にて，優先６の手順については「ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可

搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて整備する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。 
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(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＭ／Ｃ ＨＰＣ

Ｓ系へ給電できない場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動について

は，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要員が確保

されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 

 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，

概要図を第1.14－8図に，タイムチャートを第1.14－9図に示す。 

〔優先１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受

電の場合〕 

Ⅰ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

①ａ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にガ

スタービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開

始を指示する。 

②ａ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を起動し，緊急

用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認により実施し，ガスタ

ービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電が開始

されたことを当直副長に報告する。 

③ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への

受電準備開始を指示する。 

④ａ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の動的機器の自動起動防止のため操作スイッチ

（以下「ＣＳ」という。）を「停止引ロック」又は「停止」とする。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＬ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長に受電準備完了を報告する。 

⑥ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系の受

電開始を指示する。 

⑦ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器を「入」とし， 

Ｍ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

⑧ａ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｄ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑨ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告する。 
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⑩ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系への

受電準備開始を指示する。 

⑪ａ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

⑫ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｃ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

⑬ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑭ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を「入」とし， 

Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電操作を実施する。 

⑮ａ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑯ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告し，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

Ⅱ．ガスタービン発電機の現場からの起動 

①ｂ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊

急時対策本部にガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタクラ及び

ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を依頼する。 

②ｂ緊急時対策本部は，緊急時対策要員にガスタービン発電機の現場起

動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を指示する。 

③ｂ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮

断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を現場起動し，緊急

用メタクラの受電を電圧確認により，ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を状態表示

確認により実施し，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタクラ

及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を緊急時対策本部に報告する。 

④ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタク

ラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を当直長に報告する。 

⑤ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃの受

電確認，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への受電準備開始を指示する。 

⑥ｂ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認により実施

した後，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ
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系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は「停

止」とする。 

⑦ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＬ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

⑧ｂ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

⑨ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｃ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

⑩ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系の受

電開始を指示する。 

⑪ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器を「入」とし，

Ｍ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

⑫ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｄ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑬ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告する。 

⑭ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑮ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を「入」とし，

Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電操作を実施する。 

⑯ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑰ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告し，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先１の中央制御室操作でのガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のと

おり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで10分以内で可能である。 
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・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで40分以内で可能

である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。 

現場操作でのガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以

下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで50分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで１時間５分以内

で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(1)） 

28



1.14－27 

ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない場合において，

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成

し，他号炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，

原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保されてい

る場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能であ

る。 

なお，他号炉の常用高圧母線と当該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷

設する号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用できない場合は，屋内に配備

する号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して電力融通を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない状況にお

いて，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機

Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及

び第1.14－7図に，概要図を第1.14－10図に，タイムチャートを第1.14－

11図に示す。 

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼル発電

機Ａ系から号炉間電力融通ケーブル（常設）による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に号炉間電力融通

ケーブル（常設）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系による

当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」とする。 
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1.14－28 

④中央制御室運転員Ａは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器のインター

ロック解除処置を実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器のインター

ロック解除処置を実施し，号炉間電力融通の受電準備が完了したこと

を当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に号炉間電力融通ケーブル（常設）に

よる他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から当該号炉のＭ／Ｃへの

給電開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，当該号炉の常用高圧母線の予備変受電遮断器

及び非常用高圧母線の母線連絡遮断器の「入」操作を行う。 

⑧中央制御室運転員Ａは，他号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線の

母線連絡操作及び予備変受電遮断器を「入」操作及び受電したＭ／Ｃ

の電圧確認を行い，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報告し，充電

器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先２の号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間35分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(2)） 
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1.14－29 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電が見込めない場合，高圧発電機車を高圧発電

機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続してＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電し，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子

炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を確保する。Ｍ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電

器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電

器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）による給

電ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要

図を第1.14－12図に，タイムチャートを第1.14－13図から第1.14－15図に

示す。 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西側

の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置し，高

圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収

納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 
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1.14－30 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」

とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへの切替

え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ

動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了

を緊急時対策本部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南側

の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置し，高

圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収

納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

32



1.14－31 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへの切替

え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ

動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了

を緊急時対策本部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

影響がある場合）〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン発

電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）

によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊急用

メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車か

ら緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電機車のケーブルを

敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を指示する。 
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1.14－32 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とし，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮断器の

「切」を確認した後，Ｍ／Ｃを受電するための緊急用メタクラの遮断

器を「入」操作し，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作すると

ともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動力変圧器の一

次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本

部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先３の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先４の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電
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機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先５の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間40

分以内で可能である。 

緊急用メタクラ接続プラグ盤，原子炉建物西側及び原子炉建物南側の高

圧発電機車接続プラグ収納箱からメタクラ切替盤間のケーブルは常時敷

設されており，ケーブル敷設作業が円滑に行うことが可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

高圧発電機車はプラント監視機能等を維持する上で必要な最低限度の

電力を供給する。プラントの被災状況に応じて使用可能な設備の電源を供

給する。 

（添付資料1.14.2(3)） 
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ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ  

Ｄ系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）及び

高圧発電機車による給電ができない場合において，号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から当該号炉

のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電する

ことにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却

及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）

及び高圧発電機車による給電ができない状況において，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機Ｂ系が健全で電力融通

が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及

び第1.14－7図に，概要図を第1.14－16図に，タイムチャートを第1.14－

17図に示す。 

〔優先６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼル発電

機Ａ系から号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当該号炉のＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当該号炉のＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を

指示する。 

③緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他

号炉のＭ／Ｃ Ｃ系までの間にケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号

炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，
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Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」及び受電するＭ／Ｃの受電遮断器を「入」とし，号炉間電力融

通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系に

よる当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備が完了したこ

とを当直副長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に号炉間電

力融通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ

系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備が完了し

たことを報告する。 

⑧緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他

号炉のＭ／Ｃ Ｃ系にケーブルを接続するとともに，絶縁抵抗測定に

より当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他号炉のＭ／Ｃ 

Ｃ系までの間の電路の健全性を確認し，ケーブル接続完了を緊急時対

策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告する。 

⑩当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号

炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から当該号炉のＭ／Ｃへの給電開始

を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器の電源「入」

操作を実施する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を「入」操

作する。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報告し，充電器

盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼル発電

機Ｂ系から号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当該号炉のＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当該号炉のＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を
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指示する。 

③緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他

号炉のＭ／Ｃ Ｃ系までの間にケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号

炉の非常用ディーゼル発電機Ｂ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」及び受電するＭ／Ｃの受電遮断器を「入」とし，号炉間電力融

通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系に

よる当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備が完了したこ

とを当直副長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に号炉間電

力融通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ｂ

系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備が完了し

たことを報告する。 

⑧緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他

号炉のＭ／Ｃ Ｄ系にケーブルを接続するとともに，絶縁抵抗測定に

より当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他号炉のＭ／Ｃ 

Ｄ系までの間の電路の健全性を確認し，ケーブル接続完了を緊急時対

策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による

他号炉の非常用ディーゼル発電機Ｂ系から当該号炉のＭ／Ｃへの給電

開始を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器の電源「入」

操作を実施する。 

⑫現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を「入」操

作する。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報告し，充電器

盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 
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(c) 操作の成立性 

優先６の号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び

緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの

所要時間は４時間25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(4)） 
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1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），

高圧発電機車及び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による交流電源の復旧

ができない場合，Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）から，

24時間以上にわたり直流母線へ給電する。また，ＳＡ用115V系蓄電池及び

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）については，負荷切離しなしで蓄電池にて24時間

以上にわたり直流母線へ給電する。 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，Ｂ－115V系蓄

電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池及び230V系蓄電池

（ＲＣＩＣ）による直流母線への給電に自動で切り替わることを確認する。

全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点で，Ｂ－115V系直流盤の不要

な負荷の切離しを実施する。その後，Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄

電池（ＳＡ）による給電に切り替えることで，24時間以上にわたり直流母線

へ給電する。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線へ

給電している24時間以内に，ガスタービン発電機による給電の場合，Ｍ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系を受電し，その後，Ａ－115V系充電器盤， 

Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器

盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源の機能を回復させる。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線へ

給電している24時間以内に，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機

車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電の場合，Ｍ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系を受電し，その後，Ａ－115V系充電器盤又はＢ－

115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及

び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源の機能を回復させる。 

なお，蓄電池を充電する際は水素ガスが発生するため，バッテリー室の換

気を確保した上で蓄電池の回復充電を実施する。また，ガスタービン発電機

によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電完了後は，中央制御室

監視計器Ｃ系及びＤ系の復旧を行う。号炉間電力融通ケーブル（常設），高

圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系の受電完了後は，中央制御室監視計器Ｃ系又はＤ系の

復旧を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

〔Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電

池及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電の判断基準〕 
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全交流動力電源喪失により，Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（Ｓ

Ａ），ＳＡ用115V系充電器及び230V系充電器（ＲＣＩＣ）の交流入力電源

の喪失が発生した場合。 

 

〔Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替えの判断

基準〕 

全交流動力電源喪失から８時間が経過した時点で，ガスタービン発電機，

号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）による給電操作が完了していない場合。又は全交流動力電

源喪失後に，Ｂ－115V系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれ

があると判断した場合。 

 

〔Ａ－115V系充電器盤の受電及び中央制御室監視計器Ｃ系の復旧の判

断基準〕 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による

給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系の受電が完了している場合。 

 

〔Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系

充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電及び中央制御室監視計器

Ｄ系の復旧の判断基準〕 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による

給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＤ系の受電が完了している場合。 

 

(b) 操作手順 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を

第1.14－18図から第1.14－20図に，タイムチャートを第1.14－21図から第

1.14－27図に示す。なお，Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池によ

る給電手順については，「1.14.2.6(2) 非常用直流電源設備による給電」

にて整備する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＢ－115V系蓄電

池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系

蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電が開始されたことの確認を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ），ＳＡ用 115V系充電器及び 230V系充電器（ＲＣＩＣ）による給電

が停止したことをＭ／Ｃ Ｄ系電圧にて確認し，当直副長に報告する。 
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③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ），ＳＡ用 115V系蓄電池及び 230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電

が開始され，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），

ＳＡ用 115V系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）にて負荷電

圧が規定電圧であることを確認し，当直副長に報告する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に８時間経過後の蓄電池切替え操作の

時間的裕度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位高

（レベル８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系を停止する

よう指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，８時間経過後の蓄電池切替え操作の時間的裕

度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位高（レベル

８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系を停止する。 

⑥当直副長は，現場運転員に全交流動力電源喪失から８時間を経過する

時点でＢ－115V 系蓄電池の不要な負荷の切離し及びＢ－115V 系蓄電

池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替えを指示する。なお，Ｂ

－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれがあると

判断した場合は，経過時間によらず，Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－

115V系蓄電池（ＳＡ）への切替えを指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，蓄電池の延命処置として全交流動力電源喪失

から８時間を経過した時点で制御電源及び直流照明を除く直流負荷の

切離しを実施する。 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，全交流動力電源喪失から８時間を経過した時

点でＢ－115V系蓄電池による給電からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）に

よる給電への切替え操作を実施し，廃棄物処理建物地下中１階（非管

理区域）のＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）蓄電池電圧指示値が規定電

圧であることを確認し，切替え完了を当直副長に報告する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に原子炉隔離時冷却系の再起動を指示

する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉隔離時冷却系を再起動する。 

⑪ａ当直副長は，蓄電池による給電開始から 24時間経過するまでにガス

タービン発電機によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電

が完了したことを確認した場合，運転員に交流電源によるＡ－115V系

充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を

指示する。 

⑪ｂ当直副長は，蓄電池による給電開始から 24時間経過するまでに号炉

間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブ

ル（可搬型）によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系の受電が

完了したことを確認した場合，運転員に交流電源によるＡ－115V系充
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電器盤又はＢ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を

指示する。 

 

⑫ａＡ－115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ａ－中央制御室排風機及びＡ－115V系充電器

盤が使用可能か確認する。 

⑬ａ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ａ－中央制御室排風

機及びＡ－115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ａ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ａ－中央制御室排風機

及びＡ－115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室

において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ａ－中央制御室

排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ａ中央制御室運転員Ａは，Ａ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ａ当直副長は，運転員にＡ－115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｃ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物１階（非管理区域）のＡ－115V系充電器盤の運転状態及

び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，給電

が開始したことを当直副長に報告する。 

⑲ａ当直副長は，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｄ系復旧完了後，運転員に

中央制御室監視計器の復旧開始を指示する。 

⑳ａ現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｃ系の遮断器操作又は

受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認

し，当直副長に報告する。 

㉑ａ現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｄ系の遮断器操作又は

受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認

し，当直副長に報告する。 

㉒ａ中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室監視計器が復旧

されたことを状態表示にて確認し，当直副長に報告する。 

 

⑫ｂＢ－115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の
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負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ－115V系充電器

盤が使用可能か確認する。 

⑬ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＢ－115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｂ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＢ－115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室

において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御室

排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｂ当直副長は，運転員にＢ－115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＢ－115V系充電器盤の運転

状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，

給電が開始したことを当直副長に報告する。 

Ｂ－115V系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施す

る。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ａ

～㉒ａと同様である。 

 

⑫ｃＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ１－115V系充電

器盤（ＳＡ）が使用可能か確認する。 

⑬ｃ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｃ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）が使用可能であれば，運転員にバ

ッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－

中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｃ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 
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⑰ｃ当直副長は，運転員にＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）の受電開始を

指示する。 

⑱ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＢ１－115V系充電器盤（Ｓ

Ａ）の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認す

るとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電完了後，中央制御室監視計器の復

旧を実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ａ

～㉒ａと同様である。 

 

⑫ｄＳＡ用115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＳＡ用 115V系充電

器盤が使用可能か確認する。 

⑬ｄ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＳＡ用115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｄ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＳＡ用115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー

室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御

室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｄ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｄ当直副長は，運転員にＳＡ用115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＳＡ用115V系充電器盤の運

転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを１確認するとと

もに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

ＳＡ用 115V系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施

する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ａ

～㉒ａと同様である。 

 

⑫ｅ230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ
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ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及び 230V 系充電器盤

（ＲＣＩＣ）が使用可能か確認する。 

⑬ｅ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｅ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）が使用可能であれば，運転員にバッ

テリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中

央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｅ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｅ当直副長は，運転員に230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を指

示する。 

⑱ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認すると

ともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了後，中央制御室監視計器の復旧

を実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ａ

～㉒ａと同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池

及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電は，現場運転員２名にて直流母

線（Ｂ－115V系直流盤，Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ），ＳＡ対策設備用分電

盤（２）及び230V系直流盤（ＲＣＩＣ））へ自動で給電されることを確認

する。中央制御室近傍での電圧確認であるため，速やかに対応ができる。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電操

作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）受電切替え完了及

び不要負荷切離し操作完了まで30分以内で可能である。 

・Ａ－115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。 

・Ｂ－115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。 

・Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）受電完了まで20分以内で可能である。 
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・ＳＡ用115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。 

・230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了まで20分以内で可能である。 

・中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系復旧まで40分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(5)） 
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ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

全交流動力電源喪失時に可搬型直流電源設備等の準備が完了するまでに，

直流母線電圧がＳＡ用115V系蓄電池の枯渇等により許容最低電圧値以上を

維持できない場合に，所内常設直流電源設備（３系統目）である115V系蓄電

池（３系統目）から，24時間にわたり直流母線へ給電する。 

115V系蓄電池（３系統目）によるＳＡ対策設備用分電盤（２）への給電に

ついては，負荷切離しなしで115V系蓄電池（３系統目）による給電から24時

間以上にわたり直流母線へ給電する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失時に可搬型直流電源設備等の準備が完了するまでに，直

流母線電圧がＳＡ用115V系蓄電池の枯渇等により直流母線電圧が許容最

低電圧値以上を維持できない場合。 

 

(b) 操作手順 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－28図に，タイ

ムチャートを第1.14－29図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に115V系蓄電池（３

系統目）によるＳＡ対策設備用分電盤（２）への給電を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，115V系直流盤（３系統目）のＨＰＡＣ直流コ

ントロールセンタ用遮断器の「入」操作を実施し，当直副長に報告す

る。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用115V系充電器盤の出力遮断器を「切」

操作し，当直副長に報告する。 

④中央制御室運転員Ａは，ＨＰＡＣ直流コントロールセンタの115V系直

流盤（３系統目）用遮断器の「入」操作を実施し，当直副長に報告す

る。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の

ＳＡ対策設備用分電盤（２）の運転状態及び電圧指示値が規定電圧で

あることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告

する。 

 

(c) 操作の成立性 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電操作は，中央制御室運転

員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

からＳＡ対策設備用分電盤（２）受電完了まで20分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 
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室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2.(6)) 
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ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時に，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩ

Ｃ），ＳＡ用115V系蓄電池又は115V系蓄電池（３系統目）による給電ができ

ない場合に，可搬型直流電源設備（高圧発電機車及び充電器盤（Ｂ１－115V

系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用）））

により直流電源を必要な機器に給電する。 

可搬型直流電源設備による給電（高圧発電機車によるＳＡ低圧母線，充電

器盤への給電）の優先順位は以下のとおり。 

１．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

２．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

３．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合） 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後， 24時間以内にガスタービン発電機，号炉間電

力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給

電操作が完了する見込みがない場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型直流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応

フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－30図及び第1.14－31図に，タ

イムチャートを第1.14－32図から第1.14－34図に示す。 

なお，高圧発電機車によるＳＡコントロールセンタ受電の操作手順につ

いては「1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳ

Ａロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操作手順のうち，「高

圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の

操作手順と同様であるため，当該手順にて実施する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧発電機車に

よる充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤

及び230V系充電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車による充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充

電器盤及び230V系充電器盤（常用））への給電準備を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車による充電器盤 
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（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充

電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。 

④中央制御室運転員Ａ及び緊急時対策要員は，充電器盤（Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））

の受電に先立ち，「1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電

機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操

作手順のうち，「高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコント

ロールセンタ受電」の操作手順にてＳＡコントロールセンタの受電を

実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブル接続のためＣ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｃ／Ｃ Ｄ系の負荷「中央制御室排風機」の遮断器を「切」とし，当

直副長に報告する。 

⑥緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に仮設ケーブルを敷設する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機又はＢ－中央制御室排

風機を起動するための系統構成を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に仮設ケーブルを接続するとともに，

絶縁抵抗測定によりＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系までの間の電路の健全性を確認し，

仮設ケーブル接続完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員に中央制御室排風機の電源の復旧を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブルを接続したＳＡコントロールセ

ンタの遮断器を「入」とし，中央制御室排風機の電源が復旧したこと

を当直副長に報告する。 

⑫当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室排風機の起動操作を指示

する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が

換気されたことを確認し，起動操作が完了したことを当直副長に報告

する。 

⑭当直副長は，現場運転員にＳＡコントロールセンタから充電器盤への

給電開始を指示する。 

なお，充電器盤（ＳＡ用115V系充電器盤）受電前に，「1.14.2.2 (1)

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電」を実施していた

場合は，充電器盤（ＳＡ用115V系充電器盤）による給電への切替えを

運転員に指示する。 

⑮中央制御室運転員Ａ，現場運転員Ｂ及びＣは，充電器盤（ＳＡ用115V

系充電器盤）受電前に，「1.14.2.2 (1)ｂ．所内常設直流電源設備（３
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系統目）による給電」を実施していた場合は，充電器盤（ＳＡ用115V

系充電器盤）による給電への切替えを実施する。 

⑯現場運転員Ｂ及びＣは，充電器切替盤にて「Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ 

Ｄ系」から「ＳＡコントロールセンタ」へ受電切替え操作を行い，充

電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V

系充電器盤（常用））の運転状態及び充電器盤充電器電圧指示値が規定

電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長

に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は

以下のとおり。 

優先１の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）による給電完了まで５時間10分以内で可能である。 

優先２の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）による給電完了まで５時間10分以内で可能である。 

優先３の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）による給電完了まで５時間50分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(7)） 
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ｄ．直流給電車による直流盤への給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備及

び所内常設直流電源設備（３系統目）が機能喪失した場合で，かつ可搬型直

流電源設備による直流電源の給電ができない場合に，直流給電車をＢ－115V

系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）及び230V

系直流盤（常用）に接続し，直流電源を給電する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後，24時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力

融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電

操作が完了する見込みがない場合において，可搬型直流電源設備による給

電ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

直流給電車による直流盤への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対

応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－35図に，タイムチャートを

第1.14－36図及び第1.14－37図に示す。 

〔優先１．廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続に

よる直流盤への給電〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流給電車

によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準

備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直流給電

車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電

準備開始を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（廃棄物処理建物南

側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V系直流盤及

び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備開始を指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V系直流盤及び 230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備のためＢ－115V 系充電器盤及び

230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の出力遮断器を「切」とし，当直副長に

Ｂ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電前準備完

了を報告する。 

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系

直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備として直流電路の回路構成，高圧発

電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時対策本部に給電準備

完了を報告する。 
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⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤及び 230V系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備が完了したこと

を緊急時対策本部へ報告するとともに，給電開始を依頼する。 

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び直流給

電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給

電開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤及び 230V系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電操作を実施し，給電

が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び

230V系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電が開始したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（Ｒ

ＣＩＣ）の電圧確認を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤及び 230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示値

が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始されたことを当直副

長に報告する。 

 

〔優先２．原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による

直流盤への給電〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流給電車

によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給

電準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直流給電

車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への

給電準備開始を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（原子炉建物南側の

直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）

及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備開始を指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）

及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備のためＢ１－115V 系充電器

盤（ＳＡ）及び 230V系充電器盤（常用）の出力遮断器を「切」とし，

当直副長にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）へ

の給電前準備完了を報告する。 

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V系直流盤（ＳＡ）及び

230V系直流盤（常用）への給電準備として直流電路の回路構成，高圧

発電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時対策本部に給電準

備完了を報告する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車によるＢ－115V
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系直流盤（ＳＡ）及び 230V系直流盤（常用）への給電準備が完了した

ことを緊急時対策本部へ報告するとともに，給電開始を依頼する。 

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び直流給

電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）へ

の給電開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤（ＳＡ）及び 230V系直流盤（常用）への給電操作を実施し，

給電が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）及び 230V系直流盤（常用）への給電が開始したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直

流盤（常用）の電圧確認を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V系直流盤（ＳＡ）及

び 230V 系直流盤（常用）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示

値が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始されたことを当直

副長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

優先１の廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続に

よる直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によるＢ－115V系

直流盤及び230V系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電完了まで４時間15分以内で

可能である。 

優先２の原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による

直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によるＢ－115V系直流

盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）への給電完了まで４時間15分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(8)） 
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 (2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時に，Ｍ／Ｃ Ｄ系への給電のため，ＳＡ用115V系蓄電池に

よるＢ－115V系直流盤への給電を実施し，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器の制御

電源を確保する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失時，ＳＡ用115V系蓄電池の電圧が規定電圧である場合で，

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又

は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＭ／Ｃ Ｄ系への給電が可能

となった場合。 

 

(b) 操作手順 

ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－38図に，

タイムチャートを第1.14－39図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員にＳＡ用 115V

系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電準備開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤の負荷抑制として，Ｂ－

115V 系直流盤にてＭ／Ｃ Ｄ系遮断器制御電源以外の負荷の遮断器

を「切」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系蓄電池からＢ－115V 系蓄電池

及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）へ放電させないために，Ｂ－115V

系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系充電器盤のＢ－115V 系直流盤

（ＳＡ）の遮断器並びにＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）のＳＡ用 115V 系

充電器盤受電遮断器及びＢ－115V 系直流盤の遮断器を「入」操作し，

当直副長にＢ－115V系直流盤受電準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，現場運転員にＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直

流盤の受電開始を指示する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤にてＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）の遮断器を「入」とし，Ｂ－115V系直流盤受電を実施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物１階（非管理区域）のＳＡ用

115V系充電器盤蓄電池電圧指示値が規定電圧であることを確認し，受

電完了を当直副長に報告する。 

⑧当直副長は，運転員にＭ／Ｃ Ｄ系の受電操作開始を指示する。 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してからＢ－115V系直流盤受電完了まで30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(9)） 
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ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機及び非常用直流電源喪失後，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給

電が可能な場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電後，Ａ－115V系充電器盤からＡ－115V

系直流盤へ給電し，遮断器の制御電源を確保する。 

なお，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電時に，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器の制御電源が

喪失している場合には，手動にて遮断器を投入後，受電操作を実施する。 

また，給電手段，電路構成及びＭ／Ｃ Ｃ系受電前準備については

「1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ

系受電」，「1.14.2.1(1)ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車による

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」及び「1.14.2.1(1)ｄ．号炉間電力融

通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」と同

様である。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電の優先順位は以下のとお

り。 

１．ガスタービン発電機 

２．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

 (a) 手順着手の判断基準 

Ａ－115V系直流盤の電圧が喪失した場合で，ガスタービン発電機，号炉

間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）のいずれかの手段によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電のための電路構

成，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電前準備及び起動操作が完了している場合。 

 

(b) 操作手順 

非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－40図から第

1.14－42図に，タイムチャートを第1.14－43図から第1.14－46図に示す。 

なお，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発

電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）のいずれかの手段によるＭ
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／Ｃ Ｃ系への給電のための電路構成，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電前準備及び起動

操作については「1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ

系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｂ．号炉間電力融通ケーブル

（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」又は

「1.14.2.1(1)ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」の操作手順にて実施し，その後，本手順を実

施する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V系直流

盤受電準備開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を手動操作にて

「入」とし，当直長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。号炉

間電力融通ケーブル（常設）を使用した給電の場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系の

母線連絡遮断器及びＭ／Ｃ Ａ系の受電遮断器を手動操作にて「入」

とし，当直副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

 

〔優先１．ガスタービン発電機によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ａ当直副長は，ガスタービン発電機による給電が可能な場合は，運転

員にＭ／Ｃ Ｃ系への給電開始を指示する。 

④ａ中央制御室運転員Ａは，ガスタービン発電機からＭ／Ｃ Ｃ系へ給

電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」とし，ガスタービン発

電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（常設）によるＡ－115V系直流盤受

電の場合〕 

③ｂ当直副長は，号炉間電力融通ケーブル（常設）による電力融通が可

能な場合は，運転員にＭ／Ｃ Ｃ系への電力融通開始を指示する。 

④ｂ中央制御室運転員Ａは，他号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線

の母線連絡及び予備変受電の遮断器を「入」とし，号炉間電力融通ケ

ーブル（常設）による電力融通を開始する。 

⑤ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及
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び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原子炉建

物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電が可能な

場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を依頼する。 

④ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑤ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車

接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給

電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｃ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｃ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｃ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原子炉建

物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電が可能な

場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を依頼する。 

④ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑤ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車

接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給

電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｄ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｄ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 
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⑧ｄ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＡ－115V系直流盤受電の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある

場合）〕 

③ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（ガスター

ビン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤へ

の接続）による給電が可能な場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系

の受電開始を依頼する。 

④ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を指示する。 

⑤ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急

用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）による給電を

実施し，高圧発電機車から給電が開始されたことを緊急時対策本部に

報告する。 

⑥ｅ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｅ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｅ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＡ－115V系直流盤

受電の場合〕 

③ｆ当直副長は，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による電力融通が

可能な場合は，運転員に当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系への電力融通開始を

指示する。 

④ｆ現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を「入」
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とし，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による電力融通を開始する。 

⑤ｆ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑥ｆ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により当該号炉のＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／ＣのＣ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告

するとともに，Ａ－115V系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

上記優先１の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機による 

Ａ－115V系直流盤受電完了まで１時間25分以内で可能である。 

上記優先２の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから号炉間電力融通ケーブル（常

設）によるＡ－115V系直流盤受電完了まで１時間45分以内で可能である。 

上記優先３，優先４及び優先５の操作は，中央制御室運転員１名，現場

運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続），高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ

収納箱に接続）又は高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）によるＡ－115V系直流

盤受電完了まで１時間30分以内で可能である。 

上記優先６の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから号炉間

電力融通ケーブル（可搬型）によるＡ－115V系直流盤受電完了まで１時間

50分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(10)） 
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(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受

電 

当該号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備の機能喪失により非常

用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保できない場

合において，他号炉のＣ／Ｃから号炉間連絡ケーブルを使用して当該号炉の

Ａ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤を受電し，非常用ディーゼル発電機

の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する。 

また，他号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備が機能喪失し，当該

号炉の電源が確保されている場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉

へ給電することが可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

直流電源の喪失により非常用ディーゼル発電機が起動できず，外部電源，

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車及

び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電が不可能な状況において，

他号炉のＬ／Ｃ Ｃ系又はＬ／Ｃ Ｄ系の電圧が正常で他号炉のＣ／Ｃ 

Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系からの給電が可能である場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流

盤受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，

概要図を第1.14－47図に，タイムチャートを第1.14－48図に示す。 

（本手順は，当該号炉で外部電源喪失並びに非常用直流電源設備が機能

喪失した状況において，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系から号炉

間連絡ケーブルを使用して当該号炉のＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系

直流盤を受電する操作手順を示す。） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に他号炉の 

Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系を経由した当該号炉のＡ－115V系直流

盤又はＢ－115V系直流盤の受電準備を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，バッテリー室換気のための空調機電源が確保

できないため，Ａ－115V 系蓄電池又はＢ－115V 系蓄電池の遮断器を

「切」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，当該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系及びＡ－115V系直流

盤の受電前準備，又はＣ／Ｃ Ｄ系及びＢ－115V系直流盤の受電前準

備としてＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制のためにあらかじ

め定められた負荷の遮断器を「切」とし，当直副長に受電準備完了を

報告する。 

④当直副長は，現場運転員に他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に

よる当該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系への給電開始を指示す

63



1.14－62 

る。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系の母

線連絡ラインの遮断器を「入」とし，当該号炉への給電を開始したこ

とを当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系による当該号炉

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系への給電完了後，現場運転員に交流

電源によるＡ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤の受電開始

を指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系充電器盤又はＢ－115V系充電器盤

へ給電するための遮断器を「入」とし，廃棄物処理建物１階（非管理

区域）のＡ－115V系充電器盤充電器電圧指示値及びＡ－115V系直流盤

電圧指示値又は廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の 

Ｂ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及びＢ－115V 系直流盤電圧指

示値が規定電圧であることにより確認するとともに，当直副長に報告

する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから他号炉のＣ／Ｃによる当該号炉Ａ－115V系直流盤又はＢ－

115V系直流盤受電完了まで55分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(11)） 
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1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコ

ントロールセンタ受電 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系が機能喪失し

た場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合

に，ガスタービン発電機又は高圧発電機車から代替所内電気設備へ給電する

ことで，発電用原子炉の冷却,原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要とな

る設備の電源を復旧する。 

なお，負荷への給電にあたっては，ＳＡ電源切替盤及び非常用コントロー

ルセンタ切替盤の双方が健全であれば，ＳＡ電源切替盤での給電を優先して

使用する。 

代替交流電源設備によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ

（以下「ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ」という。）への給電の優先順位は

以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給については，自動給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系が機能喪失

した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な

場合で，ガスタービン発電機又は高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ

－Ｃ／Ｃへ給電が可能な場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動につ

いては，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要員が

確保されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 

 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－

Ｃ／Ｃ受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図

に，概要図を第1.14－49図に，タイムチャートを第1.14－50図から第1.14

－53図に示す。 
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〔優先１．ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコント

ロールセンタ受電の場合〕 

Ⅰ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

①ａ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にガ

スタービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開

始を指示する。 

②ａ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を起動し，緊急

用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認により実施し，ガスタ

ービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電が開始

されたことを当直副長に報告する。 

③ａ当直副長は，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，現場運転員に

ＳＡ電源切替盤による負荷への給電開始を指示する。 

当直副長は，非常用コントロールセンタ切替盤による給電の場合には，

運転員に非常用コントロールセンタ切替盤による給電開始を指示する。 

④ａ現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，Ｓ

Ａ電源切替盤にて各電動弁電源を「ＳＡ側」へ切替えを行い，切替え

作業完了を当直副長へ報告し，非常用コントロールセンタ切替盤によ

る給電の場合には，不要な負荷の切離しを行い，切離し作業完了を当

直副長へ報告する。 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切替盤による給電

の場合には，ＣＳで非常用コントロールセンタ切替盤の切替え及び不

要な負荷のＣＳを「停止引ロック」又は「停止」を行い，切替え作業

完了を当直副長へ報告する。 

⑤ａ中央制御室運転員Ａは，電動弁の電源が復旧したことを状態表示ラ

ンプにて確認する。 

 

Ⅱ．ガスタービン発電機の現場からの起動 

①ｂ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊

急時対策本部にガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタクラ及び

ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を依頼する。 

②ｂ緊急時対策本部は，緊急時対策要員にガスタービン発電機の現場起

動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を指示する。 

③ｂ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮

断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を現場起動し，緊急

用メタクラの受電を電圧確認により，ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を状態表示

確認により実施し，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタクラ

及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を緊急時対策本部に報告する。 

④ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタク
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ラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を当直長に報告する。 

⑤ｂ当直副長は，中央制御室運転員にＳＡ－Ｌ／Ｃの受電確認を指示す

る。 

⑥ｂ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ガスター

ビン発電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ～⑤ａと同

様である。 

 

〔優先２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の

場合〕 

①ｃ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。 

②ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）に

よるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。 

③ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び

ＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。 

④ｃ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラの非常用高圧母線用

遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置し，

高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ

収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｃ緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用メタク

ラへの切替え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車

からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認

し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電開始を指示す

る。 
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⑨ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｃ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物西側の

高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｃ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ～⑤ａと同

様である。 

 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の

場合〕 

①ｄ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。 

②ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）に

よるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。 

③ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び

ＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。 

④ｄ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラの非常用高圧母線用

遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置し，

高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ

収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｄ緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用メタク

ラへの切替え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車
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からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認

し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電開始を指示す

る。 

⑨ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｄ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物南側の

高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｄ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ～⑤ａと同

様である。 

 

〔優先４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳ

Ａコントロールセンタ受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響がある場合）〕 

①ｅ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メ

タクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電準備開始を指示する。 

②ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタク

ラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの

給電を依頼する。 

③ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示す

る。 

④ｅ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認し，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃの受電準備完了を報告する。 
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⑤ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊急

用メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車

から緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電機車のケーブル

を敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｅ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作する

とともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変

圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急

時対策本部に報告する。 

⑧ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）による給電開始を指示する。 

⑨ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｅ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（ガスタービン発電

機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｅ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ～⑤ａと同

様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先１の中央制御室操作でのガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してからガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ

－Ｃ／Ｃ受電完了まで10分以内で可能である。 

現場操作でのガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員２名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ

及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで55分以内で可能である。 

優先２の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱
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に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転

員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間35分以内で可

能である。 

優先３の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱

に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転

員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間35分以内で可

能である。 

優先４の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊

急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（ガスタービン発電機建物

（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間40分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(12)） 
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1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が発

生した場合，並びに外部電源及び非常用ディーゼル発電機による給電が見込

めない場合に，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷

却及び除熱に必要となるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電を実施す

る。なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作完了後，Ａ－115V系充電器盤， 

Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器

盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給

する。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電の優先

順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

３．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

４．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

６．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合） 

７．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

なお，優先２の手順については「ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先３の手順について

は「ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電」にて，優先４，優先５及び優先６の手順については「ｄ．高

圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先７の手順

については「ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて整備する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失，非常用ディーゼル発電機の故障によりＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｄ系へ給電ができない場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動につい

ては，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要員が確
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保されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 

 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，

概要図を第1.14－8図に，タイムチャートを第1.14－9図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先１．

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕の

操作手順と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室操作のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで10分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで40分以内で可能

である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。 

現場操作のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系

受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下

のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで50分以内で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで１時間５分以内

で可能である。 

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電の場

合〕の操作の成立性と同様である。 

（添付資料1.14.2(1)） 

 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，非常用所内電気

設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の母線電圧が喪失している状態

で，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系及びＭ／

Ｃ Ａ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又は高圧炉心
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スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及び 

Ｍ／Ｃ Ｂ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｄ系へ給電す

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，Ｍ／Ｃ Ｃ系

及びＤ系の母線電圧が喪失している状態で，非常用ディーゼル発電機によ

る受電ができない場合において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系並びにＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｂ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系の使用が可能であって，さらに高圧炉心スプレイ系ポン

プの停止が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系への受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6

図及び第1.14－7図に，概要図を第1.14－54図及び第1.14－55図に，タイ

ムチャートを第1.14－56図に示す。 

〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｃ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ系を経由したＭ／Ｃ Ｃ系の

受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として，受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ

系及びＣ系の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あ

らかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系の受電遮断器のインター

ロック解除処置を実施し，受電準備が完了したことを当直副長に報告

する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系及びＣ系の受電遮断器の

「入」操作及び受電したＭ／Ｃの電圧確認を行い，給電が開始したこ

とを当直副長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 
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〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ系及びＭ／Ｃ Ｂ系を経由し

たＭ／Ｃ Ｄ系の受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として，受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ

系，Ｂ系及びＤ系の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あ

らかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及び 

Ｍ／Ｃ Ｂ系の受電遮断器のインターロック解除処置を実施し，受電

準備が完了したことを当直副長に報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員Ａに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への給電開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ａ系，Ｂ系及びＤ系の

受電遮断器の「入」操作及び受電したＭ／Ｃの電圧確認を行い，給電

が開始したことを当直副長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先２の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間20分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(13)） 

 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない場合において，

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／
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Ｃ Ｄ系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成

し，他号炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，

原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保されてい

る場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能であ

る。 

なお，他号炉の常用高圧母線と当該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷

設する号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用できない場合は，屋内に配備

する号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して電力融通を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない状況にお

いて，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機

Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及

び第1.14－7図に，概要図を第1.14－10図に，タイムチャートを第1.14－

11図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先２．

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電の場合〕の操作手順と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先３の号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間35分以内

と想定する。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

２．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。 

（添付資料1.14.2(2)） 

 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電が見込めない場合，高圧発電機車を高圧発電

機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続してＭ／Ｃ 
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Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電し，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子

炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を確保する。Ｍ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電

器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電

器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）による給

電ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要

図を第1.14－12図に，タイムチャートを第1.14－13図から第1.14－15図に

示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先３．

高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕，〔優先４．高圧発電機

車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による 

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕及び〔優先５．高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）〕の操作

手順と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先４の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先５の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電
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完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先６の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間40

分以内で可能である。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕，〔優先４．高圧発

電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕及び〔優先５．高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）〕の操作

の成立性と同様である。 

（添付資料 1.14.2(3)） 

 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）及び

高圧発電機車による給電ができない場合において，号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から当該号炉

のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電する

ことにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却

及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）

及び高圧発電機車による給電ができない状況において，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機Ｂ系が健全で電力融通

が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及
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び第1.14－7図に，概要図を第1.14－16図に，タイムチャートを第1.14－

17図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先６．

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合〕の操作手順と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先７の号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び

緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの

所要時間は４時間25分以内と想定する。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。 

（添付資料 1.14.2(4)） 
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1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク等からタンクローリへの補給 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ

車，可搬式窒素供給装置に給油する。 

上記設備に給油するため，ガスタービン発電機用軽油タンク若しくは非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク（以下「非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等」という。）

とタンクローリをホースで接続し，タンクローリへ軽油の補給を行う。 

燃料補給設備によるタンクローリへの補給の優先順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機用軽油タンク 

２．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポン

プ車，可搬式窒素供給装置を使用する場合。 

 

ｂ．操作手順 

〔優先１．ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ補給する

場合〕 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給手順の概要

は以下のとおり。概要図を第 1.14－57図に，タイムチャートを第 1.14－58

図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にガ

スタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ軽油の補給開始を

指示する。 

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，車両保

管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。 

③緊急時対策要員は，ガスタービン発電機用軽油タンクへ移動し，ガスタ

ービン発電機用軽油タンクドレン弁の閉止フランジを取り外し，燃料抜

取り用バルブ付アタッチメントを取り付ける。 

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，タンクローリに接続したホースをガスタービン発電

機用軽油タンクドレン弁に取り付けた燃料抜取り用バルブ付アタッチ

メントへ接続し，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を「開」操

作する。 

⑥緊急時対策要員は，燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの弁を「開」

操作する。 

⑦緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付ポンプ

を作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，ガスタービ
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ン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を開始する。 

⑧緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッチから

目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポンプを停止し，

タンクローリの各バルブ及び燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの

弁を「閉」操作し，タンクローリからホースを取り外した後（継続的に

ホースを使用する場合は，当該ホースをガスタービン発電機用軽油タン

ク側に接続したままとする），ガスタービン発電機用軽油タンクからタ

ンクローリへの補給が完了したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の操作手

順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，上記操作手順

④から⑧（⑤は軽油タンク側にホースを接続済みのため実施不要）を繰

り返す。 

 

〔優先２．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへ

補給する場合〕 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの補給手

順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.14－59 図に，タイムチャートを第

1.14－60図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員に非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへ軽油の補

給開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，車両保

管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。 

③緊急時対策要員は，補給先に指定された非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク等へ移動し，閉止フランジを取り外し，ホースを挿入する。 

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付ポンプ

を作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの補給を開始する。 

⑥緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッチから

目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポンプを停止し，

タンクローリの各バルブを「閉」操作し，タンクローリからホースを取

り外した後（継続的にホースを使用する場合は，当該ホースを非常用デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンク等に挿入したままとする），非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの補給が完了した

ことを緊急時対策本部に報告する。 

⑦緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の操作手

順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，上記操作手順

④から⑥を繰り返す。 
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ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからタンクローリへの補給完了までガスタ

ービン発電機用軽油タンクは１時間50分以内，非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク等は２時間30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

（添付資料1.14.2(14)） 

 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ

車，可搬式窒素供給装置に対して，タンクローリを用いて給油する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポン

プ車，可搬式窒素供給装置を運転した場合において，各機器の燃料が規定油

量以上あることを確認した上で運転開始後，燃料保有量及び燃料消費率から

あらかじめ算出した給油時間※２となった場合。 

※２：給油間隔は以下のとおりであり，各設備の燃料が枯渇するまでに給

油することを考慮して作業に着手する。 

ただし，以下の設備は代表例であり各設備の燃料保有量及び燃料消

費率から燃料が枯渇する前に給油することとし，同一箇所での作業

が重複する際は適宜，給油間隔を考慮して作業を実施する。 

〔ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合〕 

・大量送水車     ：運転開始後約１時間35分 

・高圧発電機車    ：運転開始後約１時間30分 

・大型送水ポンプ車  ：運転開始後約１時間30分 

・可搬式窒素供給装置 ：運転開始後約１時間30分 

 

〔非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した場合〕 

・大量送水車     ：運転開始後約１時間40分 

・高圧発電機車    ：運転開始後約１時間35分 

・大型送水ポンプ車  ：運転開始後約１時間35分 

・可搬式窒素供給装置 ：運転開始後約１時間40分 

 

ｂ．操作手順 

タンクローリから各機器等への給油手順の概要は以下のとおり。概要図を

第1.14－61図に，タイムチャートを第1.14－62図及び第1.14－63図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にタ

ンクローリによる給油対象設備への給油を指示する。 

82



1.14－81 

②緊急時対策要員は，給油対象設備の近傍まで移動し，タンクローリの給

油前準備を行い，必要な距離分の給油ホースを引き出す。 

③緊急時対策要員は，タンクローリの車両付ポンプを作動させる。 

④緊急時対策要員は，給油対象設備の燃料タンクの蓋を「開」とし，給油

ノズルレバーを握り，タンクローリによる給油対象設備への給油を開始

する。 

⑤緊急時対策要員は，給油対象設備の給油状態を目視で確認し，必要量の

給油完了を確認後，給油ノズルレバーを開放し，タンクローリによる給

油対象設備への給油を完了する。 

⑥緊急時対策要員は，定格負荷運転時の給油間隔を目安に，上記操作手順

②から⑤を繰り返す。また，タンクローリの軽油の残量に応じて，「(1)

ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク等からタンクローリへの補給」の操作手順にてタンクローリへ

軽油を補給する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・タンクローリによる給油対象設備への給油は30分以内（１台当たり）で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

なお，各設備の燃料が枯渇しないよう以下の時間までに給油を実施する。 

・大量送水車の燃料消費率は，定格容量にて約0.068m3/hであり，起動から

燃料枯渇までの時間は約３時間 

・高圧発電機車の燃料消費率は，定格容量にて約0.115m3/hであり，起動か

ら燃料枯渇までの時間は約２時間 

・大型送水ポンプ車の燃料消費率は，定格容量にて約0.31m3/hであり，起

動から燃料枯渇までの時間は約３時間 

・可搬式窒素供給装置の燃料消費率は，定格容量にて約0.047m3/hであり，

起動から燃料枯渇までの時間は約８時間 

また，多くの給油対象設備が必要となる事象（雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合）を想

定した場合，事象発生後７日間，それらの設備（ガスタービン発電機，大量

送水車及び大型送水ポンプ車等）の運転を継続するために必要な燃料（軽油）

の燃料消費量は約425m3である。ガスタービン発電機用軽油タンクにおいて

は，500m3以上となるよう管理する。 

（添付資料 1.14.2(15）） 
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1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全

な場合は，自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）による作動，又は中央制御

室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を起動し，非常用高圧母線に給電する。 

非常用ディーゼル発電機の運転により消費された燃料は，非常用ディーゼル

発電機燃料デイタンクの油面が規定値以下まで低下すると非常用ディーゼル

発電機燃料移送ポンプが自動起動し，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

から非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクへの補給が開始される。その後燃

料補給の完了に伴い，非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプが自動停止する。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転により消費された燃料は，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクの油面が規定値以下まで低

下すると高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプが自動起動し，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクから高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料デイタンクへの補給が開始される。その後燃料補給の

完了に伴い，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプが自動停止

する。 

ａ．手順着手の判断基準 

外部電源が喪失した場合又は非常用高圧母線の電圧がないことを確認し

た場合。 

 

ｂ．操作手順 

非常用交流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.14－64図に，タイムチャートを第1.14－65図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常用

交流電源設備による給電開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機が自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）により自

動起動し，受電遮断器が投入されたことを確認する。あるいは，中央制

御室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を起動し，受電遮断器を投入する。 

③中央制御室運転員Ａは，非常用高圧母線へ給電が開始されたことをＭ／

Ｃ電圧指示値の上昇及び非常用ディーゼル又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル電力指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。 

 

ｃ．操作の成立性 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の自

動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断
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してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機が自動起動し，受電遮断器が投入される（Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｄ系又はＨＰＣ

Ｓ系が受電する）ことの確認完了まで１分以内で可能である。 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の手

動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を手動起動し，受電遮断器が投入（Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｄ系又はＨＰＣＳ系が

受電する）完了まで３分以内で可能である。 

中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに

対応できる。 

 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，Ａ－115V 系

蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池による直流母線への給電に自動で切り替わる

ことを確認する。蓄電池による給電が開始されたことを確認後，Ａ－115V 系

蓄電池については，蓄電池の延命のため，Ａ－115V 系直流盤の不要な負荷の

切離しを実施する。また，Ｂ－115V 系蓄電池については，外部電源及び非常

用ディーゼル発電機の機能喪失後８時間が経過する時点で，Ｂ－115V 系直流

盤の不要な負荷の切離しを実施し，Ｂ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－

115V系蓄電池（ＳＡ）による給電に切替えを実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V系充電器，Ｂ－115V系充電器，高圧

炉心スプレイ系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣ

ＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計装用充電器

の交流入力電源の喪失が発生した場合。 

 

ｂ．操作手順 

Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用

蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による給電手順の概要は以下の

とおり。概要図を第1.14－66図に，タイムチャートを第1.14－67図に示す。

なお，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び230V系蓄電池（Ｒ

ＣＩＣ）による給電手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流

電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」にて整理する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V系蓄電池，

高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原

子炉中性子計装用蓄電池からの給電が開始されたことの確認を指示す
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る。 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－115V 系充電器，高圧炉心スプレイ系充電器，

Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計装用充電器に

よる給電が停止したことをＭ／Ｃ Ｃ系電圧，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系電圧

及びＭ／Ｃ Ｄ系電圧にて確認し，当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，

Ａ－原子炉中性子計装用充蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池

による給電が開始され，Ａ－115V 系直流盤，高圧炉心スプレイ系直流盤，

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－原子炉中性子計装用充電器

盤電圧指示値が規定値であることを確認し，当直副長に報告する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池の延命処置として制御電源及

び直流照明を除く直流負荷の切離しを実施する。 

 

ｃ．操作の成立性 

Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用

蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池からの給電は，現場運転員２名に

て直流母線（Ａ－115V系直流盤，高圧炉心スプレイ系直流盤，Ａ－原子炉中

性子計装用分電盤及びＢ－原子炉中性子計装用分電盤）へ自動で給電される

ことを確認する。 

Ａ－115V系直流盤，Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－原子炉中性

子計装用充電器盤は，中央制御室近傍での電圧確認であるため，速やかに対

応ができる。 

高圧炉心スプレイ系直流盤は，現場にて速やかに対応する。 

不要な負荷の切離し操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから不要な負荷の切離し完了まで30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(16)） 

 

1.14.2.7 その他の手順項目について考慮する手順 

常設代替交流電源設備による原子炉補機代替冷却系への給電手順については，

「1.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

また，操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 
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1.14.2.8 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチ

ャートを第1.14－68図に示す。 

 

(1) 代替電源（交流）による対応手順 

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために必要な電力を確保するための給電手段として，ガスタービン

発電機による給電，高圧発電機車による給電並びに号炉間電力融通ケーブルを

使用した他号炉の非常用ディーゼル発電機からの電力融通による給電がある。 

短期的には，低圧代替注水で用いる低圧原子炉代替注水系（常設）への給電，

中長期的には，発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用いる残留熱除去系

への給電が主な目的となることから，これらの必要な負荷を運転するための十

分な容量があり，かつ短時間で給電が可能であるガスタービン発電機による給

電を優先する。 

ガスタービン発電機（優先１）から給電できず他号炉の非常用ディーゼル発

電機からの給電が可能な場合は，号炉間電力融通ケーブル（常設）（優先２）

を使用した電力融通を行う。なお，号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用し

た電力融通を行う場合は，電源を供給する号炉の非常用ディーゼル発電機の運

転状況及び電源を受電する号炉の受電体制を確認した上で実施する。 

ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）による給電ができ

ない場合は，高圧発電機車を原子炉建物近傍又はガスタービン発電機建物（緊

急用メタクラ）へ移動させ，複数ある接続口から給電ルートを選択して非常用

所内電気設備又は代替所内電気設備へ給電する。高圧発電機車から非常用所内

電気設備へ給電する場合は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接

続プラグ収納箱に接続）（優先３），高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）（優先４），高圧発電機車（ガスタービン発電機

建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）（優先５）の

順で高圧発電機車の給電ルートを選択する。また，高圧発電機車から代替所内

電気設備へ給電する場合も同様な順で高圧発電機車の給電ルートを選択する。 

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）及び高圧発電機車か

ら給電できず他号炉の非常用ディーゼル発電機からの給電が可能な場合は，号

炉間電力融通ケーブル（可搬型）（優先６）を使用した電力融通を行う。なお，

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用した電力融通を行う場合は，電源を

供給する号炉の非常用ディーゼル発電機の運転状況及び電源を受電する号炉

の受電体制を確認した上で実施する。 

上記の優先１から優先３までの手順を連続して実施した場合，充電器盤の受

電完了まで７時間 20 分以内（あらかじめ他号炉の非常用ディーゼル発電機か
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らの電力融通ができないと判断した場合は５時間 45 分以内）で実施可能であ

り，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電されてい

る 24 時間以内に十分な余裕を持って給電を開始する。 

 

(2) 代替電源（直流）による対応手順 

全交流動力電源喪失時，直流母線への給電ができない場合の対応手段として，

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備

（３系統目），可搬型直流電源設備及び直流給電車がある。 

原子炉圧力容器への注水で用いる原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉代替

注水系，発電用原子炉の減圧で用いる自動減圧系，原子炉格納容器内の減圧及

び除熱で用いる格納容器フィルタベント系への給電が主な目的となる。短時間

で給電が可能であり，長期間にわたる運転を期待できる手段から優先して準備

する。 

全交流動力電源の喪失によりＢ－115V 系充電器を経由したＢ－115V 系直流

盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの

間，Ｂ－115V系蓄電池にて８時間 30分，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）を組み

合わせて使用することで合計 24 時間にわたり原子炉隔離時冷却系の運転及び

自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を行う。 

なお，蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれがあると判断した場

合は，経過時間によらず，蓄電池の切替えを実施する。 

全交流動力電源喪失後，可搬型直流電源設備等の準備が完了するまでに，直

流母線電圧が常設代替直流電源設備の枯渇等により許容最低電圧値以上を維

持できない場合は，所内常設直流電源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池

（３系統目）から，直流母線へ給電する。 

全交流動力電源喪失後，24 時間以内に代替交流電源設備による給電操作が

完了する見込みがない場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車を用いて直

流母線へ給電するが，短時間で給電が可能な可搬型直流電源設備を優先して準

備する。 

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合は，充電器盤を受電して直

流電源の機能を回復させる。 

全交流動力電源の喪失によりＡ－115V 系充電器を経由したＡ－115V 系直流

盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの

間，Ａ－115V 系蓄電池により自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を

行う。Ａ－115V 系蓄電池が枯渇した場合は，遮断器の制御電源が喪失してい

るため，遮断器を手動で投入してから代替交流電源設備により交流電源を復旧

し，Ａ－115V系充電器を受電して直流電源の機能を回復させる。
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第 1.14－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及

びＤ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系電路 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系蓄電池※２ 

高圧炉心スプレイ系充電器 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線

電路 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

Ａ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ａ－115V 系充電器 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（２／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ

系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ

系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ

／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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1.14－89 

対応手段，対処設備，手順書一覧（３／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備 

に
よ
る
給
電 

Ｂ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

によるＢ－115V 系直流盤受

電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

常
設
代
替
直
流
電
源 

設
備
に
よ
る
給
電 

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

ＳＡ用 115V 系充電器 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池による

Ｂ－115V 系直流盤受電」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備

（
３
系
統
目
）
に
よ
る
給
電 

115V 系蓄電池（３系統目） 

115V 系蓄電池（３系統目）～直流母線電路 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「１１５Ｖ系蓄電池（３系統

目）による１１５Ｖ直流電源確

保」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

230V 系充電器（常用） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電

源確保時の可搬ケーブルを使

用した中央制御室排風機電源

確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

直流給電車 115V 

直流給電車 230V 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

直流母線電路 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南

側）～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受

電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流

盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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1.14－90 

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

号炉間連絡ケーブル 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用所内電気設備 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

ＳＡ電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ受電」 

「主要弁の電源切替」 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

非常用コントロールセンタ切替盤 

自
主
対
策
設
備 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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1.14－91 

対応手段，対処設備，手順書一覧（５／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機 

に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによる 

Ｃ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高

圧母線Ｃ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧

母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

自
主
対
策
設
備 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ

系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ

系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通による Ｃ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

燃
料
の
補
給 

― 

燃
料
補
給
設
備 

に
よ
る
給
油 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタ

ンクローリへの燃料積載」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 1.14－2表 重大事故等対処に係わる監視計器 

 

監視計器一覧（１／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 
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監視計器一覧（２／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 
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監視計器一覧（３／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－

115V 系直流盤受電」 

 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

蓄電池放電継続時間 Ｂ－115V 系蓄電池の放電時間が８時間以上となるおそれ 

操
作 

電源 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

原子炉圧力容器内の 

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ｂ－115V 系充電器電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 
Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 － － 
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監視計器一覧（４／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「115V 系蓄電池（３系統目）による 115V

直流電源確保」 

判
断
基
準 

電源 ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

操
作 電源 ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「高圧発電機車による直流電源確保時の可

搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電

源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電源確保時の可

搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電

源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｄ．直流給電車による直流盤への給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

直流給電車運転監視 直流給電車電圧 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 
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1.14－96 

監視計器一覧（５／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系

直流盤受電」 

判
断
基
準 

電源 ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

操
作 

電源 
ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

操
作 電源 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

操
作 電源 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 
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1.14－97 

監視計器一覧（６／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 
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1.14－98 

監視計器一覧（７／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

運転監視 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 
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1.14－99 

監視計器一覧（８／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等タンクからタンクローリへの補給 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作 補機監視機能 

ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作 補機監視機能 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

原子力災害対策手順書 

「タンクローリから各機器等への給油」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 

操
作 補機監視機能 

タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 
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1.14－100 

監視計器一覧（９／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機運転

監視 

Ａ－ディーゼル発電機電圧 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

Ａ－ディーゼル発電機電力 

Ｂ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

Ａ－ディーゼル発電機周波数 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

補機監視機能 

ディーゼル燃料デイタンクレベル 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

Ａ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ｂ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 電源 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 
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凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８

外部電源喪失

外部電源喪失

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

全交流動力電源喪失

非常用母線Ｃ系
電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ａ系故障

非常用母線Ｄ系
電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

非常用母線
ＨＰＣＳ系電源喪失

非常用Ｃ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

ＨＰＣＳ系非常用
ＤＥＧ故障

全直流電源喪失
(115V直流電源喪失)

Ａ－115V系
直流盤
電源喪失

Ａ－115V系
直流母線機能喪失

Ａ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

Ａ－115V系蓄電池
機能喪失

Ａ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流盤
電源喪失

Ｂ－115V系
直流盤
電源喪失

Ｂ－115V系
直流母線機能喪失

Ｂ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

Ｂ－115V系蓄電池
機能喪失

Ｂ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流母線機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
蓄電池機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失

非常用Ｃ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

ＨＰＣＳ系非常用
ＤＥＧ故障

230V系
直流盤（ＲＣＩＣ）

電源喪失

230V系直流母線
（ＲＣＩＣ）機能喪失

230V系直流母線
（ＲＣＩＣ）への
直流電源給電
機能喪失

230V系蓄電池
（ＲＣＩＣ）機能喪失

230V系充電器盤
（ＲＣＩＣ）からの

通常給電機能喪失 交流電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

非常用Ｌ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ａ系故障

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

交流電源喪失

 
 

※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側

へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪

失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.14－1図 機能喪失原因対策分析（補足）
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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ﾞ
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収
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ａ

⑮
ｂ

⑮
ａ

⑯
ｂ

⑧
ａ

⑫
ｂ

⑦
ａ

⑪
ｂ

優
先
１

 

【
略
語

】
 

M/
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メ
タ
ル

ク
ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
 

L/
C
：

ロ
ー
ド

セ
ン
タ

 

C/
C
：

コ
ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン

タ
 

変
圧

器
 

G
TG
 

D
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ス
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ビ
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電
機

 

非
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デ
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ゼ

ル
発
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機
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圧
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ロ
ッ
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タ
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ビ
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発
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電
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路
 

設
計
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準
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施
設

か
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緊
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用
メ

タ
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ラ
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プ
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手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

操
作

※
１
　
Ｍ
／
Ｃ
受
電
は
Ｄ
系
を
優
先
し
て
受
電
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
，
状
況
に
よ
っ
て
は
，
Ｃ
系
か
ら
受
電
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

※
２
　
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
の
ス
タ
ー
ト
は
，
中
央
制
御
室
か
ら
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の
起
動
失
敗
に
よ
り
，
現
場
か
ら
の
起
動
操
作
を
行
う
こ
と
を
判
断
し
た
時
と
す
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

（
中
央
制
御
室
操
作
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

（
現
場
操
作
に
よ
る
起
動
）
※
２

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

２

１
時
間
1
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
へ
の
給
電

※
１

4
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
へ
の
給
電

※
１

１
時
間

1
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
へ
の
給
電
※
１

１
時
間
５
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
へ
の
給
電

※
１

 
第

1
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4
－

9
図
 

ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系

及
び

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電

 
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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66
kV

 
送
電
線
 

22
0k
V 

送
電
線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

22
0k
V
開
閉
所

 
66
kV

開
閉
所

 

起
動

 

変
圧
器

 
起
動

 

変
圧
器

 

所
内

 

変
圧
器

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 

非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 
非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 
非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

主
変
圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号
へ
 

緊
急
用

メ
タ
ク
ラ

⑧
 

⑧
 

⑦
 

⑦
 

優
先
２

 

⑧
 

【
凡
例
】

 

GT
G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

 G
 

発
電
機

 

D/
G 
  
 
非
常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

 

遮
断
器

 

変
圧
器

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

号
炉
間
電

力
融
通

ケ
ー
ブ

ル
に
よ

る
受
電

電
路
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系
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／
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号

炉
間

電
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通

ケ
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ル
（

常
設
）

を
使

用
し
た
Ｍ

／
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Ｃ
系

又
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／
Ｃ
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系
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要
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を
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
処

置

受
電

確
認

移
動

，
受

電
準

備

移
動

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

解
除

処
置

60
10
0

※
１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

備
考

※
１
　
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
を
示
す
。
ま
た
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
に
つ
い
て
は
１
時
間
35
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ

／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

20
80

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

40

１
時
間

35
分

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
に
よ
る
電
力
融
通
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－
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号
炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
（
常
設
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を
使

用
し

た
Ｍ
／
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Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電

 

（
号

炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル
（

常
設
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を
使

用
し
た
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ
系

又
は
Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系
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の
場

合
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タ

イ
ム

チ
ャ
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図
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圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
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Ｃ

系
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は

Ｍ
／

Ｃ
 
Ｄ

系
受

電
 

概
要

図
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。

 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

2
A-
計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電

器
 

電
源

 

切
替

盤
 

SA
電

源
切

替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M
 

M
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発

電
機

車
 

高
圧

発

電
機

車
 

高
圧

発

電
機

車
 

優
先

３
⑥

 

優
先

４
⑥

 

優
先

５
⑥

 

優
先

３
⑦

 

優
先

４
⑦

 

優
先

３
⑥

 

優
先

４
⑥

 

優
先

５
⑥

 

優
先

４
 

優
先

４
 

優
先

５
 

優
先

５
⑤

 

優
先

３
⑦

 

優
先

４
⑦

 
優

先
３
⑥

 

優
先

４
⑥

 

優
先

５
⑥

 優
先

３
⑥

 

優
先

４
⑥

 

優
先

５
⑥

 

優
先

５
⑦

 

優
先

３
 

優
先

３
 

【
略

語
】

 

M
/
C
：

メ
タ

ル
ク

ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
 

L
/
C
：

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

変
圧

器
 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

高
圧

遮
断

器
 

配
線

用
遮

断
器

 

接
続

装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動

切
替

装
置

 

低
圧

遮
断

器
 

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

M
 設

計
基

準
対

象
施

設
か

ら
追

加
し

た
箇

所
 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

よ
る

受
電

電
路

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
 

３
台

 

３
台

 

３
台
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
置

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

25
分
以

内
で

可
能

で
あ

る
。

※
３
　
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

ま
た
，
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
35
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
３

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系

又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

3
5
分

※
１

第
1
.1
4
－

13
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受
電

の
場

合
）
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
置

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

25
分
以

内
で

可
能

で
あ

る
。

※
３
　
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

ま
た
，
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
35
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

36
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系

又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
３

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

3
5
分

※
１

第
1
.1
4
－

14
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受
電

の
場

合
）

 

タ
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

遮
断

器
操

作

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
25
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

※
３
　
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

な
お
，
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
，
４
時
間
40
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

27
0

30
60

90

高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に

接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受

電
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ

リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

※
３

備
考

経
過
時
間
（
分
）

36
0

12
0

15
0

18
0

24
0

33
0

21
0

30
0

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

40
分

※
１

第
1
.1
4
－

1
5
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
高

圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
の
場

合
（
故
意

に
よ
る

大
型

航
空
機
の

衝
突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）
）
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66
kV

 
送
電
線
 

22
0k
V 

送
電
線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

22
0k

V
開

閉
所

 
66

kV
開

閉
所

 

起
動

 

変
圧

器
 

起
動

 

変
圧

器
 

所
内

 

変
圧

器
 

常
用

メ
タ

ク
ラ

 

常
用

メ
タ

ク
ラ

 
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

 
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

 

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

 
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

主
変

圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号

へ
 

緊
急

用
 

メ
タ

ク
ラ
 

③
 

優
先
６

 

⑫
 

【
凡

例
】

 

 
 

GT
G
 

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

 

 
 

 G
 

  
発

電
機

 

D/
G 

  
 
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

 

遮
断

器
 

変
圧

器
 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
に

よ
る

受
電

電
路

 

   

⑥
 

 
  

第
1
.1
4－

1
6
図

 
号

炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
（
可
搬

型
）

を
使
用

し
た
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
号

炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル
（

可
搬
型

）
を

使
用
し
た

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又
は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
の

場
合

）
 

概
要

図
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。

 

120



 

 

1.14－119 

手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

受
電

確
認

※
１

移
動

，
受

電
準

備

受
電

準
備

受
電

操
作

移
動

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

ケ
ー

ブ
ル

接
続

※
２
　
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。
ま
た
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
25
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

20
22
0

24
0

26
0

40
28
0

備
考

60
80

10
0

12
0

16
0

18
0

20
0

14
0

30
0

※
１
　
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
は
中
央
制
御
室
運
転
員
に
て
受
電
操
作
を
実
施
す
る
。

緊
急
時
対
策
要
員

３

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用

し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

（
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｂ
系

か
ら
受
電
す
る
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
２

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

４
時
間
25
分

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
に
よ
る
電
力
融
通

 
            

第
1
.1
4－

1
7
図

 
号

炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
（
可
搬

型
）

を
使
用

し
た
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
号
炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル

（
可
搬
型

）
を

使
用
し
た

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又
は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
の

場
合

）
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区
分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

B
1-
1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
１
）

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
２
）

 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  
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非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  
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再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  
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）
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  
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計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  
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起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｂ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

Ｂ
－
1
1
5V
系
充

電
器

盤
受

電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間

20
分

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
受
電

 
                 

第
1.
14

－
23

図
 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ
－

11
5V

系
充

電
器

盤
受
電

）
タ
イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－127 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｂ
１

－
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

（
Ｓ

Ａ
）

受
電

Ｂ
１
－

11
5
V系

充
電

器
盤

（
Ｓ

Ａ
）

受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

１
時
間

20
分

Ｂ
１
－
11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
受
電

 
                

第
1.
14

－
24

図
 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ
１
－

11
5
V
系

充
電

器
盤
（
Ｓ

Ａ
）
受

電
）

タ
イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－128 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

Ｓ
Ａ
用

11
5
V系

充
電

器
盤

受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間

20
分

Ｓ
Ａ
用
11
5V

系
充
電
器
盤
受
電

 
                

第
1.
14

－
25

図
 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充

電
器
盤
受

電
）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－129 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

2
3
0
V
系

充
電

器
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

受
電

2
3
0V
系
充

電
器

盤
（

Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ

）
受

電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

１
時
間

20
分

23
0V
系
充
電
器
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
受
電

 
                

第
1.

14
－

26
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
2
3
0V

系
充
電
器

盤
（

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ

）
受
電

）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－130 

手
順
の
項
目

中
央

制
御

室
監

視
計

器
Ｃ

系
復

旧
確

認

中
央

制
御

室
監

視
計

器
Ｄ

系
復

旧
確

認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

（
又

は
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
確

認
）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

（
又

は
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
確

認
）

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

中
央
制
御
室
監
視
計
器
の
復
旧

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

40
分

中
央
制

御
室
監
視
計
器
の
復
旧

 
                

第
1.
14

－
27

図
 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
中
央
制

御
室
監

視
計

器
Ｃ
系
及

び
Ｄ
系

復
旧

）
タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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1.14－131 

 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備
用

分
電
盤
（

１
）

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備
用

分
電
盤
（

２
）

 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(常
用
) 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

(3
系
統
目
) 

1
15
V
系
直
流
盤
 

(3
系
統
目
) 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

③
 

 

②
 

 

④
 

 

【
凡
例
】

 

 
蓄
電
池

 

 配
線
用
遮

断
器

 

 機
械
式
又

は
電
気

式
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

 設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

1
1
5
V
系
蓄
電

池
（
３

系
統
目

）
に
よ

る
受
電

電
路

 

 

D
C
/
A
C
 

変
換
器

 

 切
替
ス
イ

ッ
チ

 

2
30
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
 

  

2
30
V
系
直
流
盤
（
RC
I
C）

 

  

遮
断

器
「

通
常

切
」

 

遮
断

器
「

切
操

作
」

 

※
 

計 装 設 備  

※
 

 
第

1.
1
4－

28
図

 
所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）

に
よ

る
給

電
 

（
11
5
V
系

蓄
電

池
（
３

系
統
目
）

に
よ
る

Ｓ
Ａ

対
策
設
備

用
分
電

盤
（

２
）

へ
の

給
電

）
 

概
要

図
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－132 

手
順
の
項
目

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
２

）
受

電
準

備

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
２

）
受

電
操

作

1
1
0

1
2
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

移
動

，
Ｓ

Ａ
対

策
設

備
用

分
電

盤
（

２
）

受
電

準
備

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）

に
よ
る
給
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

5
0

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
受
電

20
分

 
                 

第
1.
1
4－

29
図

 
所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）
に

よ
る

給
電

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電

器
 

電
源

 

切
替

盤
 

SA
電

源
切

替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M 
M 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

優
先

１
 

優
先

１
 優

先
３

 

優
先

２
 

優
先

２
 

【
略

語
】

 

M/
C：

メ
タ

ル
ク

ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
 

L/
C：

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

 

C/
C：

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

変
圧

器
 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

高
圧

遮
断

器
 

配
線

用
遮

断
器

 

接
続

装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動

切
替

装
置

 

低
圧

遮
断

器
 

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

 

M 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

よ
る

受
電

電
路

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ

接
続

プ
ラ
グ

盤
 

１
台

 

１
台

 
１

台
 

 
 

第
1
.1
4－

3
0
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
概

要
図
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メ
タ

ク
ラ

切
替

盤
 

G
T
G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
 

緊
急

用
M
/C
 

4
6
0V

母
線

(
SA
) 

4
6
0V

母
線

 
(
区

分
Ⅰ

) 

4
6
0V

母
線

 
(
区

分
Ⅱ

) 
4
6
0V

母
線

 
(
区

分
Ⅱ

) 
4
6
0V

母
線

 
(
区

分
Ⅰ

) 
4
6
0V

母
線

 
(
区

分
Ⅱ

) 

2
3
0
V
系
 

蓄
電

池
 

(
常

用
) 

2
3
0
V
系
 

蓄
電

池
 

(
R
C
I
C
) 

S
A
用

11
5
V
系
 

蓄
電

池
 

B
1
-
1
1
5V

系
 

蓄
電

池
（

S
A）

 

2
3
0
V
系

直
流

盤
 

（
R
C
I
C）

 
2
3
0
V
系

直
流

盤
（

常
用

）
 

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

Ｓ Ａ 対 策 設 備 用 分 電 盤 ( ２ ) 

充 電 器 

充 電 器 

充 電 器 

充 電 器 

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系  

B
-
1
1
5V

系
直

流
盤

(
S
A)
 

Ｓ Ａ 対 策 設 備 用 分 電 盤 ( １ ) 

中
央

制
御

室
排

風
機
 

S
A
-L
/C
 

C
3
-C
/C

又
は

D
3-

C/
C 

仮
設

ケ
ー

ブ
ル

 
 

高
圧

発
電

機
車

 
接

続
口

 

⑤
 

⑥
 

⑪
 

⑯
 

⑯
 

⑯
 

【
凡
例
】

 

蓄
電
池

 

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

受
電
電
路

 

変
圧
器

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
 

高
圧
遮
断

器
 

配
線
用
遮

断
器

 

低
圧
遮
断

器
 

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

H
P
AC

-C
/C
 

充
電

器
 

1
1
5
V
系
 

蓄
電

池
 

(
3
系
統

目
) 

1
1
5
V
系

直
流

盤
 

(
3
系
統

目
) 4
6
0V

母
線

(
SA
) 

⑮
 

充 電 器 

 
 

第
1
.1
4
－

3
1
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

（
空
調

起
動

用
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
）

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－135 

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
及
び
Ｓ
Ａ
低
圧
母
線
の
受
電
準
備

受
電
確
認

排
風
機
運
転

移
動
，
仮
設
ケ
ー
ブ
ル
接
続
前
準
備
，
排
風
機
運
転
準
備

移
動
，
排
風
機
電
源
復
旧

移
動
，
充
電
器
盤
へ
の
給
電
，
受
電
操
作

緊
急
時
対
策
所
～
第
４
保
管
エ
リ
ア
移
動
※
２

車
両
健
全
性
確
認
（
高
圧
発
電
機
車
）

高
圧
発
電
機
車
配
置
，
高
圧
発
電
機
車
準
備
，
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
，
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
の
検
電
，
接
続
作
業

移
動
，
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
作
業

移
動
，
高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
送
電

移
動
，
仮
設
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
，
接
続

※
１

　
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
２

時
間

1
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
１

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

速
や

か
に

対
応

で
き

る
。

※
３

　
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（

３
系

統
目

）
か

ら
の

給
電

切
替

え
を

実
施

し
た

場
合

に
つ

い
て

は
，

５
時

間
1
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。

3
6
0

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

可
搬

型
直

流
電

源
設

備
に

よ
る

給
電

（
高

圧
発

電
機

車
（

原
子

炉
建

物
西

側
の

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ

る
給

電
の

場
合

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

緊
急

時
対

策
要

員
３

５
時

間
1
0
分

充
電

器
盤

受
電

※
３

２
時
間
40
分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

 
         

第
1
.1
4－

32
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

原
子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納
箱

に
接

続
）

に
よ

る
給

電
の

場
合

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
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1.14－136 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動

，
充

電
器

盤
へ

の
給

電
，

受
電

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

，
高

圧
発

電
機

車
準

備
，

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
の

検
電

，
接

続
作

業

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

送
電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

※
３
　
所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）
か
ら
の
給
電
切
替
え
を
実
施
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
，
５
時
間
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発

電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
給

電
の
場
合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

５
時
間
10
分

充
電
器
盤
受
電
※
３

２
時
間
40
分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

 
         

第
1
.
14
－

33
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

原
子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

給
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
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手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動
，
充
電
器
盤
へ
の
給
電
，
受
電
操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

遮
断

器
操

作

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
送

電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１

　
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
２

時
間

2
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
１

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

速
や

か
に

対
応

で
き

る
。

※
３

　
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（

３
系

統
目

）
か

ら
の

給
電

切
替

え
を

実
施

し
た

場
合

に
つ

い
て

は
，

５
時

間
5
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

可
搬

型
直

流
電

源
設

備
に

よ
る

給
電

（
高

圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
建

物
（

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
）

の
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

接
続

プ
ラ

グ
盤

に
接

続
）

に
よ

る
給

電
の

場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

緊
急

時
対

策
要

員
３

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

3
9
0

２
時
間
50
分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１

５
時
間
50
分

充
電
器
盤
受
電

※
３

 
         

第
1
.
14
－

34
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

接
続

）
に

よ
る

 

給
電

の
場

合
（

故
意

に
よ
る
大
型

航
空
機

の
衝

突
そ
の

他
の
テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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1.14－138 

 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

蓄
電
池
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区
分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

1
0
5
V
母
線

(
区

分
Ⅰ
)
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電

盤
 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
１
）

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
２

）
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(常
用

) 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系

 
蓄

電
池
 

(3
系

統
目

) 

1
15
V
系

直
流

盤
 

(3
系

統
目

) 

4
6
0
V
母
線

(
S
A
)
 

2
30
V
系

直
流

盤
（

常
用
）
 

   

2
30
V
系

直
流

盤
（

RC
I
C）

 

   

【
凡
例
】

 

 
蓄
電
池

 

 配
線
用
遮

断
器

 

 機
械
式
又

は
電
気

式
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

 設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

 直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
廃
棄
物
処
理
建
物
南
側
）

 

に
よ
る
受
電
電
路
（
2
3
0
V
系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
）

 

  直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
廃
棄
物
処
理
建

物
南
側
）
 

に
よ
る
受
電
電
路
（
Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
）

 

 直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
南
側
）

 

に
よ
る
受
電
電
路
（
2
3
0
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
）

 

  直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
南
側
）
 

に
よ
る
受
電
電
路
（
Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）
）

 

 

D
C
/
A
C
 

 

切
替
ス
イ

ッ
チ

 

 変
換
器

 

 

優
先

１
 

 

優
先

２
 

 

優
先

１
 

 

優
先

２
 

 

優
先

１
⑤

 

 

優
先

２
⑤

 

 

優
先

１
④

 

優
先

１
④

 

優
先

１
⑤

 

 
優

先
２

⑤
 

 優
先

２
④

 

優
先

２
④

 

※
 

計 装 設 備  

※
 

 
 

第
1
.
14
－

35
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－139 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動

，
遮

断
器

操
作

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

） 高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

配
置

車
両

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

（
廃
棄
物
処
理
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に
接
続
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電
の
場
合
）

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

36
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

４
時
間
15
分

 
               

第
1.

14
－

36
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 

（
廃

棄
物

処
理

建
物
南

側
の
直
流

給
電
車

接
続

プ
ラ
グ
収

納
箱
に

接
続

に
よ

る
直

流
盤

へ
の

給
電

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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1.14－140 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動

，
遮

断
器

操
作

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

） 高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

配
置

車
両

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

（
原
子
炉
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納

箱
に
接
続
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

４
時
間
15
分

 
               

第
1.

14
－

37
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 

（
原

子
炉

建
物
南

側
の

直
流
給
電

車
接
続

プ
ラ

グ
収
納
箱

に
接
続

に
よ

る
直

流
盤

へ
の

給
電

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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1.14－141 

 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
１
）

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
２
）

 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

充 電 器  

1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

(3
系
統
目
) 

1
15
V
系
直
流
盤
 

(3
系
統
目
) 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

③
 

  

⑥ b
 

  

② b
 

  

② b
 

  

② b
 

  

④ b
 

  

④ b
 

 

④ b
 

 

③ b
 

 

② b
 

  

【
凡
例
】

 

 
蓄
電
池

 

 配
線
用
遮

断
器

 

 機
械
式
又

は
電
気

式
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

 設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

 給
電
防
止

電
路

 

 Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系

蓄
電
池

に
よ
る

受
電
電

路
 

 

D
C
/
A
C
 

 

切
替
ス
イ

ッ
チ

 

 変
換
器

 

 

※
 

計 装 設 備  

※
 

 
 

第
1.
14

－
3
8
図

 
Ｓ

Ａ
用

11
5
V
系
蓄

電
池

に
よ
る
Ｂ

－
11

5V
系

直
流

盤
受

電
 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－142 

手
順
の
項
目

移
動

，
Ｂ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
準

備

Ｓ
Ａ
用
1
15
V系

蓄
電
池
に
よ
る
Ｂ
－
1
15
V系

直
流
盤
受

電
現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２
Ｂ

-
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
操

作

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

Ｂ
－
11
5V
系
直
流
盤
受
電

30
分

 
                  

第
1.

1
4－

3
9
図

 
Ｓ

Ａ
用

11
5
V
系
蓄

電
池

に
よ
る
Ｂ

－
11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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1.14－143 

 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

蓄
電
池
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電

盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
１

）
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
２

）
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  
高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(常
用

) 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  
直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系

 
蓄

電
池
 

(3
系

統
目

) 

1
15
V
系

直
流

盤
 

(3
系

統
目

) 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

【
凡

例
】

 

  

蓄
電

池
 

  配
線

用
遮

断
器

 

  機
械

式
又

は
電

気
式

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

  設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

  Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

電
路

 

  

D
C
/
A
C
 

変
換

器
 

  切
替

ス
イ

ッ
チ

 

2
30
V
系

直
流

盤
（

常
用
）
 

    

2
30
V
系

直
流

盤
（

RC
I
C）

 

    

※
 

※
 

計 装 設 備  

 
第

1.
1
4
－

40
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 
概

要
図
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1.14－144 

 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

緊
急
用

M/
C 

SA
電
源
切
替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源
切
替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電
器
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

M
 

M
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

高
圧

発

電
機

車
 

高
圧

発

電
機

車
 

高
圧

発

電
機

車
 

②
 

④
a
 

⑤
c
 

⑤
e
 

優
先
５

 

優
先
４

 
⑤

d
 

優
先
３

 

優
先
１

 

【
略
語
】

 

M
/
C
：
メ

タ
ル
ク

ラ
ッ
ド

開
閉
装

置
 

L
/
C
：
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

変
圧
器

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
 

高
圧
遮
断

器
 

配
線
用
遮

断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡
例
】
 

電
動
切
替

装
置

 

低
圧
遮
断

器
 

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

M
 設

計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

緊
急
用
メ

タ
ク
ラ

接
続
プ

ラ
グ
盤

に
よ
る

受
電
電
路

 

共
通
電
路

及
び

 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機

に
よ
る
受

電
電
路

 

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物
南

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

３
台

 

３
台

 
３
台

 

 
  

第
1
.1
4－

4
1
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
，
高
圧

発
電
機

車
に

よ
る
給

電
）

 
概

要
図

 

記
載
例

 
○

 
：
操
作
手

順
番

号
を

示
す

。
 

○
a
～

 
 
：
同
一
操

作
手

順
番

号
内

で
選

択
し

て
実

施
す

る
操

作
が

あ
る

場
合

の
操

作
手

順
の

優
先

番
号

を
示

す
。
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6
6
k
V
 
送
電
線
 

2
2
0
k
V 

送
電
線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

2
2
0
k
V
開

閉
所

 
6
6
k
V
開

閉
所

 

起
動

 

変
圧

器
 

起
動

 

変
圧

器
 

所
内

 

変
圧

器
 

常
用

メ
タ

ク
ラ

 

常
用

メ
タ

ク
ラ

 
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

 
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

 

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

 
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

主
変

圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号

へ
 

緊
急

用
 

メ
タ

ク
ラ
 

  

優
先
２

 

④
ｂ
 

④
ｆ

 

【
凡

例
】

 

 
 

G
T
G
 

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

 

 
 

 
G
 

 
 

発
電

機
 

D
/
G
 
 
 
 
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

 

遮
断

器
 

変
圧

器
 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（

常
設

）
に

よ
る

受
電

電
路

 

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（

可
搬

型
）

に
よ

る
受

電
電

路
 

   

優
先
６

 

②
 

②
 

②
 

④
ｂ
 
④

ｂ
 

 
  

第
1
.1
4－

4
2
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
号
炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル

に
よ
る
給

電
）

 
概

要
図

記
載
例

 
○

 
：
操
作
手

順
番

号
を

示
す

。
 

○
a
～

 
 
：
同
一
操

作
手

順
番

号
内

で
選

択
し

て
実

施
す

る
操

作
が

あ
る

場
合

の
操

作
手

順
の

優
先

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

非
常
用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電
の
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間
25
分

Ａ
－
11
5V

系
充

電
器
盤

受
電

 
 

             

第
1
.1
4－

4
3
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
に
よ
る

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
受

電
の

場
合

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ａ
系

及
び

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

非
常
用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5V
系
直

流
盤

受
電

（
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）

に
よ
る

Ａ
－

11
5
V系

直
流

盤
受

電
の

場
合

）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

１
時
間

4
5
分

Ａ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
受
電

Ａ
－
1
1
5V
系
充
電

器
盤
受

電

 
               

第
1
.1
4－

4
4
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
号

炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル
（

常
設
）

に
よ

る
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
給

電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

緊
急
時
対
策
要
員

３

非
常
用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電
の
場
合
）

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電
の
場
合
）

（
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊

急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤

へ
の
接
続
）
に
よ
る
Ａ
－
11
5
V系

直
流
盤
受
電
の
場

合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間
30
分

Ａ
－
11
5V
系
充
電
器
盤
受
電

 
      

第
1
.1

4－
4
5
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
高
圧
発

電
機

車
（

原
子

炉
建

物
西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
Ａ

－
11

5V
系

直
流

盤
受

電
の

場
合

）
 

（
高
圧
発

電
機

車
（

原
子

炉
建

物
南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
Ａ

－
11

5V
系

直
流

盤
受

電
の

場
合

）
 

（
高
圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
 

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

の
場
合

（
故
意

に
よ

る
大
型
航

空
機
の

衝
突

そ
の
他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

※
１

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

移
動

，
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

※
１
　
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
は
中
央
制
御
室
運
転
員
に
て
受
電
操
作
を
実
施
す
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

非
常
用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5V
系
直

流
盤

受
電

（
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）

に
よ
る

Ａ
－

11
5
V系

直
流

盤
受

電
の

場
合

（
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
）
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

１
時

間
5
0分

Ａ
－
1
1
5
V系

充
電

器
盤

受
電

 
            

第
1
.1

4－
4
6
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
号

炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル
（

可
搬
型

）
に

よ
る
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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6
6
k
V
 
送

電
線
 

2
2
0
k
V 

送
電

線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

2
2
0
k
V
開
閉
所

 
6
6
k
V
開
閉
所

 

起
動

 

変
圧
器

 
起
動

 

変
圧
器

 

所
内

 

変
圧
器

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 

非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 
非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 
非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

主
変
圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号
へ
 

 
 

 
 

緊
急
用
 

メ
タ
ク
ラ
 

充 電 器  

蓄
電
池
 

直
流
盤
 

Ｓ
Ａ
 

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン

タ
 

⑦
 

②
 

⑤
 

 

【
凡
例
】

 

 
 
G
T
G
 
 
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

 
 
 
G
 

 
 
発

電
機

 

D
/
G
 
 
 
 
非
常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

 

遮
断
器

 

変
圧
器

 

蓄
電
池

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

号
炉
間
電

力
融
通

ケ
ー
ブ

ル
に
よ

る
受
電

電
路
 

   

 
  

第
1.
1
4－

47
図

 
号

炉
間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル
を

使
用
し
た

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤

又
は

Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
１
号
炉

か
ら
２

号
炉

）
 
概
要

図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

移
動

，
蓄

電
池

遮
断

器
「

切
」

受
電

準
備

融
通

作
業 充
電

器
受

電

※
１
　
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ｂ
－
11
5
V系

直
流
盤
受
電
を
示
す
。
な
お
，
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－
11
5V
系
直
流
盤
受
電
は
5
5分

以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

※
１

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－
11
5
V系

直
流

盤
又
は
Ｂ
－
11
5
V系

直
流
盤
受
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

55
分

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル

を
使
用
し
た

Ａ
－
11
5V
系
直
流
盤
又
は
Ｂ
－

11
5V
系
直
流
盤
受
電

 
 

                 

第
1.
1
4－

48
図

 
号

炉
間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル
を

使
用
し
た

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤

又
は

Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤

受
電

 

（
１
号
炉

か
ら
２

号
炉

）
 
タ
イ

ム
チ
ャ

ー
ト
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ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源

切
替

盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M 
M
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

優
先
４

 
優
先
１

 

優
先
３

 

優
先
３

 
④

ｃ
 

④
ｄ

 

⑦
ｃ

 

⑦
ｄ

 

⑦
ｅ

 

⑦
ｃ

 

⑦
ｄ

 

④
ｃ

 

④
ｄ

 

④
a
 

④
a
 

優
先
２

 

優
先
２

 

【
略
語
】

 

M
/
C
：
メ

タ
ル
ク

ラ
ッ
ド

開
閉
装

置
 

L
/
C
：
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

変
圧
器

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
 

高
圧
遮
断

器
 

配
線
用
遮

断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動
切
替

装
置

 

低
圧
遮
断

器
 

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

M
 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｄ
系
）

 

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物
南

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

共
通
電
路

及
び

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納
箱

 

（
原
子
炉

建
物
南

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｄ
系
）

 

緊
急
用
メ

タ
ク
ラ

接
続
プ

ラ
グ
盤

に
よ
る

受
電

電
路

 

共
通
電
路

及
び
高

圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納
箱

 

（
原
子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

共
通
電
路

及
び

 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機

に
よ
る
受

電
電
路

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
 

３
台

 

３
台

 
３
台

 

 
  

第
1
.1

4
－

49
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
又

は
高
圧
発

電
機

車
に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電
 

概
要

図
 

記
載
例

 
○

 
：
操
作
手

順
番

号
を

示
す

。
 

○
a
～

 
 
：
同
一
操

作
手

順
番

号
内

で
選

択
し

て
実

施
す

る
操

作
が

あ
る

場
合

の
操

作
手

順
の

優
先

番
号

を
示

す
。
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1.14－153 

 
 

手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

） Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

（
中
央
制
御
室
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

（
中
央
制
御
室
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

10
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

1
0分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ
受
電

 
   

第
1
.1
4－

5
0
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場

合
）
（

中
央

制
御

室
に

よ
る

起
動

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

（
１

／
２
）
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手
順

の
項

目

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
遮

断
器

操
作

手
順

の
項

目

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
遮

断
器

操
作

※
１

　
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

の
ス

タ
ー

ト
は

，
中

央
制

御
室

か
ら

の
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

の
起

動
失

敗
に

よ
り

，
現

場
か

ら
の

起
動

操
作

を
行

う
こ

と
を

判
断

し
た

時
と

す
る

。

1
2
0

備
考

1
3
0

1
4
0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

経
過

時
間

（
分

）

経
過

時
間

（
分

）

1
3
0

1
4
0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

4
0

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

2
0

3
0

1
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

備
考

1
0

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

※
１

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

※
１

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

5
5
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

5
5
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
 

第
1
.1
4－

5
0
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン

タ
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

（
２

／
２
）
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
及
び
Ｓ
Ａ
低
圧
母
線
の
受
電
準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
2
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
し
た
場
合
は
，
移
動
，
車
両
健
全
性
確
認
及
び
高
圧
発
電
機
車
配
置
作
業
で
１
時
間
2
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

4
5
0

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

備
考

3
0

6
0

経
過
時
間
（
時
間
）

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

緊
急
時
対
策
要
員

３

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

4
5
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

2
1
0

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
第

1
.1
4－

5
1
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の
項
目

要
員
(数

)

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
及
び
Ｓ
Ａ
低
圧
母
線
の
受
電
準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

手
順
の
項
目

要
員
(数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

  
  
  
ま
た
，
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
し
た
場
合
は
，
移
動
，
車
両
健
全
性
確
認
及
び
高
圧
発
電
機
車
配
置
作
業
で
１
時
間
25
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

備
考

30
60

90
12
0

15
0

18
0

21
0

42
0

45
0

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

39
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

42
0

45
0

24
0

27
0

30
0

33
0

36
0

39
0

90
12
0

15
0

18
0

21
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

備
考

30
60

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
35

分
※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
35
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
 
 

第
1
.1
4－

5
2
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ
受

電
の

場
合

）
 

タ
イ
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チ

ャ
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手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

） 高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動
，
遮
断
器
操
作

移
動

，
送

電
操

作

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

） 高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動
，
遮
断
器
操
作

移
動

，
送

電
操

作

※
１

　
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
４

時
間

2
5
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
１

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

速
や

か
に

対
応

で
き

る
。

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

3
3
0

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

備
考

4
5
0

緊
急

時
対

策
要

員
３

備
考

3
0

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

3
6
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
9
0

4
2
0

4
5
0

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
４

時
間

4
0
分

※
１

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧

発
電

機
車
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

４
時

間
4
0分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電

 
第

1
.1
4－

5
3
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高
圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ
受

電
の
場

合
（

故
意
に
よ

る
大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

 

影
響
が
あ

る
場
合

）
）
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G 

 

 

 

所
内

変
圧

器
 

A
-
M/
C 

C
-
M/
C 

D
-
M/
C 

B
-
M/
C 

H
P
CS

-M
/C
 

D
/G
 

所
内

変
圧

器
 

6
6k
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送
電
線
 

2
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k
V 

送
電
線
 

【
凡
例
】
 

 
 
 

  
発
電
機
 

 
 

  
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
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系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

 
  

遮
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器
 

 
  

変
圧
器
 

 
Ｇ
 

D
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⑥
 

⑥
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電
電
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第
1.
14
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図
 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

概
要

図
 

（
高

圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

に
よ
る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
受

電
）

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。

 

160



 

 

1.14－159 

          
 

     
 

            
 

      

 

第
1
.
14
－

2
図

 
単
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線
図

 

 

G
 

 

 

 

所
内
変
圧
器

 

A
-
M/
C 

C
-
M/
C 

D
-
M/
C 

B
-
M/
C 

H
P
CS

-M
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D
/G
 

所
内
変
圧
器

 

6
6k
V 

送
電

線
 

2
20
k
V 

送
電
線
 

【
凡

例
】
 

 
 

 
  

発
電

機
 

 
 

  
高

圧
炉

心
ス
プ
レ

イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
 

 
  

遮
断

器
 

 
  

変
圧

器
 

 
Ｇ
 

D
/G
 

 

受
電

電
路
 

⑥
 

⑥
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⑥
 

 

 

第
1.
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－
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図
 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

概
要

図
 

（
高

圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
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ー

ゼ
ル
発

電
機

に
よ
る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
）

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

移
動

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

処
置

※
１
　
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
を
示
す
。
な
お
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
に
つ
い
て
は
１
時
間
20
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

要
員
(
数
)

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間
20

分
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

 
                

第
1.
14

－
56

図
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
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ャ
ー
ト
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ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

 

軽
油
タ
ン
ク

 

防 油 堰  

③
⑤
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

ド
レ
ン
弁
／
閉
止
フ
ラ
ン
ジ

 

③
⑥
⑧
燃
料
抜
取
り
用
バ
ル
ブ
付
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

 

⑦
⑧
給
排
用
バ
ル
ブ
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
付
）

 

④
ホ
ー
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト
（
必
要
に
応
じ
て
）

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

 

②
③
⑦
⑧

 

④
⑤
⑧
ホ
ー
ス

 

 
       第

1.
14

－
57

図
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給

 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給
）

 
概

要
図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－162 

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

バ
ル

ブ
付

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
接

続

補
給

準
備

補
給

補
給

片
付

け12
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

１
時
間

50
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
  

手
順
の
項
目

補
給

準
備

補
給

補
給

片
付

け

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

（
２
回
目
以
降
）

緊
急
時
対
策
要
員

2

1
0

備
考

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

9
0

1
2
0

1
1
0

1
0
0

8
0

3
5
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
     

第
1
.1

4－
58

図
 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク
ロ

ー
リ
へ

の
補

給
）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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第
1
.1

4－
59

図
 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ

の
補

給
）

 
概

要
図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－164 

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

抜
き

取
り

準
備

※
１

補
給

補
給

片
付

け

10
0

50
必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

60
70

80
90

※
１
　
「
抜
き
取
り
準
備
」
と

し
て
，
ホ
ー
ス
の
準
備
及
び
閉

止
フ
ラ
ン
ジ
の
取
り
外
し
を
行

い
，
２
回
目
以
降
は
，
ホ
ー
ス

を
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
に
挿
入
し

た
ま
ま
と
す
る
。

14
0

13
0

12
0

備
考

11
0

15
0

経
過
時
間
（
分
）

10
20

30
40

２
時
間
3
0分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
  

手
順
の
項
目

抜
き

取
り

準
備

補
給

補
給

片
付

け

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

（
２
回
目
以
降
）

緊
急
時
対
策
要
員

2

要
員
(
数
)

9
0

1
0
0

1
1
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

1
0

備
考

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
4
0

1
5
0

1
2
0

1
3
0

8
0

4
5
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
       

第
1
.1

4－
60

図
 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ

の
補

給
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

166



  

1.14－165 

 
           

第
1
.
14
－

6
1
図

 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－166 

手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
～

給
油

対
象

設
備

移
動

，
給

油
準

備

給
油

片
付

け

※
移
動
時
間
及
び
給
油
時
間
は
対
象
設
備
の
配
置
場
所
及
び
燃
料
タ
ン
ク
容
量
に
よ
り
時
間
は
前
後
す
る
。

　
大
量
送
水
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
２
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
13
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
高
圧
発
電
機
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
５
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
21
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
７
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
23
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
５
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
１
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
16
分
で
可
能
で
あ
る
。

移
動
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
給
油
対
象

設
備
ま
で
を
想
定
す
る
。

左
記
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
標
準

的
な
場
合
の
時
間
を
示
す
。

80
90

要
員
(
数
)

備
考

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
を
使
用
し
た

場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

10
20

30
40

50
60

70

以
降
，
各

機
器
等

へ
の
給

油
を
繰

り
返
し

，
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
の
軽

油
残
量

に
応
じ

て

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機
用

軽
油
タ

ン
ク

か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ
の

補
給
を

繰
り
返

す
。

30
分
※

 
 

          

第
1.
14

－
62

図
 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
（

ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
を

使
用

し
た

場
合

）
 

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
（

１
／
２
）
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1.14－167 

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

等
～

給
油

対
象

設
備

移
動

，
給

油
準

備

給
油

片
付

け

※
移
動
時
間
及
び
給
油
時
間
は
対
象
設
備
の
配
置
場
所
及
び
燃
料
タ
ン
ク
容
量
に
よ
り
時
間
は
前
後
す
る
。

　
大
量
送
水
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
８
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
２
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
20
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
高
圧
発
電
機
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
17
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
２
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
18
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
１
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
12
分
で
可
能
で
あ
る
。

60
70

移
動
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら

給
油
対
象
設
備
ま
で
を
想
定
す

る
。

左
記
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
標
準

的
な
場
合
の
時
間
を
示
す
。

80
90

要
員
(
数
)

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を

使
用
し
た
場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50

以
降
，
各

機
器
等

へ
の
給

油
を
繰

り
返
し

，
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
の
軽

油
残
量

に

応
じ

て
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー

リ
へ

の
補

給
を

繰
り

返
す

。

3
0
分

※

 
          

第
1
.1
4－

6
2
図

 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
（

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を

使
用

し
た

場
合

）
 

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
（

２
／
２
）
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1.14－168 

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

〇
〇

〇

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

か
ら

各
機

器
等

へ
の

給
油

準
備

時
間

2
時

間
1
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給

緊
急

時
対

策
要

員
2

○
〇

〇

準
備

時
間

4
時

間
3
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

準
備

時
間

1
時

間
5
0
分

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置（
給

油
対

象
）

大
量

送
水

車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間  
 

 
 

 
 

 
 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

準
備

時
間

4
時

間
2
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

高
圧

発
電

機
車

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

　
　

燃
料

消
費

（
2
回

目
）

注
：

上
記

以
外

の
可

搬
設

備
を

使
用

す
る

場
合

は
，

各
車

両
の

燃
料

消
費

量
を

考
慮

し
給

油
を

実
施

す
る

。

燃
料

消
費

量

(
各

機
器

)

○
　

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
（

3
,
0
0
0
L
）

へ
の

補
給

▽
　

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

か
ら

各
機

器
等

へ
の

給
油

 
 
 
 
燃

料
消

費
（

1
回

目
）

運
転
開
始

▽

▽

運
転
開
始

運
転
開
始

運
転

開
始

▽

▽

燃
料
消
費
量
(1
回
目

)：
2,
2
65
L

燃
料
消
費
量

(2
回
目
以
降

)：
2,
82
5
L

大
量
送
水
車

28
4L
（
25
0分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
84
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

22
4L
（
28
5分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
2
24
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

75
0L
（
14
5分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
7
50
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,0
0
7L
（
17
5分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
0
07
L）

大
量
送
水
車

25
0L
（
22
0分

×
68
L
/h
×

1台
≒
  
2
50
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

17
3L
（
22
0分

×
47
L
/h
×

1台
≒
  
1
73
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

1,
13
7L
（
22
0分

×
31
0L
/h
×

1台
≒
1,
1
37
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,2
6
5L
（
22
0分

×
11
5L
/h
×

3台
≒
1,
2
65
L）

▽

【
想
定
時
間
内
訳
】

①
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
へ
の

補
給
（
1回

目
）

：
1時

間
50
分

②
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（
2回

目
以
降
）
：

35
分

③
大

量
送
水
車

へ
の
給

油
：

15
分
（

給
油
間

隔
1時

間
35
分

）

④
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
の
給
油
：

20
分
（
給
油
間
隔
1時

間
30
分
）

⑤
大
型

送
水
ポ

ン
プ
車

へ
の
給

油
：

20
分
（
給
油
間

隔
1時

間
30
分

）

⑥
高

圧
発
電
機

車
へ
の

給
油

：
20
分
（
給
油
間

隔
1時

間
30
分

）

【
燃
料
枯
渇
時
間
に
対
す
る
給
油
間
隔
の
成
立
性
】

（
燃

料
枯
渇
時

間
の
短

い
高
圧

発
電
機

車
（
燃

料
枯
渇

時
間
2時

間
）
を
代

表
と
し

て
記
載

）

高
圧

発
電
機
車

へ
の
補

給
後
は

，
高
圧

発
電
機

車
の
給

油
間
隔

と
な
る

②
～
⑤

を
行
っ

た

後
に
高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
を
行
う
。

・
高
圧
発
電

機
車
給

油
間
隔

：
1時

間
30
分

＝
②
35
分

＋
③
15
分
＋
④
20
分

＋
⑤
20
分

②
～

⑥
は
，
移

動
時
間

・
補
給

準
備
も

含
ま
れ

て
い
る

た
め
，

給
油
間

隔
＋
⑥
20
分

に

お
い

て
も
燃
料

枯
渇
時

間
以
内

で
の
対

応
と
な

る
た
め

成
立
す

る
。

・
1時

間
30
分
＋
⑥
20
分

＝
１
時
間
50
分

＜
燃
料
枯
渇

時
間
2時

間

▽
▽

▽

▽

▽

▽
▽

▽

▽

▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽▽
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図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

７
日

間
サ

イ
ク

ル
 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

を
使

用
し
た
場

合
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
２

）
 

（
１
日

間
分

の
記

載
。

内
訳
に
つ

い
て
は

各
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
の

軽
油

補
給

，
燃

料
給

油
時

間
参

照
）
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

〇
〇

〇

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

準
備

時
間

2
時

間
1
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

○
〇

〇

準
備

時
間

4
時

間
3
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

準
備

時
間

1
時

間
5
0
分

準
備

時
間

4
時

間
2
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

可
搬
式
窒
素
供
給
装

置（
給
油
対
象
）

大
量
送
水
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

高
圧
発
電
機
車

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

注
：
上
記
以
外
の
可
搬
設
備
を
使
用
す
る
場
合
は
，
各
車
両
の
燃
料
消
費
量
を
考
慮
し
給
油
を
実
施
す
る
。

燃
料
消
費
量

(
各
機
器
)

○
　
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
3
,
0
0
0
L
）
へ
の
補
給

▽
　
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

 
 
 
 
燃
料
消
費
（
1
回
目
）

　
　
燃
料
消
費
（
2
回
目
）

運
転
開
始

▽

▽

運
転

開
始

運
転

開
始

運
転

開
始

▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

燃
料
消
費
量

(1
回
目

)：
2,
2
74
L

燃
料
消
費
量

(2
回
目
以
降

)：
2,
95
4
L

大
量
送
水
車

28
9L
（
25
5分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
89
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

22
8L
（
29
0分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
2
28
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

75
0L
（
14
5分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
7
50
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,0
0
7L
（
17
5分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
0
07
L）

大
量
送
水
車

26
1L
（
23
0分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
61
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

18
1L
（
23
0分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
1
81
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

1,
18
9L
（
23
0分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
1,
1
89
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,3
2
3L
（
23
0分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
3
23
L）

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

【
想
定
時
間
内
訳
】

①
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（
1回

目
）

：
2時

間
30
分

②
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（

2回
目
以
降
）
：

45
分

③
大
量
送
水
車
へ
の
給
油

：
15
分
（
給
油
間
隔

1時
間
40
分
）

④
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
の
給
油

：
15
分
（

給
油
間
隔

1時
間
40
分
）

⑤
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
の
給
油

：
20
分
（
給
油
間
隔

1時
間
35
分
）

⑥
高
圧
発
電
機
車
へ
の
給
油

：
20
分
（
給
油
間
隔

1時
間
35
分
）

【
燃
料
枯
渇
時
間
に
対
す
る
給
油
間
隔
の
成
立
性
】

（
燃
料
枯
渇
時
間
の
短
い
高
圧
発
電
機
車
（
燃
料
枯
渇
時
間

2時
間
）
を
代
表
と
し
て
記
載
）

高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
後
は
，
高
圧
発
電
機
車
の
給
油
間
隔
と
な
る
②
～
⑤
を
行
っ
た

後
に
高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
を
行
う
。

・
高
圧
発
電
機
車
給
油
間
隔
：

1時
間
35
分
＝
②

45
分
＋
③

15
分
＋
④

15
分
＋
⑤

20
分

②
～
⑥
は
，
移
動
時
間
・
補
給
準
備
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
，
給
油
間
隔
＋
⑥

20
分
に

お
い
て
も
燃
料
枯
渇
時
間
以
内
で
の
対
応
と
な
る
た
め
成
立
す
る
。

・
1時

間
35
分
＋
⑥

20
分

＝
１
時
間

55
分

＜
燃
料
枯
渇
時
間

2時
間

▽

▽
▽
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図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

７
日

間
サ

イ
ク

ル
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を
使
用
し

た
場
合

）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

２
／

２
）

 

（
１
日

間
分

の
記

載
。

内
訳
に
つ

い
て
は

各
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
の

軽
油

補
給

，
燃

料
給

油
時

間
参

照
）
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D/G D/G D/G 

Ｇ 

2A-M/C 2B-M/C 

2C-M/C 2HPCS-M/C 2D-M/C 

② ② ② 

2C-L/C 2D-L/C 

Ａ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

ＨＰＣＳ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

Ｂ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

Ａ－燃料移送 

ポンプ 

ＨＰＣＳ－燃料移送 

ポンプ 

Ｂ－燃料移送 

ポンプ 

Ａ－ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

ＨＰＣＳ－ 

ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

Ｂ－ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

66kV 送電線 220kV 送電線 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.14－64 図 非常用交流電源設備による給電 概要図

記載例 ○：操作手順番号を示す。 

 
【凡例】 

発電機 

非常用ディーゼル発電機 

遮断器 

低圧遮断器 

変圧器 

非常用ディーゼル発電機による受電電路（Ａ系） 

非常用ディーゼル発電機の燃料補給経路（Ａ系） 

非常用ディーゼル発電機による受電電路（Ｂ系） 

非常用ディーゼル発電機の燃料補給経路（Ｂ系） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による受電電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料補給経路 

Ｇ 

D/G 
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1.14－171 

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

る
給

電
確

認

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
中

央
制

御
室

か
ら

の
起

動
に

よ
る

給
電

 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
中
央
制
御
室
か
ら
の
起

動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

 
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
自
動
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

３
分

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の

中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
に
よ
る
給
電

１
分

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
給
電
確
認

 
            

第
1.

1
4
－

65
図

 
非

常
用
交

流
電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

 

173



  

1.14－172 

 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
１

）
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
２

）
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  
高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(常
用
) 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  
直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

(3
系
統
目
) 

1
15
V
系
直
流
盤
 

(3
系
統
目
) 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

【
凡

例
】

 蓄
電

池
 

配
線

用
遮

断
器

 

機
械

式
又

は
電

気
式

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

Ａ
－

1
1
5
V
系

蓄
電

池
 

に
よ

る
受

電
電

路
 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
蓄

電
池

 

に
よ

る
受

電
電

路
 

Ａ
，

Ｂ
－

原
子

炉
中

性
子

計
装

用
蓄

電
池

 

に
よ

る
受

電
電

路
 

D
C
/
A
C
 

変
換

器
 

切
替

ス
イ

ッ
チ

 

2
30
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
 

    

2
30
V
系
直
流
盤
（
RC
I
C）

 

    

※
 

※
 

計 装 設 備  

 
第

1
.1

4－
6
6
図

 
非

常
用
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
概

要
図
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手
順
の
項
目

移
動

，
不

要
負

荷
の

切
離

し

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

16
0

18
0

20
0

22
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

１
時
間
4
0
分

Ａ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池
に
よ
る
不
要
負
荷
の
切

離
し

 
                   

第
1.

1
4
－

67
図

 
非

常
用
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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（
１

）
代

替
電

源
（

交
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
及
び
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

を
使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ

Ｄ
系

受
電

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ

タ
ク

ラ
）

の
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

接
続

プ
ラ

グ
盤

に
接

続
）

に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

※
１

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ

る
Ｍ

／

Ｃ
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
の
場
合

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

南
側

の
高

圧
発

電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ

る
Ｍ

／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

の
場

合

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（

常
設

）
を

使

用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

外
部

電
源

喪
失

及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
負

荷
受

電
代
替
所
内
電
気
設
備
負
荷
受
電

原
子

炉
建

物
西

側
の

高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ

グ
収
納
箱
使
用
可
能

原
子

炉
建

物
南

側
の

高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ

グ
収
納
箱
使
用
可
能

号
炉

間
電

力
融

通

ケ
ー

ブ
ル

（
常

設
）

使
用
可
能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

Ye
s

Ye
s

No

Ye
s

N
o

Ye
s

No

Ye
s

No
Ye

s

N
o

Ye
s

No

Ye
s

No

凡
例

：
プ

ラ
ン

ト
状

態

：
操

作
，

確
認

：
判

断

：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
１

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合

※
２

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

健
全

な
場

合
の

優
先

順
位

を
示

す

※
３

非
常

用
所

内
電

気
設

備
の

受
電

が
優

先
と

す
る

が
，

プ
ラ

ン
ト

状
況

に
よ

り

代
替

所
内

電
気

設
備

の
受

電
を

優
先

す
る

場
合

も
あ

る

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
使

用
可

能

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続

プ
ラ
グ
盤
使
用
可
能

Ye
s

No

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（

可
搬

）
を

使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
Ｄ

系

受
電

優
先

1

優
先
2※

2

優
先

3※
2

優
先
4※

2

優
先

5
※

2

優
先

6※
2

優
先
1-
1 非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

優
先

2

優
先

3

優
先

4-
1

優
先

4-
2※

3

優
先

5-
1

優
先
5-

2※
3

優
先

6-
1

優
先
6-

2※
3

優
先

7
※

2

代
替

所
内

電
気

設
備

に

接
続

す
る

重
大

事
故

等

対
処
設
備
が
不
要

代
替

所
内

電
気

設
備

に

接
続

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
不

要

代
替

所
内

電
気

設
備

に

接
続

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
不

要

Ye
s

No

Ye
s

No

Ye
s

No

Ye
s

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

優
先
1-
2

No No

 

第
1
.1
4
－

6
8
図

 
重

大
事
故
等

時
の
対

応
手

段
選
択
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
３

）
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（
２

）
代

替
電

源
（

直
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

（
３

）
代

替
電

源
（

直
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

　
　

　
（

直
流

電
源

Ａ
系

喪
失

時
）

　
　

　
（

直
流

電
源

Ｂ
系

喪
失

時
）

外
部

電
源

喪
失

及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

Ａ
－
11
5V
系
蓄
電
池

に
よ

る
給

電

代
替
交
流
電
源
設
備

に
よ

る
給

電

Ａ
－
11
5V
系
充
電
器
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電

交
流

電
源

復
旧

全
交

流
動

力
電

源
喪

失

2
4
時

間
以

上
継

続

の
お

そ
れ

あ
り

常
設
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電

Y
e
s

N
o

外
部

電
源

喪
失

及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

Ｂ
－
11
5V
系
蓄
電
池

に
よ

る
給

電

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
後

，

８
時
間
以
内
に
代
替
交
流
電
源

設
備

に
よ

る
給

電
可

能

N
o

Ｂ
１
－
11
5V
系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）

に
よ

る
給

電

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
後

，

2
4
時

間
以

内
に

代
替

交
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
可

能

N
o

可
搬

型
直

流
電

源
設

備

使
用

可
能

可
搬

型
直

流
電

源
設

備

に
よ
る
給
電

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

代
替

交
流

電
源

設
備

に
よ
る
給
電

N
o

Y
e
s

Y
e
s

Ye
s

交
流

電
源

復
旧

Ｂ
－
11
5V
系
充
電
器
に
よ
る

Ｂ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電

凡
例

：
プ

ラ
ン

ト
状

態

：
操
作
，
確
認

：
判

断

：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 
 

第
1
.1
4
－

6
8
図

 
重

大
事
故
等

時
の
対

応
手

段
選
択
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

（
２

／
３

）
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（
４
）
代
替
電
源
（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手
段

（
５
）
代
替
電
源
（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手
段

　
　
　
（
直
流
電
源
Ｓ
Ａ
用
1
1
5
V
系
喪
失
時
）

　
　
　
（
直
流
電
源
2
3
0
V
系
喪
失
時
）

外
部
電
源
喪
失
及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

Ｓ
Ａ
用
1
1
5
V
系

蓄
電

池

に
よ
る
給
電

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
後
，

2
4
時
間
以
内
に
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
可
能

N
o

可
搬
型
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

代
替

交
流

電
源

設
備

に
よ
る
給
電

Y
e
s

Y
e
s

交
流
電
源
復
旧

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充
電
器
に
よ
る

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
受
電

凡
例

：
プ
ラ
ン
ト
状
態

：
操
作
，
確
認

：
判
断

：
重
大
事
故
等
対
処
設
備

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
直
流
盤

電
圧
が

許
容
最
低
電
圧
を
維
持
で
き
る
か

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）
に
よ
る

Ｓ
Ａ
用
1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電

N
o

No
可
搬
型
直
流
電
源
設
備

使
用
可
能

可
搬
型
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

代
替
交
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

No

Y
e
s

交
流
電
源
復
旧

2
3
0
V
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
に
よ
る

2
3
0
V
系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
受
電

外
部
電
源
喪
失
及
び

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
故
障

2
3
0
V
系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

に
よ
る
給
電

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
後
，

2
4
時
間
以
内
に
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
可
能

N
o

Y
e
s

 
 

第
1
.1
4
－

6
8
図

 
重

大
事
故
等

時
の
対

応
手

段
選
択
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

（
３

／
３

）
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添付資料 1.14.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／８） 

 

技術的能力審査基準（1.14） 
番

号 

 
設置許可基準規則（五十七条） 技術基準規則（七十二条） 

番

号 

【本文】 

発電用原子炉設置者におい

て、電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損

傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷及び運転停止中におけ

る発電用原子炉内の燃料体

（以下「運転停止中原子炉内

燃料体」という。）の著しい

損傷を防止するために必要

な電力を確保するために必

要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される

方針が適切に示されている

こと。 

 

① 

 【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準

事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷、原

子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な電力を確保

するために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

 

２ 発電用原子炉施設には、第三十

三条第二項の規定により設置され

る非常用電源設備及び前項の規定

により設置される電源設備のほ

か、設計基準事故対処設備の電源

が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著

しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するための常設の

直流電源設備を設けなければなら

ない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準事

故対処設備の電源が喪失したことに

より重大事故等が発生した場合にお

いて炉心の著しい損傷、原子炉格納

容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中における発

電用原子炉内の燃料体（以下「運転

停止中原子炉内燃料体」という。）の

著しい損傷を防止するために必要な

電力を確保するために必要な設備を

施設しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第四十五

条第一項の規定により設置される非

常用電源設備及び前項の規定により

設置される電源設備のほか、設計基

準事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合

において炉心の著しい損傷、原子炉

格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉

内燃料体の著しい損傷を防止するた

めの常設の直流電源設備を施設しな

ければならない。 

 

⑤ 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために

必要な手順等」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷等を

防止するために必要な電力

の確保 

－ 

 【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な電力

を確保するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な電力を

確保するために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

 

－ 

ａ）電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場

合において、代替電源によ

り、炉心の著しい損傷、原子

炉格納容器の破損、貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保する

ために必要な手順等を整備

すること。 

② 

 ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車

及びバッテリ等）を配備すること。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及

びバッテリ等）を配備すること。 

⑥ 

 ⅱ）常設代替電源設備として交流

電源設備を設置すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電

源設備を設置すること。 
⑦ 

 ⅲ）設計基準事故対処設備に対し

て、独立性を有し、位置的分散を

図ること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、

独立性を有し、位置的分散を図るこ

と。 
⑧ 
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1.14－178 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／８） 

 

技術的能力審査基準（1.14） 
番

号 

 
設置許可基準規則（五十七条） 技術基準規則（七十二条） 

番

号 

ｂ）所内直流電源設備から給

電されている２４時間内に、

十分な余裕を持って可搬型

代替交流電源設備を繋ぎ込

み、給電が開始できること。 

③ 

 ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備

は、負荷切り離しを行わずに 8時

間、電気の供給が可能であること。

ただし、「負荷切り離しを行わず

に」には、原子炉制御室又は隣接

する電気室等において簡易な操作

で負荷の切り離しを行う場合を含

まない。その後、必要な負荷以外

を切り離して残り 16時間の合計

24時間にわたり、電気の供給を行

うことが可能であること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、

負荷切り離しを行わずに 8時間、電

気の供給が可能であること。ただし、

「負荷切り離しを行わずに」には、

原子炉制御室又は隣接する電気室等

において簡易な操作で負荷の切り離

しを行う場合を含まない。その後、

必要な負荷以外を切り離して残り

16 時間の合計 24 時間にわたり、電

気の供給を行うことが可能であるこ

と。 

⑨ 

 ｃ）24 時間にわたり、重大事故等

の対応に必要な設備に電気（直流）

の供給を行うことが可能である可

搬型直流電源設備を整備するこ

と。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の

対応に必要な設備に電気（直流）の

供給を行うことが可能である可搬型

直流電源設備を整備すること。 

⑩ 

ｃ）複数号機設置されている

工場等では、号機間の電力融

通を行えるようにしておく

こと。また、敷設したケーブ

ル等が利用できない状況に

備え、予備のケーブル等を用

意すること。 

－ 

 ｄ）複数号機設置されている工場

等では、号機間の電力融通を行え

るようにあらかじめケーブル等を

敷設し、手動で接続できること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等

では、号機間の電力融通を行えるよ

うにあらかじめケーブル等を敷設

し、手動で接続できること。 － 

ｄ）所内電気設備（モーター

コントロールセンター

(MCC)、パワーセンター(P/C) 

及び金属閉鎖配電盤(メタク

ラ)(MC)等）は、共通要因で

機能を失うことなく、少なく

とも一系統は機能の維持及

び人の接近性の確保を図る

こと。 

④ 

 ｅ）所内電気設備（モーターコン

トロールセンター(MCC)、パワーセ

ンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤

(メタクラ)(MC)等）は、代替所内

電気設備を設けることなどにより

共通要因で機能を失うことなく、

少なくとも一系統は機能の維持及

び人の接近性の確保を図ること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコント

ロールセンター(MCC)、パワーセンタ

ー(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタク

ラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を

設けることなどにより共通要因で機

能を失うことなく、少なくとも一系

統は機能の維持及び人の接近性の確

保を図ること。 

⑪ 

 

 

 ２ 第２項に規定する「常設の直流

電源設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備とす

る。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、

負荷切り離し（原子炉制御室又は

隣接する電気室等において簡易な

操作で負荷の切り離しを行う場合

を含まない。）を行わずに 8 時間、

その後、必要な負荷以外を切り離

して残り 16 時間の合計 24 時間に

わたり、重大事故等の対応に必要

な設備に電気の供給を行うことが

可能であるもう１系統の特に高い

信頼性を有する所内常設直流電源

設備（3 系統目）を整備すること。 

２ 第２項に規定する「常設の直流電

源設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備とする。 

 

ａ）更なる信頼性を向上するため、

負荷切り離し（原子炉制御室又は隣

接する電気室等において簡易な操作

で負荷の切り離しを行う場合を含ま

ない。）を行わずに 8 時間、その後、

必要な負荷以外を切り離して残り

16 時間の合計 24 時間にわたり、重

大事故等の対応に必要な設備に電気

の供給を行うことが可能であるもう

１系統の特に高い信頼性を有する所

内常設直流電源設備（3 系統目）を

整備すること。 

⑫ 
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1.14－179 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 既設 

① 

⑤ 
－ － － － － － 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 既設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料デイタンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料デイタンク 
既設 

非常用ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路 
既設 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 
既設 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 
既設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 
既設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送系配管・弁 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料移送系配管・弁 
既設 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

Ａ－115V 系蓄電池 既設 

① 

⑤ 
－ － － － － － 

Ｂ－115V 系蓄電池 既設 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 既設 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 既設 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 既設 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 新設 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 新設 

Ａ－115V 系充電器 既設 

Ｂ－115V 系充電器 既設 

高圧炉心スプレイ系充電器 既設 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 既設 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 既設 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 新設 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－180 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 新設 

① 

② 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

－ － － － － － 

ガスタービン発電機用サービスタンク 新設 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 新設 

ガスタービン発電機用燃料移送系 

配管・弁 
新設 

ガスタービン発電機～ 

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
新設 

ガスタービン発電機～ 

ＳＡロードセンタ電路 
新設 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセン

タ～ＳＡ１コントロールセンタ電路 
新設 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセン

タ～ＳＡ２コントロールセンタ電路 
新設 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接

続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路 
新設 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接

続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路 
新設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設 

－ － － － 

号
炉
間
電
力
融
通
電
気
設
備 

に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル 

（常設） 
常設 

１時間 

35分 
３名 

自 主 対

策 と す

る 理 由

は 本 文

参照 

号炉間電力融通ケーブル 

（常設）～常用高圧母線Ａ系～非

常用高圧母線Ｃ系電路 

常設 

号炉間電力融通ケーブル 

（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非

常用高圧母線Ｄ系電路 

常設 

号炉間電力融通ケーブル 

（可搬型） 
可搬 

１時間 

35分 
６名 

自 主 対

策 と す

る 理 由

は 本 文

参照 

号炉間電力融通ケーブル 

（可搬型） ～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

可搬 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－181 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

    

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機 
常設 

１時間 

15分 
３名 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料デイタンク 
常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機～非常用高圧母線Ｈ

ＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系

～非常用高圧母線Ｃ系電路 

常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機～非常用高圧母線Ｈ

ＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系

～常用高圧母線Ｂ系～非常用

高圧母線Ｄ系電路 

常設 

高圧炉心スプレイ補機冷却系

（高圧炉心スプレイ補機海水

系を含む。） 

常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク 
常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料移送ポンプ 
常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料移送系配管・弁 
常設 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 新設 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

－ － － － － 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物西側）電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

新設 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物南側）電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

新設 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続 

プラグ盤電路 
新設 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高

圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

新設 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

新設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ドレン弁 
新設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

ホース 新設 

タンクローリ 新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－182 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源 

設
備
に
よ
る
給
電 

Ｂ－115V 系蓄電池 新設 

① 

② 

⑤ 

⑧ 

⑨ 

－ － － － － － 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 新設 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 新設 

ＳＡ用 115V 系蓄電池 新設 

Ｂ－115V 系充電器 既設 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 新設 

ＳＡ用 115V 系充電器 新設 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流

母線電路 
新設 

常
設
代
替
直
流
電
源 

設
備
に
よ
る
給
電 

ＳＡ用 115V 系蓄電池 新設 
① 

② 

⑤ 

⑧ 

⑨ 

－ － － － － － 
ＳＡ用 115V 系充電器 新設 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流

母線電路 
新設 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備 

（
３
系
統
目
）
に
よ
る
給
電 

115V 系蓄電池（３系統目） 新設 
① 

② 

⑤ 

⑧ 

⑫ 

－ － － － － － 

115V 系蓄電池（３系統目）～直流母線

電路 
新設 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 新設 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 可搬 

３時間 

25分 
５名 自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設 直流給電車 115V 可搬 

ＳＡ用 115V 系充電器 新設 直流給電車 230V 可搬 

230V 系充電器（常用） 新設 

高圧発電機車～直流給電車～

直流給電車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）電路 

可搬 

高圧発電機車～高圧発電機車接続 

プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 
新設 

直流給電車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）～直流母線

電路 

常設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（原子炉建物西側）～直流母線電路 
新設 

高圧発電機車～直流給電車～

直流給電車接続プラグ収納箱

（廃棄物処理建物南側）電路 

可搬 

高圧発電機車～高圧発電機車接続 

プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 
新設 

直流給電車接続プラグ収納箱

（廃棄物処理建物南側）～直流

母線電路 

常設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（原子炉建物南側）～直流母線電路 
新設 

－ － － － 
高圧発電機車～緊急用メタクラ接続

プラグ盤電路 
新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－183 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ 

直流母線電路 
新設 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機用 

軽油タンク 
常設 

－ － 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設 
ガスタービン発電機用 

軽油タンクドレン弁 
常設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ドレン弁 
新設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
常設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク 
常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機燃料貯蔵タンク 
既設 ホース 可搬 

ホース 新設 タンクローリ 可搬 

タンクローリ 新設 － － 

－ － － － 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を 

使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

号炉間連絡ケーブル 常設 55分 ２名 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ 新設 

① 

④ 

⑤ 

⑪ 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
使
用
の
場
合
） 

緊急用メタクラ 常設 

－ － 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

メタクラ切替盤 新設 メタクラ切替盤 常設 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 新設 
緊急用メタクラ接続プラグ

盤 
常設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 新設 
高圧発電機車接続プラグ収

納箱 
常設 

ＳＡロードセンタ 新設 ＳＡロードセンタ 常設 

ＳＡ１コントロールセンタ 新設 ＳＡ１コントロールセンタ 常設 

ＳＡ２コントロールセンタ 新設 
非常用コントロールセンタ

切替盤 
常設 

充電器電源切替盤 新設 重大事故操作盤 常設 

ＳＡ電源切替盤 新設 非常用高圧母線Ｃ系 常設 

重大事故操作盤 新設 非常用高圧母線Ｄ系 常設 

非常用高圧母線Ｃ系 既設 
－ － － － － 

非常用高圧母線Ｄ系 既設 

燃
料
補
給
設
備
に
よ
る
給
油 

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設 

① 

② 

⑤ 

－ － － － － － 

ガスタービン発電機用軽油タンクド

レン弁 
新設 

非常用ディーゼル燃料発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機燃料貯蔵タンク 
既設 

ホース 新設 

タンクローリ 新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－184 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８／８） 

技術的能力審査基準(1.14) 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子

炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転

停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中

原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために

必要な電力を確保するために必要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子

炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を

確保するために必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための手順等をいう。 

― 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確

保 

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて、代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容

器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を

確保するために必要な手順等を整備すること。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常

設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，所内常設直

流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備及び燃料補給

設備を設置又は配備し，非常用所内電気設備及び代替所内電

気設備に給電するために必要な手順等を整備する。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十

分な余裕を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電

が開始できること。 

可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備を設置又

は配備し，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び

充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電

器，230V系充電器（常用））を組み合わせた可搬型直流電源

設備により直流設備へ給電するために必要な手順等を整備

する。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通

を行えるようにしておくこと。また、敷設したケ－ブル等が

利用できない状況に備え、予備のケ－ブル等を用意するこ

と。 

― 

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、

パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)

等）は、共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統

は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

非常用所内電気設備と共通要因で同時に機能を喪失する

ことなく，少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性を

確保する設計とした代替所内電気設備を設置し，発電用原子

炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設

備の電源を復旧するために必要な手順等を整備する。 
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1.14－185 

(6)  所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

 

(a) 操作概要 

全交流動力電源喪失時において，ＳＡ用 115V 系蓄電池の枯渇等により

直流母線電圧が許容最低電圧以上を維持できない場合に，所内常設直流電

源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池（３系統目）による直流母線へ

の給電に切替えを行う。 

 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器

室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（中央制御室） 

 

(c) 必要要員数及び想定時間 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電切替えに必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：20分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●給電準備：想定時間５分，所要時間目安１分 

・給電準備：所要時間目安１分 

●給電操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・給電操作：所要時間目安１分 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，給電準備：想定時間 15分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：中央制御室からＢ－計装電気

室，充電器室） 

・給電準備：所要時間目安４分（給電準備：Ｂ－計装電気室，充電器

室） 

 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 
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操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の遮断器操作であり，十分な作業スペースもある

ことから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 
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ｃ．Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系から蓄電池室換気設備及び充電器盤（Ｂ１

－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤

（常用））への給電 

 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によりＳＡコントロールセンタ受電後，仮設ケーブルを敷

設及び接続して蓄電池室換気設備を起動し，蓄電池充電時の水素ガスの滞

留を防止する。また，蓄電池室の換気を実施した後，充電器盤（Ｂ１－115V

系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器盤及び 230V系充電器盤（常用））

の受電操作を行う。 

 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車による充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用

115V系充電器盤及び 230V系充電器盤（常用））受電のうち，最長時間を要

する高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤に接続）による給電の仮設ケーブル接続前準備，仮

設ケーブル敷設，充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V

系充電器盤及び 230V系充電器盤（常用））受電操作及び蓄電池室換気設備

起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対

策要員３名） 

想定時間 ：３時間以内（所要時間目安※１：１時間 41分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●排風機運転：想定時間 10分，所要時間目安２分 

・排風機運転：所要時間目安２分 

●所内常設直流電源設備（３系統目）からの給電切替え：想定時間５分，

所要時間目安１分 

・所内常設直流電源設備（３系統目）からの給電切替え：所要時間目

安１分 
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【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準備：想定時間１時間

10分，所要時間目安 43分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付

属棟 ２階） 

・中央制御室排風機ケーブル接続準備：所要時間目安１分（接続準備：

原子炉建物付属棟 ２階） 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31分（排風機起動準備：

廃棄物処理建物 ２階） 

●移動，排風機電源復旧：想定時間 20分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：廃棄物処理建物 ２階から原

子炉建物付属棟 ３階） 

・中央制御室排風機電源復旧：所要時間目安１分（中央制御室排風機

電源復旧：原子炉建物付属棟 ３階） 

●移動，充電器盤への給電，受電操作：想定時間 50 分，所要時間目安

20分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉建物付属棟 ３階から

充電器室） 

・Ｂ１－115V充電器盤（ＳＡ）受電：所要時間目安３分（電源切替

え操作及び受電確認：充電器室） 

・ＳＡ用 115V系充電器盤受電：所要時間目安３分※２（電源切替え操

作及び受電確認：充電器室） 

・230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：所要時間目安８分（電源切替

え操作及び受電確認：充電器室） 

※２：所内常設直流電源設備（３系統目）からの給電切替えの場合：

４分 

 

【緊急時対策要員３名】 

●移動，仮設ケーブル敷設，接続：想定時間１時間 40 分，所要時間目

安１時間 12分 

・移動：所要時間目安 26分（移動経路：ガスタービン発電機建物近

傍から原子炉建物付属棟 ３階） 

・仮設ケーブル敷設，接続：所要時間目安 46分（原子炉建物付属棟

２階及び３階） 

 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 
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作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作，充電器室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の遮断器操作であり，十分な作業スペースもある

ことから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），所内通信連絡設備（警報装置を含む。），

電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本

部との連絡が可能である。 
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電源切替え操作 
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添付資料 1.14.3 

不要直流負荷切離しリスト（１／３） 

 

Ｂ－115V系直流盤負荷 

操作場所 FFB 用途名称 
使用

時間 

負荷

（A） 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
21 原子炉建物照明 地下１階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
22 廃棄物処理建物照明 地下中１階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
23 廃棄物処理建物照明 １階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
24 原子炉建物照明 ２階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
25 原子炉建物照明 ２階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
21 ２Ｂ－メタクラ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
22 ２Ｂ１－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
23 ２Ｂ２－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
24 遮断器テスト電源（常用電気室Ｌ／Ｃ） 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
30 ２Ｄ－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
31 遮断器テスト電源（Ｂ－非常用電気室） 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
35 Ｂ－ディーゼル発電機ＡＶＲ盤 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
36 Ｂ－計装用無停電交流電源装置 8h 154 
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不要直流負荷切離しリスト（２／３） 

 

Ｂ－115V系直流盤負荷 

操作場所 FFB 用途名称 使用時間 
負荷 

（A） 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
25 Ｂ－再循環ＭＧ開閉器盤 8h 

50.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
28 Ｂ－中央分電盤（常用） 8h 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
34 Ｂ－ディーゼル発電機制御盤 8h 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
33 中央制御室外原子炉停止制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
1D ＲＣＷ遮断弁回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
2D 共通盤（ＨＶＡＣ） 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
4D 後備スクラムパイロット弁回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
5D ＳⅡ－ＲＣＷ，ＲＳＷ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
7D Ｂ，Ｃ－ＲＨＲ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
9D Ｂ－ＳＧＴ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
10D Ｂ－ＰＬＲポンプモータ不足電圧継電器盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
11D Ｂ－計装用無停電交流電源装置 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
12D Ｂ－中央制御室冷凍機制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
13D ＡＭ設備制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
14D 

Ｂ－Ｒ／Ｂオペフロ水素濃度計測盤 

ＳＦＰ温度計測回路 
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
15D 

２Ｄ２，２Ｄ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ 

切替盤 
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
16D 

Ｂ１－水素検出装置盤 

（Ｂ２－水素検出装置盤） 
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
17D 補助消火ポンプ制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
18D ２Ｓ－Ｒ／Ｂコントロールセンタ 8h 

  合計  244.5 
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不要直流負荷切離しリスト（３／３） 

 

Ａ－115V系直流盤負荷 

操作場所 FFB 用途名称 
使用

時間 

負荷

（A） 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
1 ２Ａ－メタクラ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
2 ２Ａ１－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
3 ２Ａ２－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
4 遮断器用テスト電源（常用電気室Ｍ／Ｃ） 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
10 ２Ｃ－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
11 遮断器テスト電源（Ａ－非常用電気室） 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
13 Ａ－ディーゼル発電機ＡＶＲ盤 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
14 Ａ－計装用無停電交流電源装置 70分 154.0 

  合計  154.0 
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電
機
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
・
２
－
Ｆ
Ｓ

 
Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器

 
２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
・
予
備
緊
急
用
Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器

 

添付資料 1.14.8(2) 

198



  

1.14－197 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
２
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.1

 
代

替
電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
 

ｂ
．
号
炉
間
電
力
融
通

ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を

使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系

受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

号
炉

間
電

力
融

通
に

伴
う

受
電

遮
断
器

 

予
備
変
受
電
遮
断
器

 

１
号

炉
の

常
用

高
圧

母
線

及
び

非
常
用
高
圧
母
線

 
１
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ

 
１
Ｂ
－
メ
タ
ク
ラ

 
１
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 
１
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

常
用
高
圧
母
線
，
非
常
用
高
圧
母

線
 

２
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ

 
２
Ｂ
－
メ
タ
ク
ラ

 
２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

ｃ
．
高
圧
発
電
機
車
に

よ
る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
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1.14－198 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
３
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.1

 
代

替
電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
) 

代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 

ｃ
．
高
圧
発
電
機
車
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電
 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

遮
断

器
 

２
号
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
遮

断
器

 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 
２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 
２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 

ｄ
．
号
炉
間
電
力
融
通

ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）

を
使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
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1.14－199 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
４
／
１
０
）

 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.1

 
代

替
電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
) 

代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 

ｄ
．
号
炉
間
電
力
融
通

ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）

を
使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系
受
電
 

１
号
炉
の
非
常
用
高
圧
母
線

 
１
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 
１
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

非
常
用
高
圧
母
線

 
２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 
２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 

代
替
直

流
電

源
設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
所
内
常
設
蓄
電
式

直
流

電
源

設
備

及
び

常
設

代
替

直
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
，
Ｂ
１

－
11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）

及
び
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤

に
て

負
荷

電
圧

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認

 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て

負
荷
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認

 
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧

が
94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１

－
11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
へ

の
切
替
え

 

Ｂ
－

11
5V

系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１
－
11
5V

系

蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
へ
の
切
替
え
操
作
を
Ｂ

－
11
5V

系
直
流
盤
及
び
Ｂ
－
11
5V

系
直
流

盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
実
施

(操
作
場
所
: 
廃
棄

物
処
理
建
物
地
下
中
１
階
Ｂ
－
計
装
用
電

気
室
及
び
充
電
器
室

) 
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1.14－200 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
５
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源

（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手

順
 

(1
)
 
代
替
直
流
電
源
設

備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．
所
内
常
設
蓄
電
式
直

流
電

源
設

備
及

び
常

設

代
替

直
流

電
源

設
備

に

よ
る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
蓄
電
池
の
電
圧
が
放

電
電

圧
の

最
低

値
を

下
回

る
お

そ

れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
 

Ｂ
－

1
1
5V

系
蓄
電
池
の
電
圧
が

9
4.
5
V
を
下

回
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）

蓄
電

池
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
１
－

1
1
5V

系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
負
荷
電

圧
が

9
4
.
5V

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
Ａ

－
計

装
コ

ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器
 

２
Ａ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
遮
断
器
 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
の
運
転
状

態
及

び
充

電
器

電
圧

指
示

値
が

規

定
電
圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

充
電
器
出
力
電
圧
が

9
4.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と

を
確
認
 

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
受

電
操

作
又

は

受
電
確
認
を
実
施
し
，
中
央
制
御
室

監
視

計
器

電
源

が
復

旧
さ

れ
た

こ

と
を
確
認
 

Ａ
－
無
停
電
交
流
電
源
装
置
の
受
電
操
作
又

は
受
電
確
認
を
実
施
し
，
電
源
が
復
旧
さ
れ
た

こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－
中
央
制
御
室
排
風
機
 

Ｂ
－
中
央
制
御
室
排
風
機
 

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

の
Ｂ

－
計

装
コ

ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器
 

２
Ｂ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
遮
断
器
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1.14－201 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
６
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 
代
替
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
所
内
常
設
蓄
電
式

直
流
電
源
設
備
及
び
常

設
代
替
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
充
電
器

電
圧

指
示

値
が

規
定

電
圧

で
あ

る
こ
と
を
確
認

 

充
電
器
出
力
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ

Ａ
）
充
電
器
電
圧
指
示
値
が
規
定

電
圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

充
電
器
出
力
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認

 

充
電
器
出
力
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 

23
0V

系
充
電
器
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

充
電
器
出
力
電
圧
が

19
4.
4V

以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

の
受

電
操

作
又

は
受
電
確
認
を
実
施
し
，
中
央
制

御
室

監
視

計
器

電
源

が
復

旧
さ

れ
た
こ
と
を
確
認

 

Ｂ
－
無
停
電
交
流
電
源
装
置
の
受
電
操
作

又
は
受
電
確
認
を
実
施
し
，
電
源
が
復
旧

さ
れ
た
こ
と
を
確
認

 

ｂ
．
所
内
常
設
直
流
電
源

設
備
（
３
系
統
目
）
に
よ

る
給
電
 

 

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る

こ

と
を
確
認
 

 

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
電
圧
が

9
2
V

～
1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

 

ｃ
．
可
搬
型
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

充
電
器
切
替
盤

 
Ｂ
１
－

11
5V

系
（
Ｓ
Ａ
）
充
電
器
電
源
切

替
盤
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1.14－202 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
７
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 
代
替
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
ｃ
．
可
搬
型
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

充
電
器
運
転
開
閉
器

 
Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
 

23
0V

系
充
電
器
盤
（
常
用
）
 

充
電

器
盤

充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る

こ
と

を
確

認
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て

負
荷
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認

 
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧

が
94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

23
0V

系
充
電
器
盤
（
常
用
）
に
て
負
荷
電

圧
が

19
4.
4V

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

ｄ
．
直
流
給
電
車
に
よ

る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
及
び

23
0V

系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
へ
の
給

電
状

況
に

異
常

が
な

い
こ

と
及

び
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
の
確
認

 

Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92

V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

23
0V

系
直

流
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

電
圧

が

17
2.
5V
～
25
3V

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）

及
び

23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）

へ
の

給
電

状
況

に
異

常
が

な
い

こ
と

及
び

電
圧

指
示

値
が

規
定

電
圧
で
あ
る
こ
と
の
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）
電
圧
が

92
V

～
12
6.
5V

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）
電
圧
が

17
2.
5
V

～
25
3V

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

(2
) 

非
常
用
直
流
電

源
喪
失
時
の
遮
断
器

用
制
御
電
源
確
保

 

ａ
. 
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系

蓄
電

池
に

よ
る

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
受
電
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
蓄
電

池
電
圧
指
示
値
が
規
定
電
圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認

 

電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
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1.14－203 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
８
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(2
) 

非
常
用
直
流
電

源
喪
失
時
の
遮
断
器

用
制
御
電
源
確
保

 

ｂ
.
非

常
用

直
流

電
源

喪
失
時
の
Ａ
－
11
5V

系

直
流
盤
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器
 

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
母

線
連

絡
遮

断
器

及
び

Ｍ
／

Ｃ
 

Ａ
系

の
受

電
遮
断
器

 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器

 

予
備
変
受
電
遮
断
器
 

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

へ
給

電
す

る
た

め
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

遮
断

器
 

２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
Ａ

－
計

装
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器

 

Ａ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断

器
 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
及
び
Ａ

－
11
5V

系
直
流
盤
の
電
圧
指
示

値
が

規
定

電
圧

で
あ

る
こ

と
を

確
認

 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
電
圧
が

94
.5

V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

１
号

炉
の

常
用

高
圧

母
線

及
び

非
常

用
高

圧
母

線
の

母
線

連
絡

及
び
予
備
変
受
電
の
遮
断
器

 

１
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器
 

１
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器
 

予
備
変
受
電
遮
断
器
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1.14－204 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
９
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(3
)
 
号
炉
間
連
絡
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

し
た

直
流
電
源
確
保
 

ａ
．
号
炉
間
連
絡
ケ
ー

ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
又
は
Ｂ

－
11
5V

系
直
流
盤
受
電
 

他
号

炉
の

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

１
Ｔ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
１
Ｕ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

当
該

号
炉

の
Ｃ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ａ
－
計
装
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｂ
－
計
装
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
充
電
器

電
圧
指
示
値
，
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤
電
圧
指
示
値

 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
電
圧
が

94
.5

V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
充
電
器

電
圧
指
示
値
，
Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤
電
圧
指
示
値
が
規
定
電
圧
 

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
電
圧
が

94
.5

V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

1.
14
.2
.3

 
代

替
所

内
電

気
設

備
に

よ
る

対
応
手
順

 

(1
)
 
代
替
所
内
電
気

設
備
に
よ
る
給
電

 

ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
又
は
高
圧
発
電
機

車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド

セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
２
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

動
力

変
圧

器
用
遮
断
器
以
外
の
遮
断
器

 

２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
受
電
遮
断
器

 

２
号
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
・
２
－
Ｆ
Ｓ

 
Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器

 

２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
・
予
備
緊
急
用
Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

を
電

圧
確
認

 
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

の
電

圧
が

62
10

V
～

75
90
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
Ｓ
Ａ
－

 
Ｌ
／
Ｃ
へ
の
遮
断
器

 
２
－
Ｓ
Ａ
動
力
変
圧
器
遮
断
器
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1.14－205 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
１
０
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.3

 
代

替
所

内
電

気
設

備
に

よ
る

対
応
手
順

 

(1
)
 
代
替
所
内
電
気

設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
又
は
高
圧
発
電
機

車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド

セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
 

Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ
の
電
圧
確
認

 
Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ
の
電
圧
が

39
1V
～
50
6V

で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

Ｓ
Ａ

電
源

切
替

盤
に

て
各

電
動

弁
電
源
を
「
Ｓ
Ａ
側
」
へ
切
替
え

 
「
Ｄ
Ｂ
Ａ
側
」
か
ら
「
Ｓ
Ａ
側
」
へ
受
電

切
替
え
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

遮
断

器
 

２
号
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
遮

断
器

 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 
２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 
２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
Ｓ
Ａ
－

 
Ｌ

／
Ｃ

へ
の

遮
断

器
及

び
非

常
用
高
圧
母
線
用
遮
断
器

 

２
－
Ｓ
Ａ
動
力
変
圧
器
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

1.
14
.2
.5

 
重

大
事

故
等
対
処
設
備
（
設
計

基
準
拡
張
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(2
)
 
非
常
用
直
流
電

源
設
備
に
よ
る
給
電

 
 

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
，
Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
系
直
流
盤
，

23
0V

系
直
流
盤

（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
，
Ａ
－
原
子
炉
中

性
子

計
装

用
充

電
器

盤
及

び
Ｂ

－
中

性
子

計
装

用
充

電
器

盤
電

圧
指

示
値

が
規

定
値

で
あ

る
こ

と
を
確
認

 

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｈ
Ｐ

Ｃ
Ｓ

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

23
0V

系
直

流
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

電
圧

が
17

2.
5V
～
25
3V

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
充
電
器
盤
電

圧
が
＋
21
V
以
上
又
は
－
21
V
以
下
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 
Ｂ
－
中
性
子
計
装
用
充
電
器
盤
電
圧
指
示

値
電
圧
が
＋
21
V
以
上
又
は
－
21
V
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
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添付資料 1.14.9 

 

1.14－206 

所内常設直流電源設備（３系統目）を直流電源に追加する場合の有効性評価の変

更の必要性について 

 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置するにあたり，既許可（2021 年９

月）からの炉心損傷防止対策等の有効性評価の変更の必要性について検討した。

検討の結果，所内常設直流電源設備（３系統目）の設置による有効性評価に変更

は無いことを確認した。 

 

１．対象となる事故シーケンス 

「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド」のうち，事故シーケンス「全交流動力電源喪

失」が該当。 

 

２．有効性評価の変更の必要性の検討 

（１）重大事故等対処設備の単一故障 

重大事故等対処に係る有効性評価においては，設計基準事故対処設備の故

障による炉心損傷防止又は原子炉格納容器の破損防止のため，技術基準の要

求を満足する重大事故等対処設備を選定し，解析結果及び体制・手順により

重要事故シーケンスが成立することを説明している。 

有効性評価においては，設計基準事故対処設備の多重故障等により起こり

うる炉心損傷等を重大事故等対処設備により防止することを確認している

が，有効性評価における基本的考え方の中で「重大事故等対処設備の単一故

障は考えない※」としている。 

※「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド」 

 

（２）所内常設直流電源設備（３系統目）の使用の優先順位 

全交流動力電源喪失時における蓄電池の優先順位は以下のとおり。 

ベース：常設代替直流電源設備 

優先順位１：所内常設直流電源設備（３系統目） 

 

全交流動力電源喪失時に，自動動作により給電される常設代替直流電源設

備は，早期の交流電源の復旧見込みがない場合，24時間にわたって給電を確

保可能であることからベースとして使用する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，全交流動力電源喪失時に可搬型直

流電源設備による代替電源（直流）からの給電準備が完了するまでに常設代

替直流電源設備の想定外の枯渇等による機能喪失があった場合，遠隔操作に

より所内常設直流電源設備（３系統目）を使用することにより 24 時間以上

にわたって直流電源を確保可能であることから第一優先で使用する。 
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1.14－207 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）を使用する場合には，中央制御

室にて投入操作を行うことによって速やかに給電することが可能である。 

したがって，有効性評価に変更の必要は無い。 

 

（３）有効性評価の変更の必要性 

（１）及び（２）の理由により，所内常設直流電源設備（３系統目）の設

置による重大事故等の対処に対する有効性評価の変更は無い。 
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1.15－1 
 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握する

ための手段及び設備 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超え

た場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

ｅ．手順等 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

ａ．代替パラメータによる推定 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電 

ｂ．常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通電気

設備からの給電 

ｃ．所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備又は直流給電車

からの給電 

ｄ．設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給 

  電 

ｅ．所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処設備と重大事

故等対処設備を兼用する計装設備への給電 

ｆ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

ｇ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 
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添付資料 1.15.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.15.2 重大事故等対処に必要なパラメータの選定 

添付資料 1.15.3 重大事故等対処に係る監視事項 

添付資料 1.15.4 重大事故等対策の成立性 

1. 設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する 

計装設備への給電 

2. 所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処

設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給電 

3．可搬型計測器の接続操作 

添付資料 1.15.5 可搬型計測器の必要台数整理 

添付資料 1.15.6 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場

合の影響について 

添付資料 1.15.7 原子炉水位不明時の対応について 

添付資料 1.15.8 自主対策設備仕様 

添付資料 1.15.9 手順のリンク先について 

 

下線は，今回の提出資料を示す。 
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1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のもの

を含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有

効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大

事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検

討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把

握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化

すること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の

発電用原子炉施設の状態を推定すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確

からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定さ

れる重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録がで

きること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テ

スター又は換算表等）を整備すること。 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により，当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計

器の故障（検出器の測定値不良，ケーブルの断線等）時の対応，計器の計測範囲

を超えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録する手順等を

整備する。 
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1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を実施

するため，発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータを，「技術的能力に係

る審査基準」（以下「審査基準」という。）1.1～1.15の手順着手の判断基準

及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用

いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。 

なお，審査基準 1.16～1.19の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられ

るパラメータについては，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功

させるための手順ではないため，各々の手順において整備する。 

（添付資料 1.15.3） 

 

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対策，格納容器破損

防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状

態を直接監視するパラメータ※１（以下「主要パラメータ」という。）及び主要

パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定する。 

※１：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃

度及び放射線量率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，

格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建物内の水素濃度，原

子炉格納容器内の酸素濃度，燃料プールの監視。 

 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失に

より，主要パラメータを計測することが困難となった場合において，主要パラ

メータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用い

て対応する手段を整備し，重大事故等対処設備を選定する（第 1.15－1図，第

1.15－2図）。（以下「機能喪失原因対策分析」という。） 

さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等，

想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータの記録手順及びそのた

めに必要となる重大事故等対処設備を選定する。抽出パラメータのうち，発電

用原子炉施設の状態を直接監視することができないパラメータについては，電

源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状

態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助

パラメータ」という。）に分類し，第 1.15－4表に整理する。なお，重大事故

等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については，

各条文の「設置許可基準規則」第四十三条への適合状況のうち，(2)操作性（「設

置許可基準規則」第四十三条第一項二）にて，適合性を整理する。 
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重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自

主対策設備※２を選定する。 

※２ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，「設置許可基準

規則」第五十八条及び「技術基準規則」第七十三条（以下「基準規則」という。）

の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対

策設備との関係を明確にする。 

（添付資料 1.15.1） 

 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備

としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパラメータ

をいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測

することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備

としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。 

 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備

としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパラメータ

をいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測され

るパラメータをいう。 

 

また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備は以下のとおり分

類する。 

主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要計器 

重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有し，

重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 

・常用計器 

主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外の自主対策設備の

214



1.15－6 
 

計器をいう。 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有

し，重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 

・常用代替計器 

代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器以外の自主対策設

備の計器をいう。 

 

なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，かつその代替パ

ラメータも重大事故等対処設備で計測できない場合は，重大事故等時に発電用

原子炉施設の状態を把握するため，主要パラメータを計測する計器の１つを重

大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。 

（添付資料 1.15.2） 

 

以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを第 1.15－2 表に示す。併せて，設計基準を超える状態における発電用原子

炉施設の状態を把握する能力を明確化するために，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源からの給電の

有無についても整理する。 

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原

子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計

測範囲を超えた場合，発電用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備す

る。 

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，記録する手順等を

整備する。 

（添付資料 1.15.2） 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器故障及び計器の計

測範囲（把握能力）を超過した場合を想定する。また，全交流動力電源喪失及

び直流電源喪失による計器電源の喪失を想定する。 

 

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握する

ための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合，

発電用原子炉施設の状態を把握するため，多重化された計器の他チャンネ

ル※３の計器により計測する手段及び代替パラメータを計測する計器によ

り当該パラメータを推定する手段がある（第 1.15－3表）。 

 

※３ チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータの監視機能が喪

失しないように，１つのパラメータを測定原理が同

じである複数の計器で監視しており，多重化された

監視機能のうち，検出器から指示部までの最小単位

をチャンネルと呼ぶ。 

 

他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。 

・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータを計測す

る計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，

当該パラメータの他チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位

置付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のうち，重要代替計

器は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することがで

きる。また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備
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であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設

の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。 

なお，電源は非常用電源から供給している。 

 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超え

た場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は，発電

用原子炉施設の状態を把握するため，代替パラメータを計測する計器によ

り必要とするパラメータの値を推定する手段及び可搬型の計測器により計

測する手段がある。 

代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

可搬型の計測器による計測に使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータの値が計

器の計測範囲を超えた場合に，発電用原子炉施設の状態を把握するための

設備のうち，重要代替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として

位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを把握することがで

きる。また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設

の状態を把握することが可能なことから，代替手段として有効である。 

 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

(a) 対応手段 

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し，
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監視機能が喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から給電し，当該パ

ラメータの計器により計測又は監視する手段がある。 

また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を内蔵した可搬型の

計測器を用いて計測又は監視する手段がある。計器の電源構成を第 1.15－

4図に示す。 

代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・号炉間電力融通電気設備 

代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・所内常設直流電源設備（３系統目） 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下のとおり。 

・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，所内常設蓄電式直流電源設

備，常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型

直流電源設備，可搬型計測器は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することがで

きる。また，以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・直流給電車 

全交流動力電源喪失時には代替交流電源設備による給電を優先して

実施しているため，高圧発電機車は配備されており，可搬型直流電源

設備としては，電路構成等により対応することが可能である。その状

態に追加して直流給電車２台（直流給電車 115V 及び直流給電車 230V）

の配備が必要となり時間を要するが，給電可能であれば重大事故等の

対処に必要となるパラメータの監視が可能となることから代替手段と

して有効である。 
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・号炉間電力融通電気設備 

耐震性は確保されていないが，１号炉のディーゼル発電機の健全性

が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保す

るための手段として有効である。 

 

ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃

度，放射線量率等，想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する手段がある。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下

のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置により構成さ

れる。 

 

また，重大事故等時の有効監視パラメータが使用できる場合は，パラメ

ータを記録する手段がある。 

有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

・中央制御室記録計 

 

なお，その他の記録として，プラントトリップ状態を記録する手段があ

る。 

その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・運転監視用計算機 

 

重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

へ記録するが，可搬型計測器により測定したパラメータの値，複数の計測

結果を使用し計算により推定する監視パラメータ（計測結果を含む。）の

値は，記録用紙に記録する手順を整備する。 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備である

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故等対処設備として

位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 
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（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメータを記録するこ

とができる。また，以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・運転監視用計算機 

・中央制御室記録計 

耐震性を有していないが，設備が健全である場合は重大事故等の対

処に必要となる監視パラメータの記録が可能なことから代替手段とし

て有効である。 

 

ｅ．手順等 

上記の「ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状

態を把握するための手段及び設備」，「ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力

及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視する

パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態

を把握するための手段及び設備」，「ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した

場合の手段及び設備」及び「ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段

及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要領

書（徴候ベース），原子力災害対策手順書及びＡＭ設備別操作要領書に定め

る（第 1.15－1表）。  
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1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測することが困難となった

場合，当該パラメータを推定する手順を整備する（第 1.15－3表）。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために

必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合※１。 

 

※１：重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合 

 

ｂ．操作手順 

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要

な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計器がある場合に

は，当該計器により当該パラメータを計測する。 

 また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。 

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であることを，計測範

囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間

に大きな差異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によりあらかじめ推定

される値との間に大きな差異がある場合には，当直副長は，あらかじめ

選定した重要代替監視パラメータの計測を中央制御室運転員に指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長に報告する。なお，

常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要代替監

視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの値から

主要パラメータの推定を指示する。 

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部へ報告

する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。 
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ｃ．操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員１名で対

応が可能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

ｄ．代替パラメータでの推定方法 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能

が喪失した場合は，代替パラメータによる推定を行う。 

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏ま

え，関連するパラメータを複数確認し，得られた情報の中から有効な情報を

評価することで，発電用原子炉施設の状態を把握する。 

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替パラメータと主要

パラメータの関連性，検出器の種類，使用環境条件等，以下に示す事項及び

計測される値の不確かさを考慮し，使用するパラメータの優先順位をあらか

じめ定める。 

・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては，

急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸発し，不確かな指示を示す

ことがある。そのような状態が想定される場合は，関連するパラメータ

を複数確認しパラメータを推定する。なお，原子炉水位，原子炉圧力及

びサプレッション・プール水位を除き，基準配管の水位変動に起因する

不確かさを考慮する必要はない。 

 

・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事故等の対処に有効

な情報を得ることができる。ただし，環境条件や不確かさを考慮し，重

要計器又は重要代替計器で測定されるパラメータの値との差異を評価し，

パラメータの値，信頼性を考慮した上で使用する。 

 

・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるのは，炉心損傷及び

原子炉圧力容器が破損した状態であるため，原子炉格納容器内の圧力，

温度，放射線量率等が厳しい環境下においても，その監視機能を維持で

きる重要代替計器を優先して使用する。また，重大事故等発生時と校正

時の状態変化による影響を考慮する。 

 

・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定す

る場合は，水が飽和状態でないと不確かさを生じるため，計器が故障す

るまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ，複数の関

連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定する。 

 

・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 

（添付資料 1.15.6） 
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代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであ

り，具体的な推定方法については，第 1.15－3表に整理する。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子束及び

酸素濃度）により推定するケース 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力

により推定するケース 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定するケー

ス 

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定するケース 

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース 

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定するケース 

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース 

・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定するケ

ース 

・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース 

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生した

ことを推定するケース 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器内圧力

により推定するケース 

・燃料プールの状態を同一の物理量（水位），あらかじめ評価した水位と

放射線量率の相関関係及びカメラによる監視により，燃料プールの水位

又は必要な水遮蔽が確保されていることを推定するケース 

・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧によ

り原子炉圧力容器の満水状態を推定するケース 

（添付資料 1.15.6） 

 

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応手段の優先順位を

以下に示す。 

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計

測することが困難となった場合に，他チャンネルの重要計器により計測でき

る場合は，他チャンネルの重要計器により主要パラメータを計測する。 

他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが困難となった場合

は，他チャンネルの常用計器により主要パラメータを計測する。 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能

が喪失した場合は，第 1.15－3表にて定める優先順位にて代替計器により代

替パラメータを計測し，主要パラメータを推定する。 
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(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器への注水量を計測するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計

測範囲を超えるものは，原子炉圧力容器内の温度と水位である。なお，これら

のパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，可搬型計測器により計

測することも可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第 1.15

－2表に示す。 

（添付資料 1.15.5） 

 

・原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，０～500℃である。

原子炉の冷却機能が喪失し，原子炉圧力容器内の水位が燃料棒有効長頂部

以下になった場合，原子炉圧力容器温度の計測範囲を超える場合があるが，

重大事故等時における損傷炉心の冷却失敗及び原子炉圧力容器の破損徴候

を検知する温度は，300℃であり計測範囲内で判断可能である。 

 

なお，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（500℃以上）場合は，可

搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。 

 

・原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，０～11MPa［gage］

である。原子炉圧力容器の最高使用圧力（8.62MPa［gage］）の 1.2倍

（10.34MPa［gage］）を監視可能であり，重大事故等時において原子炉圧

力容器内の圧力は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

 

・原子炉圧力容器内の水位 

原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，気水分離器下端

を基準とした－900cm～150cmであり，原子炉水位制御範囲（レベル３～８）

及び燃料棒有効長底部まで計測できるため，重大事故等時において原子炉

圧力容器内の水位は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水位の計測範囲を

超えた場合，高圧原子炉代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，

高圧炉心スプレイポンプ出口流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代

替注水流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流

量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち，機器動作状態にある流量計

より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，直前まで判明していた水位に

変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。 

また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力又は原子炉圧力（ＳＡ）と

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により，原子炉圧力容器内
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の水位が燃料棒有効長頂部以上であることは原子炉圧力容器温度により監

視可能である。 

 

・原子炉圧力容器への注水量 

原子炉圧力容器への注水量を監視するパラメータは，高圧原子炉代替注

水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口

流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，残留熱除去ポン

プ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉

注水流量である。 

高圧原子炉代替注水流量の計測範囲は，０～150m3/hとしており，計測対

象である高圧原子炉代替注水ポンプの最大注水量は，93m3/hであるため，

重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の計測範囲は，０～150m3/hとしており，

計測対象である原子炉隔離時冷却ポンプの最大注水量は，99m3/hであるた

め，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/hとしてお

り，計測対象である高圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水量は，1,314m3/h

であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能

である。 

低圧原子炉代替注水系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範囲

は，０～300m3/hとしており，計測対象である低圧原子炉代替注水系（常設）

による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，230m3/h であるため，重

大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による低圧原子炉代替注水流量の計測

範囲は，０～200m3/h（狭帯域は０～50m3/h）としており，計測対象である

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の原子炉圧力容器への注水時の最大注水

量は，70m3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流

量測定が可能である。 

残留熱除去ポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/h としており，計

測対象である残留熱除去ポンプの最大注水量は 1,380m3/h であるため，計

器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/hとしてお

り，計測対象である低圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水量は 1,314m3/h

であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

残留熱代替除去系原子炉注水流量の計測範囲は，０～50m3/hとしており，

計測対象である残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水時の最大

注水量は 30m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での

流量測定が可能である。 
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・原子炉格納容器への注水量 

原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータは，代替注水流量（常

設），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，残留熱代替

除去系格納容器スプレイ流量である。 

格納容器代替スプレイ系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範

囲は，０～300m3/hとしており，計測対象である格納容器代替スプレイ系（常

設）による格納容器スプレイ時の最大注水量は，120m3/h であるため，重大

事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器代替スプレイ流量の

計測範囲は，０～150m3/hとしており，計測対象である格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）による格納容器スプレイ時の最大注水量は，120m3/hである

ため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

ペデスタル代替注水系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範囲

は，０～300m3/hとしており，計測対象であるペデスタル代替注水系（常設）

による原子炉格納容器下部注水時における最大注水量は，200m3/hであるた

め，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル代替注水流量の計測

範囲は，０～150m3/h（狭帯域は０～50m3/h）としており，計測対象である

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部注水時におけ

る最大注水量は，120m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範

囲内での流量測定が可能である。 

残留熱代替除去系による残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の計測

範囲は，０～150m3/hとしており，計測対象である残留熱代替除去系による

格納容器スプレイ時における最大注水量は，120m3/hであるため，計器の計

測範囲内での流量測定が可能である。 

 

ａ．代替パラメータによる推定 

重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，代替パラメータ

による推定を行う手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータが計器

の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。 

 

(b) 操作手順 

計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把握するために必

要な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計器がある場

合には，当該計器により当該パラメータを計測する。 
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また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。 

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であることを，計測

範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値と

の間に大きな差異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，当直副長は，あらかじ

め選定した重要代替監視パラメータの計測を中央制御室運転員に指示

する。 

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長に報告する。な

お，常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要代替

監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの値か

ら主要パラメータの推定を指示する。 

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部へ報

告する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員１名で

対応が可能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合，

可搬型計測器による計測を行う手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が

確認できない場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイ

ムチャートを第 1.15－7図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計測器に

よるパラメータの計測開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認

し，残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物１階のあらかじめ定めた端子

台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し，

測定を開始する。 
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④現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取

り，換算表により工学値に換算し，記録する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は 1測定点当たり，現場運転員２名にて実施し，作業開

始を判断してから所要時間は 20分以内で可能である。２測定点以降は 10

分追加となる。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設備を

整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

主要パラメータを計測する計器の計測範囲を超過した場合の，対応手段の

優先順位を以下に示す。 

主要パラメータを計測する計器の計測範囲を超過したことにより，主要パ

ラメータの指示値が確認できない場合は，第 1.15－3表にて定める優先順位

にて代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラメータを推定する。 

代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラメータの推定が困難と

なった場合は，可搬型計測器により主要パラメータを計測する。 
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1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

全交流動力電源喪失及び直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に，

代替電源（交流，直流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により，重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。 

 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内常設蓄電式直流電源設備であ

るＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び常設代替直流電源

設備であるＳＡ用 115V 系蓄電池からの給電に関する手順は，「1.14 電源

の確保に関する手順等」にて整理する。 

なお，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電

により計測可能な計器について第 1.15－2表に示す。 

 

ｂ．常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通電気

設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備であるガス

タービン発電機，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車，自主対策設

備の号炉間電力融通電気設備である号炉間電力融通ケーブル（常設）又は号

炉間電力融通ケーブル（可搬型）からの給電に関する手順は，「1.14 電源

の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

ｃ．所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備又は直流給電車

からの給電 

全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場合に，

所内常設直流電源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池（３系統目）又は

可搬型直流電源設備である高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V 系充電器又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である

直流給電車からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

 

ｄ．設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備を兼用する計装設備のうち，常設代替直流電源設備であるＳＡ用

115V 系蓄電池からの給電が必要な計装設備の電源切替え手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失から８時間が経過した時点で，ガスタービン発電機，

号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケー
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ブル（可搬型）による給電操作が完了していない場合。又は全交流動力電

源喪失後に，Ｂ－115V系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれ

があると判断した場合。 

 

(b) 操作手順 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給

電手順の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第 1.15－5図に示

す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＳＡ用 115V系蓄

電池からの給電が必要な設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備

を兼用する計装設備の電源切替えを指示する。 

②現場運転員Ｂ，Ｃは，中央制御室及び廃棄物処理建物１階のあらかじ

め定めた制御盤にて，電源切替え操作を実施し，当直副長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は，現場運転員２名にて実施し，作業開始を判断してか

ら所要時間は 10分以内で可能である。 

 円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設備を

整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認

する。 

（添付資料 1.15.4-1） 

 

ｅ．所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処設備と重大事

故等対処設備を兼用する計装設備への給電 

  全交流動力電源喪失が発生し，直流電源のうちＢ1－115V系蓄電池（ＳＡ）

が枯渇するおそれがある場合に，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設

備を兼用する計装設備のうち，所内常設直流電源設備（３系統目）である

115V系蓄電池（３系統目）からの給電が必要な計装設備の電源切替え手順

を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

   全交流動力電源喪失後に，Ｂ1－115V系蓄電池（ＳＡ）の電圧が放電電

圧の最低値を下回るおそれがあると判断した場合。 

 

(b) 操作手順 

   所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処設備と重大   

事故等対処設備を兼用する計装設備への給電手順の概要は以下のとおり。

また，タイムチャートを第 1.15－6図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 115V系蓄電池（３ 
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系統目）からの給電が必要な設計基準事故対処設備と重大事故等対処 

設備を兼用する計装設備の電源切替えを指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室のあらかじめ定めた制御盤にて，

電源切替え操作を実施し，当直副長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

   上記の操作対応は，中央制御室運転員１名にて実施し，作業開始を判断 

してから所要時間は 10分以内で可能である。 

（添付資料 1.15.4-2） 

 

ｆ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメ

ータ監視が不能となった場合に，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータのうち，手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計

測器で計測又は監視を行う手順を整備する。 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチャンネ

ルが複数ある場合は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監

視する。同一の物理量について複数のパラメータがある場合は，いずれか１

つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 

なお，可搬型計測器により計測可能な計器については第 1.15－2表に示す。 

（添付資料 1.15.5） 

 

(a) 手順着手の判断基準 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイ

ムチャートを第 1.15－7図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計測器に

よるパラメータの計測開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，

残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。 

③現場運転員Ｂ，Ｃは，廃棄物処理建物１階のあらかじめ定めた端子台

にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し，

測定を開始する。 

④現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，

換算表により工学値に換算し，記録する。 

 

(c) 操作の成立性 
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上記の操作対応は１測定点当たり，現場運転員２名にて実施し，作業開

始を判断してから所要時間は 20分以内で可能である。２測定点以降は 10

分追加となる。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設備を

整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認

する。 

（添付資料 1.15.4-3） 

 

ｇ．重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源が喪失した場合

に，計器に給電する対応手段の優先順位を以下に示す。 

全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備から計測可能な計器に給電される。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電されて

いる間に，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電

力融通電気設備から計器に給電する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通電

気設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある

場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車から計器に給電する。 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となった場合は，可搬型計測

器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視

する。 

 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ）により計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使用し

た計測結果を含む。）の値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計

測器で計測されるパラメータの値は，記録用紙に記録する。 

主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策設備である運転監視

用計算機及び中央制御室記録計により計測結果等を記録する。 

有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第 1.15－5表に示す。 

 

(1) 手順着手の判断 

重大事故等が発生した場合。 

 

(2) 操作手順 

重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計

測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。 
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ａ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，常時記録であり，非常用交

流電源設備である非常用ディーゼル発電機又は可搬型代替電源設備である

緊急時対策所用発電機から給電可能で，14日間の記録容量を持っている。重

大事故等時のパラメータの値を継続して確認できるよう，記録された計測結

果が記録容量を超える前に定期的にメディア（記録媒体）に保存する。 

 

ｂ．現場指示計の記録 

現場運転員は，現場操作時に監視する手順着手の判断基準及び操作に必要

なパラメータの現場指示計がある場合には，記録用紙へ記録する。 

 

ｃ．可搬型計測器の記録 

現場運転員は，「1.15.2.1(2)b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は

監視」又は「1.15.2.2(1)ｅ. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」

で得られた可搬型計測器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録す

る。 

 

ｄ．運転監視用計算機の記録 

(a) 運転日誌 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，定められたプロセスの計測結果

を定時ごとに自動で記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

 

(b) 状態変化記録 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，プロセス値の異常な状態変化を

記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

プラントの過渡変化によるトリップ事象発生時，その発生順序（シーケ

ンス），トリップ状態，工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設作動

状況を記録し，中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。 

 

(c) 事故時データ収集記録 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，事象発生前後のプラント状態の

推移を把握するため，定められたプロセス値のデータを自動で収集，記録

し，中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。 

 

ｅ．中央制御室記録計による記録 

中央制御室記録計が稼働状態であれば，定められたプロセスの計測結果 

を，中央制御室にてチャート用紙に自動で記録する。 
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(3) 操作の成立性 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録は，安全パラメータ表

示システム（ＳＰＤＳ）の記録容量（14日間）を超える前に，緊急時対策所

にて緊急時対策要員１名で行う。室内での端末操作であるため，対応が可能で

ある。 

現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり，現場運転員

２名で対応が可能である。 

また，中央制御室記録計に記録されたチャート紙の交換は，中央制御室運転

員１名で対応が可能である。 
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1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

審査基準 1.9，1.10，1.11，1.14，1.18 については，各審査基準において要求

事項があるため，以下のとおり各々の手順において整備する。 

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。 

原子炉建物内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。 

燃料プールの監視に関する手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

手順等」にて整備する。 

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確保に関

する手順等」にて整備する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に関する手順は「1.18 緊急時対策

所の居住性等に関する手順等」にて整備する。
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第 1.15－1表 事故時に必要な計装に関する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／２） 

  

分類 
機能喪失を想定する 

重大事故等対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

監
視
機
能
喪
失
時 

計器の故障 

他
チ
ャ
ン
ネ
ル 

に
よ
る
計
測 

主要パラメータの他チャンネルの重要計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「重要計器の監視・復旧」 

主要パラメータの他チャンネルの常用計器 自
主 

対
策 

設
備 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ 

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

常用代替計器 自
主 

対
策 

設
備 

計器の計測範囲を超

えた場合 代
替
パ
ラ
メ
ー
タ 

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「重要計器の監視・復旧」 

常用代替計器 自
主 

対
策 

設
備 

可
搬
型
計
測
器 

に
よ
る
計
測 

可搬型計測器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「可搬型計測器による計測」 

計
器
電
源
喪
失
時 

全交流動力電源喪失 

直流電源喪失 
代
替
電
源
（
交
流
） 

か
ら
の
給
電 

常設代替交流電源設備 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

 

可搬型代替交流電源設備 

代替所内電気設備 

号炉間電力融通電気設備 自
主
対
策

設
備 

代
替
電
源
（
直
流
） 

か
ら
の
給
電 

所内常設蓄電式直流電源設備 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

直流給電車 自
主 

対
策 

設
備 

設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
と
重
大
事
故
等
対
処

設
備
を
兼
用
す
る
計
装

設
備
へ
の
給
電 

常設代替直流電源設備 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「重要計器の電源切替」 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備

（
３
系
統
目
）
か
ら
の
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
と
重

大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼

用
す
る
計
装
設
備
へ
の 

給
電 

所内常設直流電源設備（３系統目） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「１１５Ｖ系蓄電池（３系統

目）による１１５Ｖ直流電源確

保」 

可
搬
型
計
測
器 

に
よ
る
計
測 

可搬型計測器 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「可搬型計測器による計測」 

 

236



1.15－28 
 

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／２） 

 

分類 
機能喪失を想定する 

重大事故等対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ － 

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ，ＳＰＤ

Ｓデータ表示装置） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「SPDS によるパラメータ記録

結果の保存」 

運転監視用計算機 自
主
対
策 

設
備 － 

中央制御室記録計 
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第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(１

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

① 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～

50
0℃

 
最

大
値

：
 

3
02
℃

 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

損
傷

炉
心

の
冷

却
状

態
を

把
握

し
，

適
切

に
対

応
す

る
た

め
の

判
断

基
準

（
30
0
℃

）
に

対
し

て
，
 

5
00
℃

ま
で

を
監

視
可
能

。
 

－
（

Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉝
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
 

「
⑫

最
終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク
の

確
保
（

残
留

熱
除

去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

② 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

２
 

０
～
10
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最

大
値

：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

原
子

炉
圧

力
容

器
最

高
圧
力
（

8.
68
MP
a［

ga
ge
］
）
を
包

絡
す

る
範

囲
と

し
て

設
定

。
な

お
，

逃
が

し
安

全
弁

の
手

動
操

作
に

よ
り

変
動

す
る

範
囲

に
つ

い
て

も
計

測
範

囲
に

包
絡

さ
れ

て
お

り
，
監

視
可
能

で
あ
る

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㉞
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
11
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最

大
値

：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

原
子

炉
圧
力

容
器
最

高
使
用

圧
力

（
8.
62
M
Pa
［

ga
ge
］

）
の

1.
2
倍
 

（
10
.3
4
MP
a［

g
ag
e］

）
を

監
視
可
能
。

 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

㉟
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 
原

子
炉

水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※

６
：
基
準

点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵

ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備

及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－30 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(２

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

２
 

－
40
0～

15
0
cm

※
３
 

－
79
8～

13
2
cm

※
３
 

炉
心

の
冷

却
状

況
を

把
握

す
る

上
で

，
原

子
炉

水
位

制
御

範
囲

（
レ

ベ
ル

３
～

８
）

及
び

燃
料

棒
有

効
長

底
部

ま
で

監
視

可
能

で
あ

る
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊱
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

２
 

－
80
0～

－
30
0c
m※

３
 

Ｓ
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊲
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
90
0～

15
0
cm

※
３
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊳
 

高
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計

基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－31 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(３

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ １ ／ ２ ） 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
93
m
3 /
h）

を
監
視

可
能
で

あ
る
。

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

①
 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
 

１
 

０
～
30
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
23
0m

3 /
h）

を
監

視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

超
音
波
式

流
量
 

検
出
器
 

－
 

②
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

２
 

０
～
20
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水

車
を

用
い

た
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
お

け
る

最
大

注
水

量
（
70
m
3 /
h）

を
監

視
可

能
。
ま
た
，
崩
壊

熱
相

当
の
注

水
量
（

12
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

③
ａ
 

③
ｂ
 

低
圧

原
子
炉

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
） 

２
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※

８
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

０
～
99
m
3 /
h 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量
（

99
m
3 /
h）

を
監

視
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑥
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
14
m
3 /
h 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

・
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
1,
31
4m

3 /
h）

を
監
視

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

交
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑦
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

３
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
80
m
3 /
h 

残
留

熱
除

去
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
1,

38
0
m
3 /
h）

を
監

視
可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑧
 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
14
m
3 /
h 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

・
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
1,
31
4m

3 /
h）

を
監
視

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑨
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

１
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※

８
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

原
子

炉
注

水
の

最
大

注
水

量
（
30
m
3 /
h）

を
監

視
可
能

。
 

Ｓ
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑩
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失

時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
 

240



  
 

 

1.15－32 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(４

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ ２ ／ ２ ） 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－33 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(５

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納

容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水

車
を

用
い

た
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

お
け

る
最

大
注

水
量

（
12
0m

3 /
h）

を
監

視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

④
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水

車
を

用
い

た
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
お

け
る

最
大

注
水

量
（

1
20
m
3 /
h）

を
監

視
可

能
。
ま
た
，
崩

壊
熱

相
当
の

注
水
量
（

12
m
3 /
h）

を
監
視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑤
ａ
 

⑤
ｂ
 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
） 

２
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※

８
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

の
最

大
注
水

量
（

12
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。 

Ｓ
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑪
 

低
圧
原

子
炉

代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
水
位

※
１
 

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
代
替

除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区

分
Ⅱ
無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－34 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(６

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

７
 

０
～
30
0℃

 
最

大
値

：
14
5℃

 
原

子
炉

格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）

を
監

視
可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊴
 

ペ
デ

ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
30
0℃

 
最

大
値

：
14
5℃

 
原

子
炉

格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）

を
監

視
可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊵
 

ペ
デ

ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
30
0℃

 
－

※
８
 

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
に

溶
融

炉
心

が
落

下
し

た
場

合
に

お
け

る
原

子
炉

圧
力

容
器

の
破

損
検
知

が
可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊶
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ

）
※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最

大
値

：
88
℃
 

原
子

炉
格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）

を
監

視
可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊷
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最

大
値

：
88
℃
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

限
界

圧
力

（
２

Pd
：

8
53
k
Pa

［
ga
ge

］
）

に
お

け
る

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

の
飽

和
温

度
（

約

1
78
℃

）
を

監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

測
温
 

抵
抗
体
 

可
 

㊸
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備

の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た

計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－35 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(７

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
1,
0
00
k
Pa
［
ab
s］

 
最

大
値

：
 

3
24
k
Pa
［

ga
ge
］

 

原
子

炉
格

納
容

器
の

限
界

圧
力

（
２

Pd
：

8
53
k
Pa
［

ga
ge
］

）
を

監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㊹
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
1,
0
00
k
Pa
［
ab
s］

 
最

大
値

：
 

2
06
k
Pa
［

ga
ge
］

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㊺
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ペ
デ

ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池
(非

常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－36 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(８

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑧ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

３
 

－
3.
0m

※
５
，

 

－
1.
0m

※
５
，

 

＋
1.
0m

※
５
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
溶

融
炉

心
の

冷
却

に
必

要
な

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
事

前
注
水

量
を
監

視
可
能

。
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

に
よ

る
代

替
循

環
冷

却
実

施
時

に
お

け
る

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

注
水

の
停

止
の

判
断

基
準

（
格

納
容

器
底

面
＋

1.
0m

）
を

監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
極
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊼
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
0.
80
～

5.
50
m
※

４
 

－
0.
5～

０
m※

４
 

ウ
ェ

ッ
ト

ウ
ェ

ル
ベ

ン
ト

操
作

可
否

判
断

を
把

握
で
き

る
範
囲

を
監
視

可
能
。
 

（
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

を
水

源
と

す
る

非
常

用
炉

心
冷

却
系

の
起

動
時

に
想

定
さ

れ
る
変

動
（
低

下
）
水

位
：
－
0.
5m
 に

つ
い

て
も
監

視
可
能

。
）
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊻
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

４
 

＋
0.
1m

※
６
，

 

＋
1.
2m

※
６
，

 

＋
2.
4m

※
６
，

 

＋
2.
4m

※
６
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

に
溶

融
炉

心
の

冷
却

に
必

要
な

水
深

（
＋

2.
4m

）
が

あ
る

こ
と

を
監

視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
極
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊽
 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

「
⑤

原
子
炉

格
納
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

格
納

容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

※
１
 

ペ
デ

ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量

※
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

低
圧
原

子
炉

代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ

ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－37 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(９

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度 

格
納

容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

※
２
 

１
 

０
～

５
vo
l％

／
 

０
～

10
0
vo
l％

 
０

～
2.
0
vo
l％

 

重
大

事
故

等
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

０
～
90
.4
v
ol
％

）
を
監
視
可
能
。

 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

熱
伝
導
式
 

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㊾
 

格
納

容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～

10
0
vo
l％

 
０

～
2.
0
vo
l％

 

重
大

事
故

等
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

０
～
90
.4
v
ol
％

）
を
監
視
可
能
。

 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

③
 

熱
伝
導
式
 

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㊿
 

⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率 

格
納

容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未

満
※

９
 

炉
心

損
傷

の
判

断
値

（
原

子
炉

停
止

直
後

に
炉

心
損
傷

し
た
場

合
は
約

10
Sv
/h
）
を

把
握

す
る

上
で

監
視

可
能

（
上

記
の

判
断

値
及

び
推

定
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過

時
間

と
と
も

に
低
く

な
る
）

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

電
離
箱
 

－
 

○51
 

格
納

容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未

満
※

９
 

炉
心

損
傷

の
判

断
値

（
原

子
炉

停
止

直
後

に
炉

心
損
傷

し
た
場

合
は
約

10
Sv
/h
）
を

把
握

す
る

上
で

監
視

可
能

（
上

記
の

判
断

値
及

び
推

定
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過

時
間

と
と
も

に
低
く

な
る
）

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

電
離
箱
 

－
 

○52
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器

下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－38 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
0
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器

の
種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性

子
源
領
域
計
装

※
２
 

４
 

10
－
１
～
10

６
 ｓ

-1
 

（
1.
0×

10
３
～
 

1
.0
×

10
９
 

 
 
cm

-2
･ｓ

-1
）

 

定
格

出
力
の
 

約
21

倍
 

原
子

炉
の

停
止

時
か

ら
起

動
時

の
中

性
子

束
を

監
視
可

能
。
 

な
お

，
中

性
子

源
領

域
計

装
が

測
定

で
き

る
範

囲
を

超
え

た
場

合
は

，
中

間
領

域
計

装
，

平
均

出
力

領
域

計
装

に
よ

っ
て

監
視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

直
流
電
源

※
1
3  

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

③
※
1
3  

核
分
裂
 

計
数
管
 

－
 

○55
 

中
間
領
域
計
装

※
２
 

８
 

０
～
40
％
 

又
は
０
～
12
5％

 

（
1.
0×

10
８
～
 

1.
5×

10
13
cm

-2
・
s-

1 ）
 

原
子

炉
の

停
止

時
か

ら
起

動
時

の
中

性
子

束
を

監
視
可

能
。
 

な
お

，
中

間
領

域
計

装
が

測
定

で
き

る
範

囲
を

超
え

た
場

合
は

，
平

均
出

力
領

域
計

装
に

よ
っ
て

監
視
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

直
流
電
源

※
1
3  

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

③
※
1
3  

核
分
裂
 

電
離
箱
 

－
 

○54
 

平
均

出
力
領
域
計
装

※
２
 

６
※
７
 

０
～
12
5％

 

（
1.
2×

10
12
～
 

2
.8
×

10
14
 

 
 
cm

-2
･s

-1
）

 

原
子

炉
の

起
動

時
か

ら
定

格
出

力
運

転
時

の
中

性
子
束

を
監
視

可
能
。
 

な
お

，
設

計
基

準
事

故
及

び
重

大
事

故
等

時
，

一
時

的
に

計
測

範
囲

を
超

え
る

が
，

負
の

反
応

度
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

効
果

に
よ

り
短

期
間

で
あ

り
，

か
つ

出
力

上
昇

及
び

下
降

は
急
峻

で
あ
る

。
12
5％

を
超
え
た
領

域
で

そ
の

指
示

に
基

づ
き

操
作

を
伴

う
も

の
で

な
い

こ
と

か
ら

，
現

状
の

計
測

範
囲

で
も

運
転

監
視

上
影

響
は

な
い

。
ま

た
，

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

も
再

循
環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ
等

に
よ

り
中

性
子

束
は

低
下

す
る

た
め

，
現

状
の

計
測

範
囲

で
も

対
応

が
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

②
 

核
分
裂
 

電
離
箱
 

－
 

○53
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－39 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
1
／

1
8)

 

分
類
 

重
要

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

「
⑫

最
終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク
の

確
保
（

残
留

熱
除

去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
２
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

流
量

※
２
 

「
⑤

原
子
炉

格
納
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－40 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
2
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

８
 

－
※

８
 

系
統

待
機

時
に

お
け

る
ス

ク
ラ

バ
容

器
水

位
の

範
囲

（
1,
70
0
mm

～
1,

90
0
mm

）
及

び

フ
ィ

ル
タ

装
置

機
能

維
持

の
た

め
の

系
統

運
転

時
の

下
限

水
位

か
ら

上
限
水
位
の
範

囲
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 を

監
視
可
能
。

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㉔
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

４
 

０
～

１
MP
a［

ga
ge
］

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

に
，

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
使

用
圧

力

（
0.
85
3
MP
a［

g
ag
e］

）
が
監
視
可
能
。

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㉕
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

４
 

０
～

30
0℃

 
－

※
８
 

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
使

用
温

度
（

20
0℃

）
を

計
測
可
能
な
範
囲
と

す
る

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉖
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

－
※

８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

（
炉

心
損

傷
し

て
い

る
場

合
）

に
，

想
定

さ
れ

る
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

出
口

の
最

大
放

射
線

量
率

（
約

1.
6×

10
１
S
v/
h）

を
監
視
可
能
。

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

㉗
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

－
※

８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

（
炉

心
損

傷
し

て
い

な
い

場
合

）
に

，
想

定
さ

れ
る

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
の

最
大

放
射

線
量

率
（

約
6.
5×

10
－
２
mS
v
/h
）
を
監
視
可
能
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

第
１

ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
 

１
 

０
～
20
v
ol
％

／
 

０
～

10
0
vo
l％

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
停

止
後

の
窒

素
に

よ
る

パ
ー

ジ
を

実
施

し
，

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
配

管
内

に
滞

留
す

る
水

素
濃

度
が

可
燃

限
界
（

４
vo
l％

）
未
満
で
あ
る
こ
と

を
監

視
可
能

。

－
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

①
 

熱
伝
導
式

水
素
濃
度

検
出
器
 

－
 

㉘
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

※
１
 

「
⑨

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
素
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３

：
基
準

点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零

レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水
位

（
EL
56
1
0）

。

※
５

：
基
準

点
は
格
納
容
器
底
面
（
EL
1
01
0
0）

。
 
※
６

：
基

準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。

※
７

：
局
部

出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平

均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。

※
８

：
重
大

事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基

準
事
故

時
は
値

な
し

。

※
９

：
炉
心

損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る

格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り

設
計

基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値

を
下
回

る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。

※
12
：

所
内

常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直

流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

※
13
：

全
交

流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池
(非

常
用

)か
ら
の

電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給
す
る
。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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1.15－41 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
3
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 除 去 系 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
1
85
℃

以
下
 

残
留

熱
除

去
系

の
運

転
時

に
お

け
る

，
残

留
熱

除
去

系
系

統
水

の
最

高
使

用
温

度

（
18
5℃

）
を
監

視
可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

①
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

⑬
 

残
留

熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

２
 

０
～
20
0℃

 
1
85
℃

以
下
 

残
留

熱
除

去
系

の
運

転
時

に
お

け
る

，
残

留
熱

除
去

系
系

統
水

の
最

高
使

用
温

度

（
18
5℃

）
を
監

視
可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

①
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

⑭
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

※
１
 

２
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
2
18
m
3
/h
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

冷
却

水
流

量
の

最
大

流
量
（

1,
2
18
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。

 

移
動

式
代

替
熱

交
換

器
設

備
の

最
大

流
量

（
60
0m

3 /
h）

を
監
視

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑮
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬

格
納
容

器
バ
イ

パ
ス
の

監
視
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－42 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
4
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態  

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態  

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態  

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

３
 

０
～

４
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

1
.0
M
Pa
［

ga
ge
］

 

残
留

熱
除

去
系

の
運

転
時

に
お

け
る
，
残

留
熱

除
去

系
系

統
の

最
高

使
用

圧
力

（
1.

0M
P
a［

ga
g
e］

）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

⑯
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
 

０
～

５
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

2
.0
M
Pa
［

ga
ge
］

 
 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

運
転

時
に
お
け

る
，

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
系

統
の
最
高

使
用

圧
力

（
2.
0M
P
a
［

g
ag
e
］

）
を

監
視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

○21
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で

あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－43 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
5
／

1
8)

 

分
類
 

重
要

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ １ ／ ２ ） 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 

（
０

～
12
,5
42
m
m）

 
－

※
８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽

の
底

部
か

ら
上

端
（

０
～

1,
49
5m

3 ）
を

監
視
可

能
で
あ
る
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

⑰
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

高
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
及

び
「

⑤
原

子
炉
格

納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流

量
※
１
 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個
又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－44 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
6
／

1
8)

 

分
類
 

重
要

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ ２ ／ ２ ） 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
 

圧
力

※
１
 

２
 

０
～

４
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

，
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
3.
92
M
Pa
［

ga
ge
］

）
を

監
視

可
能
。

 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑱
 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
10
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

9
.0
2
MP
a［

g
ag
e］

 
 原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

の
運

転
時

に
お

け

る
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
系

統
の

最
高

使
用

圧
力
（

9.
0
2M
P
a［

ga
ge
］
）
を
監
視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

②
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑲
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
12
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

8
.9
3
MP
a［

g
ag
e］

 
 高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

の
運

転
時

に
お

け

る
，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
系

統
の

最
高

使
用

圧
力
（

8.
9
3M
P
a［

ga
ge
］
）
を
監
視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

○20
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬

格
納
容

器
バ
イ

パ
ス
の

監
視
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～

３
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

，
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
2.
5M
Pa

［
ga
ge
］

）
を

監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑫
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－45 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
7
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑮ 原 子 炉 建 物 内 の 水 素 濃 度 

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

１
  

６
 

０
～
10
v
ol
％

 

 

０
～
20
v
ol
％

 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

建
物

内
の

水
素

燃
焼

の
可

能
性

（
水

素
濃

度
：

４
vo
l
％

）
を

把
握

す
る

上
で

監
視

可
能

（
な

お
，

静
的

触
媒

式
水

素
処

理
装

置
に

て
，

原
子

炉
建

物
内

の
水

素
濃

度
を

可
燃

限
界

で
あ

る
４

vo
l
％

未
満

に
低

減
す

る
）

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

②
 

触
媒
式
 

水
素
 

検
出
器
 

 

熱
伝
導
式

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㉒
 

静
的

触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

※
１
 

 

静
的

触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

※
１
 

２
  

２
 

０
～

10
0℃

 

 

０
～

40
0℃

 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
静

的
触

媒
式

水
素

処
理

装
置

作
動

時
に

想
定

さ
れ

る
温

度
を

監
視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉓
ａ
 

 

㉓
ｂ
 

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸 素 濃 度 

格
納

容
器
酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

※
２
 

１
 

０
～

５
vo
l％

／
 

０
～
25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％

以
下
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

０
～

4.
4v
ol

％
）

を
監

視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

熱
磁
気
風

式
酸
素
 

検
出
器
 

－
 

○56
 

格
納

容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％

以
下
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

０
～

4.
4v
ol

％
）

を
監

視

可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

③
 

磁
気
力
式

酸
素
 

検
出
器
 

－
 

○57
 

格
納

容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

※
１
 

「
⑩

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

放
射
線

量
率

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納

容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

※
１
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上

端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－46 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
8
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑰ 燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料

プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
4.
30
～

7.
30
m
※

10
 

（
EL
31
2
18
～
42
81
8）

 

6
,9
8
2m
m
※

10
 

（
EL
42
5
00
）

 

重
大

事
故
等

時
に
よ

り
変
動

す
る
可
能
性

の
あ

る
燃
料

プ
ー
ル

上
部
か

ら
底
部
付
近

ま
で

の
範
囲

に
わ
た

り
水
位

を
監
視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

②
 

 

ガ
イ
ド
 

パ
ル
ス
式
 

水
位
検
出

器
 

－
 

㉙
 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
※
11
 

－
1,

00
0～

6
,7
1
0m
m
※

10
 

（
EL
34
5
18
～
42
22
8）

 

6
,9
8
2m
m
※

10
 

（
EL
42
5
00
）

 

重
大

事
故
等

時
に
よ

り
変
動

す
る
可
能
性

の
あ

る
燃
料

プ
ー
ル

上
部
か

ら
使
用
済
燃

料
貯

蔵
ラ
ッ

ク
上
端

近
傍
ま

で
の
範
囲
に

わ
た

り
水
位

を
監
視

可
能
。
 

Ｃ
（
Ｓ
ｓ
）
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

①
 

熱
電
対
 

可
 

㉚
 

０
～
15
0℃

 
最

大
値

：
 

6
5℃

 

重
大

事
故
等

時
に
よ

り
変
動

す
る
可
能
性

の
あ

る
燃
料

プ
ー
ル

の
温
度

を
監
視
可

能
。
 

燃
料

プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

1
0１

～
1
0８

mS
v
/h
 

－
※

８
 

重
大

事
故
等

時
に
よ

り
変
動

す
る
可

能
性

が
あ

る
放
射

線
量
率

の
範
囲

（
10

－
３
～
1
0

７
mS
v/
h）

に
わ

た
り
監

視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

㉛
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
 

－
※

８
 

重
大

事
故
等

時
に
お

い
て
燃

料
プ
ー
ル
の

状
況

を
監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

カ
メ
ラ
：
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

赤
外
線
 

カ
メ
ラ
 

－
 

㉜
 

冷
却
設

備
：
Ｓ
Ａ
用

交
流
電
源

②
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子

炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－47 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
１

／
1
7)

 
 【

推
定

ケ
ー

ス
】
 

ケ
ー

ス
１
：

同
一
物
理
量
（
温
度
，
圧
力
，
水
位
，
放
射
線
量
率
，

水
素
濃

度
，

中
性

子
束

及
び
酸

素
濃
度

）
に
よ

り
推

定
す

る
。
 

ケ
ー

ス
２
：

水
位
を
注
水
源
若
し
く
は
注
水
先
の
水
位
変
化
又
は
注

水
量
及

び
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
に

よ
り
推

定
す
る

。
 

ケ
ー

ス
３
：

流
量
を
注
水
源
又
は
注
水
先
の
水
位
変
化
を
監
視
す
る

こ
と
に

よ
り

推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
４
：

除
熱
状
態
を
温
度
，
圧
力
，
流
量
等
の
傾
向
監
視
に
よ

り
推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
５
：

圧
力
又
は
温
度
を
水
の
飽
和
状
態
の
関
係
に
よ
り
推
定

す
る
。
 

ケ
ー

ス
６
：

注
水
量
を
注
水
先
の
圧
力
か
ら

注
水
特
性
の
関
係
に
よ

り
推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
７
：

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
制
御
棒
の
挿
入
状
態
に
よ
り
推

定
す
る

。
 

ケ
ー

ス
８
：

酸
素
濃
度
を
あ
ら
か
じ
め
評
価
し
た
パ
ラ
メ
ー
タ
の
相

関
関
係

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

ケ
ー

ス
９
：

水
素
濃
度
を
装
置
の
作
動
状
況
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー

ス
10
：

エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納

容
器

バ
イ
パ

ス
事

象
が

発
生

し
た
こ

と
を
推

定
す
る

。
 

ケ
ー

ス
11
：

原
子

炉
格
納
容
器
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流
入
の

有
無

を
原
子

炉
格

納
容

器
内

圧
力
に

よ
り
推

定
す
る

。
 

ケ
ー

ス
12
：

燃
料

プ
ー
ル
の
状
態
を
同
一
の
物
理
量
（
水
位
）

，
あ

ら
か
じ

め
評

価
し

た
水

位
と
放

射
線
量

率
の
相

関
関

係
及

び
カ

メ
ラ
に

よ
る
監
視
に
よ
り
，

 

燃
料

プ
ー
ル
の
水
位
又
は
必
要
な
水
遮
蔽
が
確
保
さ

れ
て
い

る
こ
と

を
推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
13
：

原
子

炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

・
チ

ェ
ン
バ

の
圧

力
の

差
圧

に
よ
り

原
子
炉

圧
力
容

器
の

満
水

状
態

を
推
定

す
る
。
 

 

な
お

，
代
替

パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定
に
あ
た
っ
て
は
，
代
替

パ
ラ

メ
ー
タ

の
誤

差
に

よ
る

影
響
を

考
慮
す

る
。
 

分
類

 
主

要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
１

 
推

定
ケ

ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度  

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１

 
①

原
子

炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。

 

②
原

子
炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
内

が
飽
和

状
態
に

あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て

原
子

炉
圧
力

容
器
内

の
温
度
を
推
定
す
る
。
ま
た
，
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
後
，
原
子
炉
水
位
が
燃
料
棒

有
効
長

頂
部

に
到
達

す
る
ま

で
の
経
過
時
間
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
を
推
定
す
る
。

 

③
残

留
熱
除

去
系
が

運
転
状
態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。

 

 

②
原
子
炉
圧

力
 

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
５

 

③
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

入
口
温

度
 

ケ
ー

ス
１

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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1.15－48 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
２

／
1
7)

 
分

類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ

ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子

炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
圧

力
の
１

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉
圧

力
の
監

視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原

子
炉
水

位
か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
飽

和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

③
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

③
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

原
子

炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧

力
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉
水

位
か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
飽

和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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1.15－49 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
３

／
1
7)

 
分

類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉

水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
水

位
（

広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル

に
よ
り

推
定
す

る
。
 

②
原

子
炉
水

位
（

広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

③
高

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注

水
流
量
（

狭
帯

域
用
）
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

流
量

，
残

留
熱

除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水

流
量

の
う

ち
機

器
動

作
状

態
に

あ
る

流
量

よ
り

，
崩

壊
熱

に
よ

る
原

子
炉

水
位

変
化

量
を

考
慮

し
，

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

④
原

子
炉
圧

力
容
器

へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

③
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）
 

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

③
原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

③
高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

③
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量
 

③
低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

③
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

ケ
ー

ス
２
 

④
原
子
炉
圧

力
 

④
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
13
 

原
子

炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
水

位
（

Ｓ
Ａ

）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃

料
域

）
に
よ

り
推
定

す
る
。
 

②
高

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

流
量
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注

水
流
量
（

狭
帯

域
用
）
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

流
量

，
残

留
熱

除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水

流
量

の
う

ち
機

器
動

作
状

態
に

あ
る

流
量

よ
り

，
崩

壊
熱

に
よ

る
原

子
炉

水
位

変
化

量
を

考
慮

し
，

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
原

子
炉
圧

力
容
器

へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測

す
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

②
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

②
原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

②
高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

②
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量
 

②
低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

②
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

ケ
ー

ス
２
 

③
原
子
炉
圧

力
 

③
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
13
 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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1.15－50 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
４

／
1
7)

 
分

類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
１

 
推

定
ケ

ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量  

高
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
高

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水

位
の
変

化
に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
代

替
注
水

流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の

水
量
変

化
に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で

注
水
量

を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
環

境
悪
化

の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）

 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

①
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
ケ

ー
ス

３
 

①
低

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
注
水

先
の
原

子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
原

子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
高

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
残

留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ

ー
ル

水
位
の

変
化
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
低

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
残

留
熱
代

替
除
去

系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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1.15－51 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
５

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

          

分
類

 
主

要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
１

 
推

定
ケ

ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量  

代
替

注
水
流

量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

 

 
ケ

ー
ス

３
 

①
代

替
注

水
流

量
（

常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の

水
量

変
化

に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で

注
水
量

を
推
定

す
る
。

 

②
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注

水
流

量
（
常

設
）
を

推
定
す
る
。

 

②
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
水

位
変

化
に
よ

り
代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
環

境
悪
化

の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

 

ケ
ー

ス
６

 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

 
ケ

ー
ス

３
 

格
納

容
器
代

替
ス
プ
レ
イ
流
量

 
①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
６

 
①

格
納

容
器

代
替

ス
プ
レ
イ
流
量

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
又

は
サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。 

①
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の

変

化
に

よ
り
注

水
量
を

推
定
す
る
。

 

①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

 

ケ
ー

ス
３

 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量

 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）

 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

 

①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
 

ケ
ー

ス
３

 

①
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
注
水

先
の
ペ

デ
ス
タ
ル
水
位
及
び
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

残
留

熱
代

替
除

去
系

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

流
量

 

①
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

①
残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

ケ
ー
ス

６
 

①
残

留
熱

代
替

除
去

系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，

残
留
熱
代
替
除
去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら

残

留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉
注
水
流
量

を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す

る
。
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1.15－52 

第
1.
1
5－

3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
６

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

      

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。
 

③
飽

和
温
度

／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。
 

④
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
 

ペ
デ

ス
タ
ル

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ペ

デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ペ

デ
ス

タ
ル

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。
 

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。
 

④
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定

す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
 

ペ
デ

ス
タ
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ペ

デ
ス
タ

ル
水
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー

ル
水
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ
Ａ

）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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第
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－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
７

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                    
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

③
ペ
デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
８

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 

       

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
水
位
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

②
代
替
注
水
流

量
（

常
設
）
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

②
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位
 

ケ
ー

ス
２
 

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水
の
停
止
判
断
に
用
い
る
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
計
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

低
圧
原
子
炉
代
替

注
水

流
量

，
低

圧
原

子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ

レ
イ
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル

代
替

注
水
流

量
，
ペ

デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
水
位

を
推
定
す
る
。
 

③
水

源
で

あ
る

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，

低
圧
原

子
炉
代

替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
代
替
注
水
流

量
（

常
設
）
 

①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

①
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量
 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

②
低
圧
原
子
炉

代
替

注
水
槽

水
位
 

ケ
ー

ス
２
 

①
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流

量
，

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に

あ
る

流
量
に

よ
り
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

 

②
水

源
で

あ
る

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）

を
推

定
す

る
。

な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定

す
る

。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，

代
替

注
水

流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）

，
格

納
容

器
代

替
ス
プ
レ
イ
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯

域
用

）
を
優

先
す
る

。
 

③
［
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位
］

※
２
 

ケ
ー

ス
１
 

ペ
デ

ス
タ
ル

水
位
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ペ

デ
ス
タ

ル
水
位

の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ペ

デ
ス

タ
ル

水
位

の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

格
納
容
器
代
替
ス
プ

レ
イ

流
量
，

ペ
デ
ス

タ
ル
代
替
注
水
流
量

に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
水

源
で
あ

る
低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

低
圧

原
子
炉

代
替
注

水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）
 

②
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
 

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位
 

ケ
ー

ス
２
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
９

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                     分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

水 素 濃 度 

格
納

容
器
水

素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
［
格
納
容

器
水
素

濃
度
（

Ａ
系
）

］
※

２
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
水

素
濃

度
（
Ｂ
系
）

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。
 

②
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
格

納
容
器

水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

 

格
納

容
器
水

素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｂ

系
）
 

②
［
格
納
容

器
水
素

濃
度
（

Ａ
系
）

］
※

２
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
水

素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

に
よ

り
推

定
す
る

。
 

②
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
格

納
容
器

水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
を
優
先
す
る
。
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

放 射 線 量 率 

格
納

容
器
雰

囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル

）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル

に
よ
り

推
定
す

る
。
 

②
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉

格
納

容
器
内

の
放
射

線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

格
納

容
器
雰

囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，

他
チ
ャ

ン
ネ
ル

に
よ
り
推
定
す
る
。

 

②
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉

格
納

容
器
内

の
放
射

線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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15
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3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(1
0
／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性

子
源
領

域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
中
間
領
域

計
装
 

②
平
均
出
力

領
域
計

装
 

ケ
ー

ス
１
 

①
中

性
子
源

領
域
計

装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中

性
子
源

領
域
計

装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，

中
間
領
域
計
装
，

平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。
 

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２
 

ケ
ー

ス
７
 

中
間

領
域
計

装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
中
性
子
源

領
域
計

装
 

②
平
均
出
力

領
域
計

装
 

ケ
ー

ス
１
 

①
中

間
領
域

計
装
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中

間
領
域

計
装
の

監
視
が
不
可
能
に
な
っ

た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。
 

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２
 

ケ
ー

ス
７
 

平
均

出
力
領

域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
中
性
子
源

領
域
計

装
 

②
中
間
領
域

計
装
 

ケ
ー

ス
１
 

①
平

均
出
力

領
域
計

装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
平

均
出

力
領

域
計

装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ

た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装

，
中
間
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。
 

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２
 

ケ
ー

ス
７
 

［
制

御
棒
手

動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

①
中
性
子
源

領
域
計

装
 

②
中
間
領
域

計
装
 

③
平
均
出
力
領

域
計

装
 

ケ
ー

ス
７
 

①
制

御
棒

手
動

操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源

領
域

計
装
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

②
中

間
領
域

計
装
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

③
平

均
出
力

領
域
計

装
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
低

出
力
領

域
を
監
視
す
る
中
性
子
源
領
域
計
装
を
優
先
す
る
。
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
11

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

  
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推

定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
残

留
熱
除

去
系
熱

交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評

価
か
ら

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位

（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位

（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
３
 

①
残

留
熱
代

替
除
去

系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
（

Ｓ
Ａ
）
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。
 

③
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
か

ら
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
の

注
水

特
性

を
用

い
て

流
量

を
推

定

し
，

こ
の

流
量

か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

原
子

炉
注
水

流
量
を

推
定
す
る
。

 

④
原

子
炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。
 

③
残
留
熱
代
替

除
去

系
格
納

容
器
ス

プ
レ

イ
流

量
 

③
残
留
熱
代
替

除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

ケ
ー

ス
６
 

④
原
子
炉
圧
力

容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
４
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ

流
量
 

①
残
留
熱
代
替

除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

①
残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

 
ケ

ー
ス
６
 

①
残

留
熱

代
替

除
去

系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，

残
留
熱
代
替
除
去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら

残

留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉
注
水
流
量

を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す

る
。

 

②
残

留
熱
代

替
除
去

系
に
よ
る
冷
却
に
お
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不

可
能

と
な
っ

た
場
合

は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す

る
。
 

推
定

は
，
残

留
熱
代

替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
４
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
12

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

  

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系 

ス
ク

ラ
バ
容

器
水
位
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ス

ク
ラ
バ

容
器
水

位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ス
ク

ラ
バ
容

器
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

 

ケ
ー

ス
１
 

①
ス

ク
ラ
バ

容
器
圧

力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ス

ク
ラ

バ
容

器
圧

力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
健
全
性
を
推
定

す
る

。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

ス
ク

ラ
バ
容

器
温
度
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ス

ク
ラ
バ

容
器
温

度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
放

射
線

モ
ニ

タ
（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン

ネ
ル
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
予
備
 

②
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｂ

系
）
 

②
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ
出
口
水
素
濃
度
が
故
障
し
た
場
合
は
，
予
備
の
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
に

よ
り
推

定
す
る

。
 

②
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ
出
口
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子

炉
格
納
容
器
内
の
水
素

ガ
ス

が
格

納
容

器
フ

ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
内
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

及
び

格
納
容

器
水
素

濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
予
備
を
優
先
す
る
。
 

残 留 熱 除 去 系 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
残

留
熱
除

去
系
熱

交
換
器
入
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す

る
。
 

残
留

熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

入
口
温

度
 

ケ
ー

ス
１
 

①
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評

価
か
ら

残
留
熱

除
去
系
熱
交
換
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換
器
冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す

る
。
 

推
定

は
，
残

留
熱
除

去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

冷
却
水

流
量

 
ケ

ー
ス

４
 

残
留

熱
除
去

ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 

ケ
ー

ス
６

 

①
残

留
熱

除
去

ポ
ン

プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら

残
留

熱
除

去
ポ

ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定

す
る
。
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1.15－59 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
13

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

         

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル

に
よ
り

推
定
す

る
。
 

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

原
子

炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉

水
位

（
Ｓ

Ａ
）
の
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉

水
位

（
燃
料

域
）
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

原
子

炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
圧

力
の
１

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉
圧

力
の
監

視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
よ

り
飽
和

温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

③
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

③
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

原
子

炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧

力
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
よ

り
飽
和

温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し

て
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優

先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

③
飽

和
温
度

／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先

す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
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1.15－60 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
14

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                            

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧

力
 

①
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
残

留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
低

下
に
よ

り
格
納

容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
残

留
熱

除
去

ポ
ン

プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視

パ
ラ

メ
ー
タ

）
に
よ

り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２
 

ケ
ー

ス
10
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口

圧
力

 

①
原
子
炉
圧

力
 

①
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
の

低
下
に

よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有

効
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２
 

ケ
ー

ス
10
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1.15－61 

第
1.
15
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3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
15

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

        

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
ポ

ン
プ
出

口
圧

力
 

ケ
ー

ス
２
 

①
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水
槽
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と

す
る

代
替

注
水

流
量

（
常
設
）

か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注

水
槽
の

補
給
状

況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を
推
定
す
る
。
 

②
注

水
先

の
原

子
炉

水
位
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原
子
炉

代
替

注
水

槽
水

位
を

推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を

推
定

す
る
。
 

②
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水
槽
を
水
源
と
す
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水

ポ
ン

プ
が

正
常

に
動
作

し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽

水
位
が

確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
低

圧
原
子

炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

位

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
高
圧
原
子
炉

代
替

注
水
流

量
 

①
原
子
炉
隔
離

時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

①
高
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

①
残
留
熱
除
去

ポ
ン

プ
出
口

流
量
 

①
低
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

①
残
留
熱
代
替

除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

②
原
子
炉
隔
離

時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 

②
高
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 

②
残
留
熱
除
去

ポ
ン

プ
出
口

圧
力
 

②
低
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 

②
残
留
熱
代
替

除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

ケ
ー

ス
２
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル

の
水

位
容

量
曲

線
を
用
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す
る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
原
子
炉

隔
離

時
冷
却

ポ
ン
プ

出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し

た
注

水
量
か

ら
推
定

す
る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
，

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
代

替
除

去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か
ら
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

・
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
ポ

ン
プ

，
低

圧
炉

心
ス
プ
レ
イ

・
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握

す
る

こ
と

に
よ

り
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を

推
定
す

る
。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量
を
優
先
す
る
。
 

③
［
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位
］

※
２
 

ケ
ー

ス
１
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1.15－62 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
16

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

       

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 建 物 内 の 

水 素 濃 度 

原
子

炉
建
物
水
素
濃
度
 

 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
建

物
水
素

濃
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉

建
物

水
素

濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
及
び

静
的

触
媒
式

水
素
処

理
装
置
出
口
温
度
の
温
度
差
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装

置
入
口

温
度

 

②
静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装

置
出
口

温
度

 

 
ケ

ー
ス

９
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

酸 素 濃 度 

格
納

容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器

酸
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
酸

素
濃

度
（
Ｂ
系
）

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ

た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。
 

②
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
又
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

）
に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸
素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を
入
力
と
し
た

評
価

結
果
（

解
析
結

果
）
に
よ
り
格
納
容
器
酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）
を
推
定
す
る
。

 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
格
納
容
器
内

圧
力

が
正

圧
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流

入
有

無
を
把

握
し
，

水
素
燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
格

納
容
器

酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
ド

ラ
イ

ウ

ェ
ル
）
 

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ

）
 

ケ
ー

ス
８
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
11
 

③
［
格
納
容

器
酸
素

濃
度
（

Ａ
系
）

］
※

２
 

ケ
ー

ス
１
 

格
納

容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器

酸
素
濃

度
（
Ｂ

系
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
酸

素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素

濃
度

（
Ｂ
系
）

に
よ

り
推

定
す
る

。
 

②
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
又
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

）
に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸
素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を
入
力
と
し
た

評
価

結
果
（

解
析
結

果
）
に
よ
り
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
格
納
容
器
内

圧
力

が
正

圧
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流

入
有

無
を
把

握
し
，

水
素
燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系

）
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
格

納
容
器

酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

を
優
先
す
る
。
 

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
ド

ラ
イ

ウ

ェ
ル
）
 

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ

）
 

ケ
ー

ス
８
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
11
 

③
［
格
納
容

器
酸
素

濃
度
（

Ａ
系
）

］
※

２
 

ケ
ー

ス
１
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第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
17

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 

   分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

②
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ
）
 

③
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
12
 

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り

燃
料
プ

ー
ル
水

位
を
推
定
す
る
。
 

②
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推

定
す

る
。
 

③
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定

は
，
燃

料
プ
ー

ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）
 

②
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ
）
 

③
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
12
 

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り

水
位
・

温
度
を

推
定
す
る
。
 

②
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
判

断
し

た
後
，

燃
料
プ

ー
ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定

は
，
燃

料
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

燃
料

プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン
ジ

・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

②
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
12
 

①
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
燃

料
プ

ー
ル

水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃

料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水

位
と

放
射
線

率
の
関

係
に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

②
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定

は
，

燃
料

プ
ー

ル
を
直
接
監
視
す
る
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
優

先
す
る

。
 

燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
12
 

①
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

，

燃
料

プ
ー
ル

水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ

Ａ
）

に
て
，

燃
料
プ

ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
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1.15－64 

第 1.15－4表 補助パラメータ(１／２) 
分類 補助パラメータ 補助パラメータの分類理由 

電源関係 220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

外部電源の受電状態を確認するパラメータ 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧※１ 

非常用高圧母線の受電状態を確認するパラメータ 

Ｄ－メタクラ母線電圧※１ 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧※１ 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧※１ 

非常用低圧母線のロードセンタの受電状態を確認するパラメー

タ 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧※１ 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

直流電源の受電状態を確認するパラメータ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧※１ 

Ｂ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧※１ 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧※１ 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧※１ 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧※１ 

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧※１ 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

ディーゼル発電機電圧 

非常用ディーゼル発電機等の運転状態を確認するパラメータ 

ディーゼル発電機周波数 

ディーゼル発電機電力 

ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

ディーゼル発電機電力（他号炉） 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

ガスタービン発電機電圧 

代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

直流給電車電圧 

緊急用メタクラ電圧※１ 緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ 

ＳＡロードセンタ母線電圧※１ ＳＡロードセンタの受電状態を確認するパラメータ 

ディーゼル燃料デイタンクレベル 

燃料の確保状態を確認するパラメータ 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

各機器油タンクレベル 

補機関係 高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ 
高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

可搬型回転計 

原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン回転速度 

復水貯蔵タンク水位 

復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ 
復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

ペデスタル注入流量 

消火ポンプ出口圧力 消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 移動式代替熱交換設備の運転状態を確認するパラメータ 

大量送水車ポンプ出口圧力 大量送水車の運転状態を確認するパラメータ 

大型送水ポンプ車出口圧力 大型送水ポンプ車の運転状態を確認するパラメータ 

ほう酸水注入ポンプ出口圧力 
ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ 

ほう酸水貯蔵タンク液位 

非常用ガス処理系排ガス・モニタ 耐圧強化ベントラインの運転状態を確認するパラメータ 

※１：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故等対処設備とする。  
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第 1.15－4表 補助パラメータ(２／２) 
分類 補助パラメータ 補助パラメータの分類理由 

その他 制御棒駆動水圧系系統流量 制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ 

制御棒駆動水圧系充てん水ヘッダ圧力 

制御棒駆動水圧系駆動水差圧 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力※１ 逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ 

Ｎ２ガスボンベ圧力※１ 

窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力 

窒素ガス代替供給系窒素ガス供給圧力 

ドライウェル床ドレンサンプ水位 原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ 

残留熱除去系配管周囲温度 

原子炉隔離時冷却系配管周囲温度 

スクラバ水ｐＨ 格納容器フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ 

薬液タンク水位 原子炉格納容器内のｐＨを確認するパラメータ 

ＦＣＳ系統入口流量 可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ 

ブロワ入口圧力 

ＦＣＳブロワ入口流量 

再結合器ガス温度 

ＦＣＳ加熱器ガス温度 

ＦＣＳ加熱器出口温度 

ＦＣＳ加熱器壁温度 

ＦＣＳ再結合器壁温度 

非常用ガス処理系系統流量 非常用ガス処理系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉給水流量 復水・給水系の運転状態を確認するパラメータ 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

復水器真空度 

原子炉浄化系系統流量 原子炉浄化系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉浄化系系統入口温度 

原子炉浄化系非再生熱交出口温度 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力※１ 原子炉補機冷却系の動作状態を確認するパラメータ 

原子炉補機冷却系常用流量 

ＲＣＷ熱交換器出口温度※１ 

ＲＣＷサージタンク水位※１ 

原子炉補機海水ポンプ出口圧力 原子炉補機海水ポンプの動作状態を確認するパラメータ 

原子炉ウェル水位 原子炉ウェル代替注水系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉棟排気高レンジモニタ 原子炉建物の放射線量率を確認するパラメータ 

換気系モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 燃料プールの状態を確認するパラメータ 

燃料プールスプレイ流量 

スキマサージタンク水位 

燃料プール冷却ポンプ出口流量 

純水タンク水位 代替水源の確保状態を確認するパラメータ 

ろ過水タンク水位 

１号ろ過水タンク水位 

非常用ろ過水タンク水位 

補助消火水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

モニタリング・ポスト 屋外の放射線量を確認するパラメータ 

※１：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故等対処設備とする。 
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第 1.15－5表 有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について 

分類 パラメータ 

可搬型計測器での対応 記録 

計測 
要否理由 記録先 備考 

可否 要否 

原子炉格納容器内の放

射線量率 
エリア放射線モニタ 否 － 可搬型計測器での計測対象外。 

中央制御室 

記録計 
－ 

格納容器バイパスの監

視 

未臨界の維持又は監視 制御棒手動操作・監視系 否 － 可搬型計測器での計測対象外。 

安全パラメータ 

表示システム 

（ＳＰＤＳ） 

－ 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右

側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が

喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.15－1図 機能喪失原因対策分析（補足）

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７

他チャンネル監視不能

計測範囲を超えた場合

計器故障

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

外部電源喪失

パラメータ監視不能
１チャンネル監視不能

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

計器電源喪失
（直流電源）

　計器電源喪失
（交流電源）

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

非常用ＤＥＧ
故障

非常用ＤＥＧ
故障

直流母線機能喪失

直流母線への
直流電源給電
機能喪失

蓄電池
機能喪失

充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失
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添付資料 1.15.4-2 
 

1.15－76 

重大事故等対策の成立性 

 

2. 所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備を兼用する計装設備への給電 

 

ａ．操作概要 

全交流動力電源喪失後に，直流電源のうちＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれがあると判断した場合に，所内常

設直流電源設備（３系統目）である 115V系蓄電池（３系統目）からの給電

が必要な計装設備の電源切替を行う。 

 

ｂ．作業場所 

中央制御室 

 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給

電のための電源切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間   ：10分（所要時間目安※１ ：５分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員Ａ】 

●中央制御室での電源切替え操作：想定時間 10分，所要時間目安５分 

・電源切替え操作：所要時間目安５分（中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：室温は通常運転状態と同程度であり，周辺には支障となる設備

はない。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。 

操 作 性：通常の電源切替え操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型），無線通信設備（固定型），有線式通信

設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置

を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部と

の連絡が可能である。 
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添付資料 1.15.4-3 
 

1.15－77 

重大事故等対策の成立性 

 

3. 可搬型計測器の接続操作 

 

ａ．操作概要 

重大事故等時に必要な監視パラメータへの給電（交流，直流）が困難な場

合に，可搬型計測器を接続し，廃棄物処理建物１階にて計測，監視を行う。 

 

ｂ．作業場所 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型計測器の接続，可搬型計測器による計測，監視に必要な要員数，想

定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：２名（現場運転員２名） 

想定時間   ：20分（所要時間目安※１ ：９分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

（２測定点以降，連続で接続する場合は 10分追加） 

 

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動：想定時間 10分，所要時間目安２分 

・移動：所要時間目安２分（中央制御室から補助盤室） 

●可搬型計測器接続：想定時間 10分，所要時間目安７分 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：室温は通常運転状態と同程度であり，周辺には支障となる設備

はない。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操 作 性：通常の端子リフト・接続操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型），無線通信設備（固定型），有線式通信

設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置

を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部と

の連絡が可能である。  
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     可搬型計測器             電池容量確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     可搬型計測器接続          計測結果読み取り 
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